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 本市では、「島田市環境基本計画」に基づき、様々な環境に関する施策を実施しています。これらの施策

の実施状況について、島田市環境基本条例第８条に基づき、年次報告書である「島田市環境報告書」を作

成し、公表しています。 

 「島田市環境報告書（令和４年度版）」は、令和３年度における各種の環境施策の実施状況や環境測定の

結果による市内の環境の現状等について取りまとめ、市民の皆様に報告するものであるとともに、環境基

本計画や地球温暖化対策実行計画の進捗状況を把握し、検証するための資料となるものです。 

 

 

 

２-１ 環境行政の枠組み 

 本市の環境行政は、島田市環境基本条例に基づき、市全体の環境の保全及び創造に向けた基本的な姿勢

及び取組を「島田市環境基本計画」として定め、各種の環境施策を推進しています。また、行政としての

率先的な実行計画である「島田市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」を策定し、市の事務事業から排

出される温室効果ガス排出量の削減・抑制を図っています。 

 計画をより効果的・効率的にするために、平成21年1月に島田市役所として環境マネジメントシステム＊

である「エコアクション21」＊を認証登録しました。 

環境基本計画及び地球温暖化対策実行計画の着実な推進と円滑な運用を図るため、「島田市環境管理シス

テム」を構築し、継続的な改善を図りながら進行管理を行っています。 

 

環境行政の枠組み（イメージ） 

 

 

序章 島田市環境報告書の概要 

１ 環境報告書の目的と役割 

２ 島田市の環境行政 
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２-２ 島田市環境基本計画 

今日の地球温暖化に代表される地球環境問題は、日々その深刻さや複雑さを増してきています。加害者

と被害者とがはっきりと目に見え、その問題範囲も限定されていた公害問題と違い、現在の環境問題は「大

量生産・大量消費・大量廃棄」という我々自身の生活のあり方に起因する、いわば私たち自身が加害者で

あり被害者でもある問題となっています。 

これらの問題を乗り越え、私たちの社会システムを持続可能なものに転換していくためには“Think 

globally, Act locally（地球規模で考え、地域で行動する）”の言葉どおり、私たち一人ひとりが地球全体

のことを考えながら、地域から価値観や思考・生活スタイルを転換するための地道な取組を自発的に行っ

ていかなければなりません。 

このような状況を踏まえ、本市では、平成13年３月に「島田市環境基本条例」を定め、平成15年３月

に「島田市環境基本計画」を策定しました。 

計画期間の満了に伴い平成24年度末には、社会動向の変化や新たな課題に対応し、本市の良好な環境を

将来の世代に引き継いでいくため、新たな「第２次島田市環境基本計画」を策定しました。平成25年度か

ら、同計画に基づき、様々な環境施策や環境に配慮した取組を推進しており、平成30年度には計画の中間

見直しを行い、「第2次島田市環境基本計画【後期基本計画】」策定しました。 

見直しの際に「地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」を第４章として追加しています。計画概要は下

記のとおりです。 

 

第２次島田市環境基本計画の概要 

（１）計画の期間 

  計画の期間は、平成25年度から令和４年度までの10年間とします。 

なお、社会経済及び環境の状況の変化や、計画の進捗状況並びに他の計画等との整合を図るため、平

成30年度に中間見直しを実施しました。 

 

（２）計画の対象とする環境の範囲 

  計画の対象とする環境分野は、自然環境、生活環境、資源循環、地球環境、環境教育・環境保全活動

とします。 

 

（３）計画の対象地域 

  計画の対象地域は、本市全域とします。 

ただし、地球温暖化や水資源などの課題については、必要に応じて広域的に対応します。 

 

（４）計画の推進主体 

  計画を推進する主体は、市民・事業者・市とします。 

各主体は、島田市環境基本条例に規定されている責務を果たすとともに、互いに連携し、一体となっ

て計画の目標の達成に向けて協力していくことが必要です。 
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第２次島田市環境基本計画の体系 

 

 

 

 

 

1-1 川や水を守る 

1-2 森林を守る 

1-3 農地を守る 

1-4 自然とのふれあいや多様な生き物を守る 

  

2-1 公害対策を進める 

2-2 きれいな水を守る 

2-3 きれいな空気を守る 

2-4 静かな環境を守る 

2-5 有害化学物質対策を進める 

  

3-1 ３Ｒでごみを減らす 

3-2 ごみを正しく処理する 

3-3 ごみのないまちづくりを進める 

3-4 グリーン購入・地産地消を進める 

  

4-1 地球温暖化対策を進める 

4-2 省エネルギーを進める 

4-3 
新エネルギー・再生可能エネルギーの

利用を進める 

4-4 低炭素型まちづくりを進める 

  

5-1 環境教育・環境学習を充実させる 

5-2 環境情報を発信する 

5-3 環境保全活動を活発にする 

 

 

 

※第２次島田市環境基本計画【後期基本計画】の本編は、島田市ホームページで御覧いただけます。 

 

 

基本目標 取組の方向 

１ 自然環境の保全 

望ましい環境像 

2 生活環境の保全 

３ 資源循環の推進 

４ 地球環境の保全 

５ 環境教育・環境 

保全活動の推進 

大
井
川
が
育
む 

み
ど
り
豊
か
な
自
然
と
共
生
す
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資
源
循
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２-３ 島田市地球温暖化対策実行計画 

（１）事務事業編 

本市では、平成16年３月に既存の率先実行計画「島田市（庁舎等）における環境対策行動プラン」を発

展させた「島田市地球温暖化防止実行計画」を策定し、市役所の事務事業において地球温暖化対策を推進

してきました。現在は、「島田市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）第４期計画」（計画期間：令和元

（2019）年度から令和12（2030）年度まで）の下、市の事務事業から排出される温室効果ガス＊の排

出抑制に取り組んでいます。 

 

 

 

（２）区域施策編 

島田市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）は、平成30年度に実施した第２次島田市環境基本計画の

見直しと合わせて新たに策定した計画です（計画期間：令和元（2019）年度から令和12（2030）年度

まで）。市役所の事業を対象とする事務事業編とは異なり、島田市域における温室効果ガスの排出量を削減

することを目的としています。 

 

 

また、計画内には、平成 30 年 12 月１日に施行された気候変動適応法の第 12 条に基づく地域気候変

動適応計画としても位置づけた島田市の気候変動適応計画を追加しています。適応計画における適応策と

は、これまでの地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出を抑制する緩和策に対して、大気中に蓄積さ

れた温室効果ガスによる影響が今後も続くことを考え、気候変動に対して自然や人間社会のあり方を調整

することです。国が策定した気候変動適応計画で示された分野・項目・評価を参考に、島田市における適

応策について計画し策定しています。 

削減目標：平成25（2013）年度を基準として令和12（2030）年度までに40％削減する 

削減目標：平成25（2013）年度を基準として令和12（2030）年度までに27％削減する 
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２-４ エコアクション 21＊ 

 エコアクション21とは、「環境への取組を効果的・効率的に行うシステムを構築・運用・維持し、環境

への目標を持ち、行動し、結果を取りまとめ、評価し、公表する」ための方法として、環境省が策定した

環境マネジメントシステムで、中小企業、学校、公共機関などの幅広い事業者を対象としています。 

エコアクション21では、ＰＤＣＡサイクルを基本としており、取組の不足している点や見直しが必要な

箇所を的確に把握し、「継続的改善」を図っていくことを目的としています。エコアクション21は、環境

への取組の推進だけでなく、光熱水費などの経費の削減なども可能となっています。 

 本市では、事業者としての温室効果ガス排出量の削減を含む環境配慮活動について、前記のとおり「島

田市地球温暖化対策実行計画」（以下「実行計画」という。）を策定しています。実行計画で定めている温

室効果ガス排出量の削減をさらに促進するため、平成21年１月に島田庁舎・第二庁舎・第三庁舎を範囲と

して、エコアクション21を認証取得しました。 

その後も、中間審査、更新審査に併せて、段階的に認証・登録範囲を拡大し、平成24年度には対象とな

る全ての施設について認証・登録を取得しました。 

また、本市では、事業所における地球温暖化防止に向けた取組を促進するため、エコアクション21認証

取得セミナーを開催し、市内事業者のエコアクション21認証・登録を支援しています。令和２年度末時点

で、市内79事業所（累計）が認証取得しています。 

 

２-５ 島田市環境管理システム 

本市では、「島田市環境方針」（環境保全に対する組織の基本的な姿勢）に基づき、各計画の円滑かつ効

果的な進行管理を行うために島田市環境管理システムを構築しています。 

PDCAサイクル（Plan（計画）→Do（実施及び運用）→Check（点検・評価）→Action（見直し））

に沿って取組を実践・評価することにより、継続的に改善していくものです。 
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 ２-６ COOL CHOICE（クールチョイス）宣言 

本市では、地球全体の問題である地球温暖化への対策を地域から進めるため、国民運動「COOL 

CHOICE（賢い選択）」に賛同し、平成 29（2017）年４月 11 日に「島田市 COOL CHOICE 宣言」を

行いました。 

島田市ホームページやアース・キッズ事業、くらし・消費・環境展などのイベント開催時にも COOL 

CHOICE 賛同について、広く市民への周知を図っていきます。 
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２-７ ゼロカーボンシティの表明 

令和３（2021）年３月 30 日、本市では、脱炭素社会の実現に向けた取組を進め、2050 年までに温

室効果ガスの排出量を実質ゼロにする「ゼロカーボンシティ」を目指すことを表明しました。 
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市内では、市民・事業者が環境に関する様々な活動を実施しています。ここでは、しまだエコ活動に

登録のあった活動を紹介します。 

 

 

１-１ 環境保全活動登録制度（しまだエコ活動） 

① 概要 

第 2 次島田市環境基本計画の推進に資すると期待される環境保全活動を「しまだエコ活動」として

登録することによって支援し、市民（市民団体、ＮＰＯ）・事業者による環境保全活動の活性化を図り

ます。 

②定義 

「しまだエコ活動」とは、以下の（１）及び（２）にあてはまる環境保全活動とします。 

（１）第２次島田市環境基本計画に規定する市の施策、市民の取組、事業者の取組に関する環境保全

活動。 

（２）市民及び事業者が市内で行う環境保全活動。 

 

１-２ 登録団体一覧（令和３年度） 

団体名 活動名 エコ活動レポート 

NPO法人 しまだ環境ひろば 

竹林の保全・管理 ページ 

梅林の保全・管理 
ページ 

御仮屋市民農園の開設と維持管理 

休耕田を利用した「コミュニティ農園」で地産地消 
ページ 

小水力発電の研究と導入促進 

市民の環境意識向上のための広報活動 ページ 

しまだ環境ひろば塾の開催 ページ 

環境保全活動の進行管理の推進 ページ 

生ごみ堆肥化の普及活動と生ごみ分別収集の調査研究 ページ 

大鐘測量設計株式会社 伊太谷川清掃活動 ページ 

水と里山を守る会 里山・里地整備 荒廃耕作地を再耕作 ページ 

ふるさとの森 森のクラフト教室 - 

JA大井川女性部島田ブロック 環境美化ごみ拾い運動 ページ 

NPO法人 里山仕事・しょんた塾 里山と諏訪原城跡の整備 
ページ 

NPO法人 里山どんぐりの会 
里山づくり（人工林・雑木林育成） 

自然活動事業を通じ子供の健全育成を図る - 

島田ガス株式会社 エネルギー・環境事業 - 

島田市総合スポーツセンター外３

施設指定管理者 

報徳・サン・シンコーグループ 

島田市総合スポーツセンター外３施設の地球にやさしいエコ

活動 
ページ 

 

第１章 環境施策の実施状況 

しまだエコ活動 
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 本章では、市内を流れる河川の水質や大気汚染の状況、騒音など環境調査の結果をもとに、環境の現状

を報告します。 

概要は、次のとおりです。 

 ○河川の水質は、大井川をはじめとする主要な河川は良好な状態が保たれています。 

 また、生活排水の影響を受けやすい中小河川についても良好な状態でした。 

 ○大気の状況は概ね良好であり、市内で測定している二酸化硫黄＊、二酸化窒素＊及び浮遊粒子状物質＊

は、環境基準を下回っています。 

  また、酸性雨についても、毎年雨季の時期を監視期間としｐＨ測定を行っています。 

結果はｐＨの値が低く酸性傾向にありますが、酸性雨に伴う被害等の報告はありませんでした。 

 ○交通騒音は６か所で測定を実施し、全てで環境基準を達成しています。 

 ○環境放射能については、静岡県と中部電力㈱が測定を行っております。平成28年７月の浜岡原子力発

電所の周辺市町の安全確保等に関する協定の締結により、これまでの測定対象に加え、土壌と上水の

環境放射能の測定が行われており、これらのデータ結果は静岡県環境放射能監視センターのホームペ

ージで公表されています。 

 ○市民から寄せられた公害苦情件数は31件で、野焼き及び騒音に関する苦情が大半を占めています。 

 

 

 

 市内を流れる河川は、下表のように大きく4つの水系に分けられ、各水系は最終的に、菊川水系が遠州

灘に流れ込み、それ以外は全て駿河湾に流れ込んでいます。これらの河川は、大井川や菊川といった一級

河川を中心にそれぞれ有機的に関係を持ちながら、市街地や平野部を網の目のようにして流れています。 

 このため水辺との関わりは県下でもトップレベルにあり、私たちの生活に欠かすことができないものと

なっています。 

特に大井川流域では、地下40～65ｍの大井川扇状地が帯水層※となっており、豊富な地下水の恵みをも

たらしています。 

 

市内の主要河川 

水 系 名 水系を構成する主要河川 

大井川水系 大井川、伊久美川、相賀谷川、大津谷川、伊太谷川、大代川、笹間川、家山川、身成川 

栃山川水系 栃山川、東光寺谷川 

菊 川 水 系 菊川 

湯日川水系 湯日川 

 

 

 

 

 

第２章 環境の現状 

１ 水 
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１-１ 大井川の水質 

 大井川の水質は、代表的な指標であるBOD（生物化学的酸素要求量＊）のここ数年間の平均値からみる

と、上流部の下泉橋地点と中流部の神座地点（いずれも河川類型AA）では0.5～0.7mg/ℓ の間を、市街

地を流れ大規模工場が立地している下流部の富士見橋地点（河川類型Ａ）では0.6～1.2mg/ℓ の間を推移

しています。特に下流域の富士見橋地点では、公害が問題となった昭和40年代初頭に比べ数値が減少して

おり、大規模工場の排水対策や公共下水道の普及等によって水質改善を行ってきたことにより、良好な水

質が保たれているといえます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河川類型は、水質汚濁に係る環境基準のうち、河川の利用目的などに応じ類型ごと（６種類）に基準値が

定められています。市内を流れる全ての河川が類型指定されているわけではなく、大井川など主要な河川

が指定されています。そのため、類型指定がない河川については環境基準が適用されません。 

 

主な河川類型の基準値 （平成21年11月30日環境省告示第78号） 

類型 pH＊ BOD＊（mg/ℓ ） SS＊（mg/ℓ ） DO＊（mg/ℓ ） 

ＡＡ  6.5～8.5   １以下   25以下   7.5以上 

Ａ    〃   ２以下      〃      〃 

Ｂ     〃   ３以下      〃   ５以上 

Ｃ     〃   ５以下   50以下      〃 

 

１-2 市内の中小河川の水質 

 本市では、大井川などの大きな河川から中小河川を含め島田地区17か所、金谷地区５か所、川根地区7

か所で、このうち島田地区の２か所を除き水質測定を年４回（５月、８月、11月、2月）実施しています。 

代表的な水質指標であるBOD値についてみると、市内を流れる中小河川は事業所や家庭からの排水の影

響を大きく受けやすいものの、概ね良好な状況となっています。水中の浮遊物質量を示すSS値についても

良好な状況ですが、調査時期に大雨が降るとその影響を受ける場合もあります。 

県調査に基づく大井川三測点BOD平均値の年度推移（資料：静岡県発行『大気汚染及び水質汚濁等の状況）』） 



  
- 12 -

島田地区河川の水質調査結果（令和３年度年平均値）BODは75％値※１も掲載 

 測点地点 河川名（類型） 

水質検査項目 

pH BOD(mg/ℓ) 
BOD(mg/ℓ) 

75％値 
SS(mg/ℓ) DO(mg/ℓ) 

① 神座スポーツ広場横 大井川（AA） 7.7 0.5未満 0.5未満 17.8 10.1 

② 富士見橋 大井川（A） 7.6 3.0 2.5 13.3 9.8 

③ 千歳橋 大津谷川 8.3 1.8 2.2 5.5 11.2 

④ 栃山川放水門 大津谷川 8.1 0.8 1.0 9.0 11.1 

⑤ 石田橋 湯日川（B） 7.7 0.5未満 0.5未満 1.3 10.7 

⑥ 道上橋 湯日川（B） 8.1 0.7 0.5未満 5.5 11.5 

⑦ 大久保橋 湯日川（B） 7.0 0.5未満 0.5未満 3.5 10.5 

⑧ 川口橋下流 伊久美川 7.7 0.5未満 0.5未満 1.3 10.0 

⑨ 相賀橋 相賀谷川 8.1 0.5未満 0.5未満 2.3 11.3 

⑩ 向谷水門 向谷用水幹線 7.9 0.6 0.5未満 9.3 11.1 

⑪ 横井川末端 横井川 8.5 0.6 0.5未満 8.5 12.2 

⑫ 竜江院橋 東光寺谷川 8.7 1.3 1.6 4.8 11.8 

⑬ 七郎兵衛橋 栃山川（C） 8.3 0.9 1.3 10.8 11.0 

⑭ 大幡橋 大幡川 7.8 0.8 0.6 5.0 10.7 

⑮ 田代環境プラザ下流部 伊太谷川 8.0 0.6 0.5未満 2.0 10.6 

⑯ 伊太橋 ※2 伊太谷川 8..2 0.6 - 2.0 10.0 

⑰ 東大橋 ※2 伊太谷川 7.7 0.5未満 - 61.0 10.9 
 

金谷地区河川の水質調査結果（令和３年度年平均値）BODは75％値※1も掲載 

  
測定地点 河川名（類型） pH BOD(mg/ℓ) 

BOD(mg/ℓ) 

75％値 
SS(mg/ℓ) DO(mg/ℓ) 

A 清見橋 清水川 6.9 1.2 0.7 5.3 10.7 

B 東橋 新堀川 8.2 1.1 0.7 16.3 11.6 

C 浅川橋 菊川（A） 7.7 0.5未満 0.5未満 39.5 11.0 

D 菊水橋 菊川（A） 7.3 0.5未満 0.6 2.5 10.4 

E 高橋 大代川 7.3 0.6 0.7 7.0 9.8 
 

川根地区河川の水質調査結果（令和３年度年平均値）BODは75％値※1も掲載 

  
測定地点 河川名（類型） pH BOD(mg/ℓ) 

BOD(mg/ℓ) 

75％値 
SS(mg/ℓ) DO(mg/ℓ) 

Ⅰ 駿遠橋 大井川（AA） 7.8 0.5未満 0.5未満 1.0 9.9 

Ⅱ 新協和橋 家山川 7.8 0.5未満 0.5未満 1.0 10.5 

Ⅲ 向嶋橋 身成川 7.5 0.5未満 0.5未満 1.0 10.0 

Ⅳ 桑之山橋 笹間川 7.5 0.5未満 0.5未満 1.0 9.8 

川根地区では、上記のほか野守の池の水質調査も継続的に実施しています。 

 

※1 BODの環境基準達成状況は、75％値により評価します。75％値とは、年間ｎ個の調査データを小さいものから順

に並べたとき、0.75×ｎ番目の数値のため、市の年４回測定結果の小さいものから３番目の数値が75％となります。 

※2 ⑯、⑰の２か所については、年１回の調査のため調査時の測定値となります。 
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※図中の①・Ａ・Ⅰ等は前ページ各表と符合しています。また、類型指定され基準値を持つ河川については、達成してい

るものに○を、達成しなかったものには×を表記しております。（ ）内は類型です。 

 

 

⑤ 0.5 未満（B）○ 

Ｃ 0.5 未満（A）○ 
⑭ 0.6 

③ 2.2 

④ 1.0 

⑧ 0.5 未満 

⑮  0.5 未満 

⑦ 0.5 未満（B）○

⑬ 1.3（C）○ 

⑫ 1.6 

令和３年度河川水質（BOD(mg/ℓ)75％値）調査結果 

⑥0.5 未満（B）○ 

② 2.5（A）× 

Ａ 0.7 

Ｅ 0.7 

Ｂ 0.7 

⑨ 0.5 未満 

Ⅱ 0.5 未満 

Ⅰ 0.5 未満（AA）○ 

Ⅲ 0.5 未満 

Ⅳ 0.5 未満 

① 0.5 未満（AA）○ 

⑩ 0.5 未満 

⑪ 0.5 未満 

⑯ － 

⑰ － 

Ｄ 0.6（A）○ 
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１-３ 市内の止水環境の水質 

 池や沼のような止水環境では河川と異なり水の入れ替わりが遅いため、一般的に水質汚濁により弱いと

されています。島田市には基準値が定められた止水環境はありませんが、市内の代表的な止水環境である

野守の池の水質調査を年４回行っています。止水環境や海域では、ＢＯＤの代わりにＣＯＤ（化学的酸素

要求量）という指標を用います。ＢＯＤもＣＯＤも水中に含まれる有機物の量をあらわすものですが、Ｂ

ＯＤが好気性微生物を用いて分解された有機物を見るのに対して、ＣＯＤは酸化剤を用います。これは、

止水環境では好気性微生物や酸素含有量が河川に比べて少ないことが前提となるからです。 

 

野守の池の水質調査結果（令和３年度年平均値）ＣODは75％値も掲載 

測定地点 深さ 
pH ＣOD(mg/ℓ) ＣOD(mg/ℓ)75％値 SS(mg/ℓ) DO(mg/ℓ) 

R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 

湖心表層 ０ｍ 8.0 7.4 8.0 6.3 5.6 6.5 6.1 6.0 5.3 7.8 6.0 8.0 11.0 9.6 10.6 

湖心中層 ２ｍ 7.8 7.3 7.7 6.4 6.0 6.0 6.5 7.0 5.3 9.5 8.0 7.8 10.6 9.6 9.9 

湖心低層 ４ｍ 7.2 7.4 7.2 5.9 5.9 5.9 6.0 6.8 5.3 9.5 9.0 8.8 8.0 9.4 8.5 

 

 １-４ 水利用 

 本市の生活用水（上水道、簡易水道）は、表流水、地下水、大井川広域水道企業団（水源は表流水）及

び大井上水道企業団（水源は地下水）からの受水を水源としています。 

 令和３年３月31日現在の給水人口は94,791人で、普及率（給水人口／給水区域内人口）は97％です。

過去３年間の上水道・簡易水道を合わせた年間配水量及び１日１人あたり配水量は、下表のとおりとなっ

ています。 

 

年間配水量及び1日１人あたり配水量 

年  度 年間配水量（ｍ3） 
1日１人あたり 

配水量（L） 

令和元年度 14,241,693 409.2 

令和２年度 14,593,344 421.8 

令和３年度 11,992,299 423.0 

            （資料：島田市水道課・大井上水道企業団） 

１-５ 下水道 

 本市の公共下水道は昭和61年に計画され、全体計画は1,087haとなっています。平成７年４月１日に

供用が開始され、過去３年間の整備状況は下表のとおりとなっています。 

 

公共下水道の状況 

年  度 処理区域面積（ha） 
処理区域内人口(人)

（A) 

水洗化人口(人) 

(B) 

水洗化率（％）

(B)/(A) 

処理汚水量（年間）

（㎥） 

有収汚水量（年間）

（㎥） 

令和元年度 228.7 11,500 9,005 78.3 1,100,671 1,086,199 

令和２年度 232.2 11,541 9,060 78.5 1,097,199 1,104,855 

令和３年度 232.6 11,511 9,152 79.5 1,101,069 1,081,423 

             （資料：島田市下水道課） 
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１-６ 水質汚濁防止のための方策 

 市内を流れる中小河川は、工場・事業所からの排水や生活排水など、人為的な影響を強く受けています。

市では県と連携し、水質汚濁防止法の規制の対象となっている工場・事業所を中心に立入調査を行うなど、

排水浄化の徹底に努めています。 

 生活排水については、単独処理浄化槽＊から合併処理浄化槽＊への切り替えを推進するとともに、洗剤の

適正使用や、使用済みの天ぷら油を排水口に流さないといった行動に取り組み、生活雑排水による水質汚

濁を減らすよう、家庭内での浄化対策に積極的に取り組む必要があります。 

 

浄化槽の普及状況                                   （単位:人） 

年  度 コミュニティプラント 合併処理浄化槽 単独処理浄化槽 

令和元年度 1,495 53,904 26,775 

令和２年度 1,453 54,563 25,773 

令和３年度 1,428 54,559 25,472 

※ 浄化槽業者からの取扱い世帯数を基に、世帯平均人口により算出（資料：島田市下水道課） 

 

 

  

 昭和40年代、工場の煙突から排出される汚染物質が全国的に問題となりました。四日市ぜんそく（三重

県）や光化学スモッグ（東京都）など、工場からのばい煙＊に起因する硫黄酸化物＊や窒素酸化物＊によっ

て引き起こされる公害が各地で発生し、これに対処するため大気汚染防止法が制定されました。これによ

り大気汚染防止対策が本格的に始まりました。 

 本市でも、ばい煙を発生させる工場が多数あり、目に見える被害は起こっていなかったものの、周辺の

市町に比べて大気環境の悪化が見られたため、同法に基づき公害防止対策が講じられることとなりました。

対策の実施による大気環境の状況を監視するため、静岡県や各工場の協力を得て常時監視を続けています。 

工場・事業所による法の遵守の徹底に加え、環境保全協定＊の締結により大気環境の一層の改善に努めてい

ます。 

 

2-１ 大気環境監視体制について 

本市では、昭和40年6月のクラフトパルプ工場の降下芒硝＊の調査をはじめとして、大気汚染監視体制

が整備され、現在、島田地区においては、３か所（島田市役所、初倉小学校、六合小学校）で二酸化硫黄＊

と風向風速の常時測定を行っており、島田市役所では、それに加え二酸化窒素＊、非メタン炭化水素＊、浮

遊粒子状物質＊、光化学オキシダント＊の測定を行っています。また、金谷地区においては、3か所（夢づ

くり会館、中町共同店舗、クリーンセンター）で硫黄酸化物＊の測定を年４回、金谷南支所ほか５か所で二

酸化窒素の測定を年４回実施し、川根地区2か所で二酸化窒素の測定を年４回実施しています。なお、降

下芒硝については、近年その影響がほとんど見受けられなくなったため、平成15年度以降測定は行ってい

ません。 

 

2-2 二酸化硫黄＊ 

二酸化硫黄は、ばい煙＊に含まれる物質で、せき、ぜん息など呼吸器系疾患を引き起こすなど、人体に影

響を及ぼす物質です。市内３か所で測定を実施しています。近年は市役所で増加の傾向が見られましたが、

再び減少しています。なお、環境基準は３か所とも達成しています。 

 

２ 大気 
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2-３ 硫黄酸化物＊ 

 硫黄酸化物も、二酸化硫黄と同様ばい煙＊に含まれていて、呼吸器疾患を引き起こす物質の１つです。年

度によって多少の変動はありますが、測定結果からみると近年は横ばいとなっています。 

             

 

 

2-４ 二酸化窒素＊ 

二酸化窒素は、燃料などの燃焼に伴い発生した一酸化窒素が大気中に放出された後に酸化された物質で

す。工場のばい煙＊や自動車の排ガス中にも含まれ、急性のぜん息性症状を起こすことがあります。また、

強い太陽光線のもとで炭化水素＊などと反応し、光化学オキシダント＊発生の主要原因となっています。近

年は、0.010～0.020ppm程度で推移し、環境基準を達成しています。 

二酸化硫黄（年平均値）の推移  

【環境基準】 

日平均値の 2％除外値が 

0.04ppm 以下であること 

昭和 48年 5月 8日環境庁

告示第 25 号（昭和 48 年 5

月 16 日） 

金谷地区の硫黄酸化物（年平均値）の推移 

【評価法】 

0.5～1.0 未満 軽微な汚染 

1.0～2.0 未満 中程度の汚染 

2.0～3.0 未満 やや高度な汚染 

3.0～4.0 未満 高度な汚染 

4.0～5.0 未満 非常に高度な汚染 
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2-5 非メタン炭化水素＊ 

非メタン炭化水素は、メタン以外の水素・炭素化合物気体の総称で、主としてガソリン、塗料の溶剤等

が気化したもので、工場や事業場、自動車などから発生します。二酸化窒素とともに光化学オキシダント＊

発生の主要原因物質といわれています。近年は減少傾向で、年平均値は指針値未満となっています。 

 

 

島田地区の二酸化窒素（年平均値）の推移 

※ ppmＣとは、炭化水素濃度をメタンに換算し

たものです。炭化水素系の濃度を表示する

単位に使用されています。 

【環境基準】 

日平均の 98%値が 0.04～0.06 

ppm までのゾーン内あるいは 

それ以下であること 

昭和48年5月8日環境庁告示

第 25 号（昭和 53 年 7 月 11

日） 

【指針値】 

午前６時から午前９時までの３時間平均値

が0.20ppmCから0.31ppmCの範囲にあること

（光化学オキシダントの環境基準値から対

応する非メタン炭化水素の濃度を換算した

もの） 

昭和51年７月30日中央公害審議会大気環境

部局非炭化水素に係る環境基準専門委員会 

非メタン炭化水素（年平均値）の推移 

金谷・川根地区の二酸化窒素（年平均値）の推移 ※R2 市役所は機器不調のため欠測 



  
- 18 -

2-6 浮遊粒子状物質（SPM）＊ 

浮遊粒子状物質は、大気中に存在する粒子状物質のうち、粒径10μm以下のもののことです。工場等の

事業活動や自動車の走行に伴い燃料を燃焼する過程で発生するほか、黄砂や風による巻き上げ等の自然現

象によるものもあります。近年は減少傾向で推移し、環境基準を達成しています。 

 

 

2-7 微小粒子状物質（PM2.5）＊ 

 粒径が2.5μm以下のものをPM2.5と呼び、平成25年１月に中国大陸の大気汚染の影響により西日本で

一時的に濃度が上昇したことから、新たな大気汚染問題として注目されるようになりました。髪の毛（約

70μm）やスギの花粉（約30μm）、黄砂（約4～7μm）と比べ粒子の大きさが非常に小さいため、肺

の奥深くまで入りやすく、喘息や気管支炎などの呼吸器系や循環器系疾患への影響が心配されています。 

 静岡県は、県及び政令指定都市が設置する大気環境測定局において常時監視を行なっており、一定の基

準を超えた場合、県内全域を対象に注意喚起情報を発表します。注意喚起情報が発表された場合は、不要

不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ控えるとともに、特に呼吸器系・循環器系疾患の

ある人や小児、高齢者などはより慎重に行動することが望まれます。 

 これまで取り組んできた大気汚染防止法に基づく工場・事業場等のばい煙発生施設の規制や自動車排出

ガス規制などにより、SPMとPM2.5の年間の平均的な濃度は減少傾向にあります。 

 

   令和３年度微小粒子状物質（ＰＭ2.5）の測定結果  

測定局 

有効測

定日数 
年平均値 

日 平 均 値 の

98％値 

日平均値が 

35μg/ m3を越えた日数と割合 
環境基準 

日 μg/ m3 μg/ m3 日 ％ 

○ 
島田市役所 356 7.0 16.8 0 0 

浮遊粒子状物質（年平均値）の推移 

【環境基準】 

１時間の１日平均値が 0.10mg/m3

以下であり、かつ、1 時間値が

0.20mg/m3以下であること 

昭和 48 年 5 月 8 日環境庁告示第

25 号 
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2-8 光化学オキシダント＊ 

光化学オキシダントは光化学スモッグとも呼ばれ、窒素酸化物＊や炭化水素＊が太陽からの強い紫外線に

より光化学反応を起こし、二次的に生成されるオゾンなどの酸化性の強い物質の総称です。目やのどに刺

激を与え、頭痛、はきけ、呼吸異常などの症状が起こることが知られています。季節による変動が激しい

うえ、人間に与える影響が大きく、気温が上がり太陽からの紫外線が強くなる５月から９月までを、特に

「光化学オキシダント監視強化期間」と位置付けています。 

 

(1)対策の概要 

大気中の光化学オキシダント濃度は、県内各地の測定局で常時監視され、発令基準に定められた濃度以

上の値を示した場合、地区別に「光化学オキシダント注意報」等が発令されます。その場合、該当地区（島

田市は志太・川根地区に該当）の市町は、関係機関と協力して注意報等の発令を市民に周知し、自主的に

協力を表明している工場は、前もって定めた計画書に従って使用燃料を削減し、ばい煙＊の排出を抑制する 

こととなっています。本市内では、新東海製紙㈱島田工場が協力工場となっています。 

光化学オキシダント注意報等発令基準 

 

 

 

 

 

(2)光化学オキシダント注意報等発令時の注意点 

光化学オキシダント注意報等が発令された場合、光化学オキシダントによる被害の防止を図るため、次

の各項目を守るよう呼びかけることにしています。光化学オキシダントによる健康被害は、高齢者や児童

など抵抗力の弱い者に見られることが多いため、周囲の人の様子に気を配る必要があります。 

・ 外出は控え、発令時に学校等で児童が屋外にいる場合、直ちに屋内に避難させる。 

・ のどや目の痛みを感じたときは、うがいや洗顔を行い、それでも状況がよくなる様子が見られない場合は、

速やかに医師の診察を受ける。 

・ 光化学オキシダントの被害であることが明らかな場合、市に被害状況（住所、人数、連絡先等）を報告する。 

発 令 基 準 発  令  条  件 

注 意 報 1時間値の濃度が0.12ppm以上で、かつ大気の汚染状態が継続すると認められるとき 

警  報 1時間値の濃度が0.24ppm以上で、かつ大気の汚染状態が継続すると認められるとき 

重 大 緊 急 警 報 1時間値の濃度が0.40ppm以上で、かつ大気の汚染状態が継続すると認められるとき 

【環境基準】 

1 年平均値（長期基準）が 15μg/m3以下

であり、かつ、1日平均値の 98％値（短

期基準）が 35μg/m3以下であること。 

昭和48年5月8日環境庁告示第25号（平

成 21 年 9 月 9日） 
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(3)光化学オキシダント注意報発令状況及び濃度測定結果 

 令和３年度は、環境基準（１時間値が0.06ppm以下）の達成はできなかったものの、光化学オキシ

ダント注意報等発令基準よりも低く、志太・川根地区（焼津市、藤枝市、島田市、川根本町）では光化学

オキシダント注意報等は１度も発令されませんでした。 

 なお、全国の測定局の環境基準達成率は、近年最も高い平成23年度でも0.5％であり、全国的にも環境

基準の達成は難しい状況です。 

 

島田市測定局（市役所）の光化学オキシダント濃度（昼間）測定結果 

年度 
0.06ppmを 

超えた時間数 

0.06ppmを 

超えた日数 

時間最高値 

（ppm） 

年平均値 

（ppm） 

環境基準 

達成状況 

R1 58 21 0.085 0.024 否 

R2 6 3 0.073 0.023 否 

R３ 101 26 0.094 0.028 否 

 

 

 

 
島田市測定局 光化学オキシダント濃度の状況 

【環境基準】 

1時間値が0.06ppm以

下であること 

昭和 48 年 5 月 8 日環境

庁告示第 25 号 

島田市測定局 光化学オキシダント濃度（年平均値）の推移 
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大気環境測定地点 

クリーンセンター 

中町共同店舗 

夢づくり会館 

金谷庁舎 

宮崎町交差点 

国道 473 号 

旧道（南町） 

【測定項目】                          

   二酸化硫黄・二酸化窒素・ 

     浮遊粉じん・光化学オキシ  

     ダント・非メタン炭化水素・ 

風向風速・酸性雨  

二酸化硫黄・風向風速  

硫黄酸化物 

二酸化窒素 

島田市役所 

初倉小学校 

六合小学校 

国道１号（菊川） 

川根支所 

金谷緑地 

国道 473 号 

（大和田） 

島田金谷ＩＣ 
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2-9 有害大気汚染物質 

 静岡県では、有害大気汚染物質の汚染の実態を把握するため、県内複数箇所でこれらの環境モニタリン

グを行っており、島田市役所においても計21物質について実施しています。令和２年度の測定結果は下表

のとおりで、環境基準が設定されている４物質（平成9年2月4日環境省告示第4号（平成13年4月20日環境省告示第30号））

についてはすべて環境基準を下回り、全国平均と比較しても多くの物質がその値を下回っています。 

 

有害大気汚染物質環境モニタリング結果（令和３年度） 

（単位：μｇ/m3（金属類は単位：ng/m3）） 

物  質  名 島田市 
環境基準 

環境指針 

参考資料(前年度数値) 

島田市 全国平均値※ （最小値～最大値） 

ベンゼン 0.59 3 0.57 0.79 (0.24～3.0) 

トリクロロエチレン 0.088 130 0.053 1.3 (0.0028～100) 

テトラクロロエチレン 0.038 200 0.030 0.086 (0.048～1.5) 

ジクロロメタン 0.82 150 0.73 1.3 (0.26～39) 

アクリロニトリル 0.029 2 0.021 0.050 (0.0028～0.98) 

塩化ビニルモノマー 0.0048 10 0.010 0.035 (0.0025～1.5) 

クロロホルム 0.13 18 0.14 0.27 (0.011～1.3) 

1,2-ジクロロエタン 0.11 1.6 0.12 0.16 (0.036～0.95) 

1,3-ブタジエン 0.029 2.5 0.035 0.074 (0.0026～1.0) 

トルエン 2.2 - 1.9 5.8 (0.15～280) 

塩化メチル 1.2 94 1.2 1.4 (0.077～3.6) 

アセトアルデヒド 1.7 120 2.1 2.0 (0.57～16) 

クロム及びその化合物 0.95 - 0.86 3.9 (0.077～45) 

酸化エチレン 0.054 - 0.079 0.053 (0.013～0.63) 

ベリリウム及びその化合物 0.0039 - 0.0051 0.018 (0.0016～0.071) 

ベンゾ〔e〕ピレン 0.051 - 0.079 0.16 (0.0085～3.0) 

ホルムアルデヒド 1.8 - 2.6 2.4 (0.43～11) 

金
属
類 

水銀及びその化合物 1.4 40 1.6 1.7 (0.70～8.3) 

ニッケル化合物 0.63 25 0.64 2.5 (0.011～23) 

ヒ素及びその化合物 0.3 6 0.19 1.5 (0.081～20) 

マンガン及びその化合物 3.1 140 3.6 20 (0.81～250) 

※参考資料：環境省ホームページ「令和２年度大気汚染状況について（有害大気汚染物質モニタリング調査結果報告）

http://www.env.go.jp/air/osen/monitoring/mon_r02/index.html
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2-10 酸性雨 

 雨は、汚染物質が含まれていない場合でも大気中の二酸化炭素が溶け込んでいるため、pH5.6程度の弱

酸性を示します。酸性雨とはpH5.6以下の雨のことを指します。大気中に排出された硫黄酸化物＊、窒素

酸化物＊などの一次汚染物質が、硫酸イオンや硝酸イオンなどに変換され、これが雨水のpH低下に大きく

関与していると考えられます。酸性雨による被害は雨の降り始めや霧雨時に現れやすく、目への刺激や皮

膚の痛み等がある場合があります。 

 昭和48～49年に県内で酸性雨の影響と思われる被害が発生して以来、毎年６月から９月までを監視期

間と定め、市役所屋上で観測を続けていますが、本市では、現在まで酸性雨によるものと断定できる被害

は発生していません。 

 

過去３年間の雨水pH測定結果（参考値） 

年度 月 

島田市 

（市役所屋上） 

測定値 中央値 

R1 

６ 4.0 ～ 5.5 4.9 

７ 4.1 ～ 5.8 5.0 

８ 3.7 ～ 5.5 5.0 

９ 4.5 ～ 5.7 4.9 

R2 

６ 4.0 ～ 6.3 5.0 

７ 4.1 ～ 6.5 4.7 

８ 4.1 ～ 5.6 4.5 

９ 4.8 ～ 6.0 5.3 

R3 

６ 4.6 ～ 6.8 5.5 

７ 4.6 ～ 5.3 4.9 

８ 5.0 ～ 6.0 5.8 

９ 4.4 ～ 6.5 5.0 

※ 未検定の測定機材を使用しているため参考値となる。 

※ 降り始めの雨を測定するため、全体の雨と比較すると酸性に傾きやすい傾向がある。 

 

 

2-11 大気汚染防止に係る届出状況 

 ばい煙＊、粉じん等の発生によって大気汚染に大きな影響を与えるおそれがある施設を有する事業場等は、

大気汚染防止法、静岡県生活環境の保全等に関する条例によって、その施設について届出と管理が義務付

けられています。 

 特に、粉じんの中でもアスベスト（石綿）＊を含むものは「特定粉じん」と呼ばれ、他の粉じん（一般粉

じん）とは区別されています。アスベストが発生する施設を設置・使用するときには、「特定粉じん発生施

設」に係る届出が必要となります。また、建築物の類型や規模によらず特定建築材料が使用されている建

築物を解体し、改造し、または補修する作業は、すべて「特定粉じん排出等作業実施届出書」を提出しな

ければなりません。なお、特定粉じん排出等作業実施届出書の提出受付窓口は、各市町の環境保全担当課

となります。本市における、令和３年度の特定粉じん排出等作業実施届出書の件数は７件でした。 
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 ダイオキシン類は、ごみの焼却や化学物質の合成過程などで生成される化学物質であり、自然分解され

にくく、大気環境・水環境・土壌環境などに蓄積していくことと、人の体内に多量に蓄積した場合、甲状

腺機能の低下などその毒性が問題となっています。特に、脂肪に蓄積されやすく、人の場合は体内から分

解、排出されて半減するまでに７年程度かかると言われています。 

 

 

３-１ 発生源対策 

 ダイオキシン類は通常、主に塩化物を含む物質を低温度で燃焼した場合に発生しやすいため、燃焼管理

のできない一般家庭や事業所等の焼却炉は、ダイオキシン類を大量に発生させるおそれがあります。その

ため、ダイオキシン類対策特別措置法や廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、焼却炉の規模を定めて、

ダイオキシン類を発生しやすい焼却炉を廃止させたり、十分な機能をもつ焼却炉でも届出によって管理を

徹底させたりするようにしています。 

 

  

３-2 環境中の濃度 

 ダイオキシン類は、大気中や河川、地下水、土壌中などに入り込み蓄積されていきます。そのため、県

や市によって大気以外の環境中に含まれるダイオキシン類の調査が行われています。本市では、地下水に

含まれるダイオキシン類の調査は毎年市が、土壌に含まれるダイオキシン類の調査は県が実施しています。 

調査結果は、いずれも環境基準値以下となっています。 

 

地下水中のダイオキシン類濃度調査結果                        （単位：pg-TEQ/ℓ） 

調査 

年度 
調査地点 

調査 

結果 

令和２年度全国 

調査の結果範囲 
環境基準 

H18 島田第一中学校 0.033 

0.0087～1.7 

 

 
資料：「令和２年（2020

年）度ダイオキシン類に

係る環境調査結果」（環

境省 令和３年度） 

1以下 
平成11年12月27日環境庁

告示第68号（平成21年3月

31日環境省告示第11号） 

H19 金谷小学校 0.021 

H20 
北中学校 0.033 

向島町（旧東海パルプ㈱） 0.016 

H21 島田商業高校 0.023 

H22 島田工業高校 0.019 

H23 島田第四小学校 0.024 

H24 島田第三小学校 0.024 

H25 六合小学校 0.024 

H26 金谷小学校 0.024 

H27 初倉中学校 0.021 

H28 島田第一中学校 0.020 

H29 北中学校 0.024 

H30 島田商業高校 0.028 

R1 島田工業高校 0.021 

R2 第三小学校 0.022 

R3 六合小学校 0.027 

 

 

３ ダイオキシン類＊ 
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土壌中のダイオキシン類濃度調査結果                             （単位：pg-TEQ/ｇ） 

調査 

年度 
調査地点 

調査 

結果 

令和２年度全国 

調査の結果範囲 
環境基準 

H14 
第三小学校 0.69 

0～960 

 

 
資料：「令和２年（2020

年）度ダイオキシン類に

係る環境調査結果」（環

境省 令和２年度） 

1,000以下 
平成11年12月27日環境庁告示

第68号（平成21年3月31日環境

省告示第11号） 

旧金谷中学校グランド 0.12 

H15 第一小学校 0.12 

H16 神座小学校 0.15 

H18 金谷小学校 0.065 

H19 五和小学校 0.14 

H20 川根中学校 0.42 

H21 湯日小学校 0.57 

H22 相賀小学校 0.81 

H23 伊太小学校 0.15 

H26 大津小学校 0.020 

H30 初倉中学校 0.26 

 

 

３-３ ダイオキシン類発生防止に係る届出状況 

 ダイオキシン類を発生させるおそれがある施設を有する事業場等は、ダイオキシン類対策特別措置法に

より、施設の設置についての届出と、年１回以上の測定結果報告が義務付けられています。 

本市において届出のある事業所数は下表のとおりです。 

 

ダイオキシン類特定施設設置届出状況（令和４年３月末現在） 

特定施設の種類 届出事業所数 

大気 廃棄物焼却炉 9 

水質 廃棄物焼却炉の排ガス処理施設 1 
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 日常発生する音の中で「好ましくない音」「ない方がよい音」を総称して騒音といいます。また、発生源

からの衝撃が空気を伝播するものを騒音と呼ぶのに対し、地盤を伝播するものを振動と呼びます。 

 大気や水質などの汚染と異なり、騒音・振動・悪臭の各公害は感覚公害と呼ばれ、実際の被害が目に見

えにくく、また被害者である受け手それぞれで感じ方も異なります。 

 騒音・振動レベルの基準はデシベル(dB)＊を単位としており、実際の音や揺れと騒音・振動レベルとの

関係は、下表のとおりです。 

騒音・振動レベルと実際の音や揺れとの関係 

レベル 騒   音 振   動 

120dB 飛行機やエンジンの近く - 

110dB 自動車の警笛（距離2ｍ） 
震度階級における激震。家屋倒壊が30％以上

に及び、山崩れ、地割れ、断層などを生じる。 

100dB 電車が通るときのガード下 
震度階級における強震・烈震に相当。歩行が

困難で、軟弱な地盤は割れたり崩れたりする。 

90dB 
カラオケ（営業所内） 

騒々しい工場の中 

中震に相当し、電柱・立木などが揺れるのが

わかる。 

80dB 地下鉄・バスの車内 人体に有意な生理的影響が生じ始める。 

70dB 
電話のベル（距離１ｍ） 

騒々しい事務所の中 
工場の職員に異常が生じ始める境界 

60dB 
静かな乗用車 

普通の会話（距離１ｍ） 
浅い眠りの場合、目がさめる。 

50dB 静かな事務所、図書館 人体が振動を感じ始める。 

40dB 静かな公園 常時微動 

30dB 静かな住宅地の夜 スタジオ 通常、異常はみられない。 

20dB 
木の葉の触れ合う音、ささやき声 

置時計の秒針の音（前方１ｍ） 
通常、異常はみられない。 

 

基準以下の音や揺れであっても、その音質や発生源者との人間関係などから敏感になる人もいます。そ

のため、例えば音楽は聴いている人にとっては好ましい音であっても、聴きたくない人にとっては騒音と

なる場合があります。 

騒音公害には次のような種類があります。第１は自動車等の交通によって発生する交通騒音、第2は航

空機の飛行等によって発生する航空機騒音、第３は工場等の操業によって発生する工場騒音、第４は建設

工事などで発生する建設騒音、そして最後に、市民が日常の生活を営む中で発生してしまう生活騒音です。

振動公害については発生源が騒音と同じである場合が多いものの、問題となるほどの高レベルの振動はま

れです。 

 

４-１ 騒音・振動の評価 

 騒音は、音による空気の振動レベルの大きさを測ることで評価します。振動は、地盤から伝播する振動

レベルの大きさです。騒音の評価には等価騒音レベル(Leq)＊が用いられます。航空機騒音については、Ｌ

den（時間帯補正等価騒音レベル）＊という単位が使用されています。本市における騒音・振動の基準は、

騒音の種類により2７、2８ページの表のとおりとなっています。これらの基準は、「都市計画法」に基づ

４ 騒音と振動 
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く都市計画において指定された地域により決定されています。 

交通騒音・生活騒音の環境基準 平成10年9月30日環境庁告示第64号（平成17年5月26日環境省告示第45号）（単位：dB） 

 （交通騒音）昼間：午前６時～午後10時まで 夜間：午後10時～翌日午前６時まで 

 

航空機騒音の環境基準 昭和48年12月27日環境庁告示第154号（平成12年12月14日環境庁告示第78号） 

地域の類型 Ⅰ Ⅱ 

該当地域 

初倉地区全域及び金谷地区の一部のうち、 

第1種低層住居専用地域 

第2種低層住居専用地域 

第1種中高層住居専用地域 

第2種中高層住居専用地域 

初倉地区全域及び金谷地区の一部のうち、 

左記以外の地域（工業専用地域、飛行場内及び空港敷

地内を除く） 

基準値 Lden 57dB以下 Lden 62dB以下 

 

交通振動の基準限度表  平成9年3月28日静岡県告示第344号9（平成30年3月30日静岡県告示第213号） （単位：dB） 

 （交通振動）昼間：午前８時～午後８時まで 夜間：午後８時～翌日午前８時まで 

 

地域の類型 A B C 

都市計画において指定され

た地域 

第1種低層住居専用地域 

第2種低層住居専用地域 

第1種中高層住居専用地域 

第2種中高層住居専用地域 

第1種住居地域 

第2種住居地域 

準住居地域 

用途地域の定めのない都市計画区

域内（初倉地区の一部を除く） 

都市計画区域外の地域 

（川根地区の一部） 

近隣商業地域 

商業地域 

準工業地域 

工業地域 

工業専用地域 

用途地域の定めのない都市計画区

域内（初倉地区の一部） 

時間区分 昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 

交
通
騒
音 

高速道路・一般国道・県道・市道

（4車線以上の区間に限る） 
70 65 70 65 70 65 

2車線以上の車線を有する道路 60 55 65 60 65 60 

1車線の車線を有する道路 55 45 55 45 65 60 

生活騒音（道路に面しない地域） 55 45 55 45 60 50 

区域区分 第1種区域の1 第1種区域の2 第2種区域の1 第2種区域の2 

都 市 計 画 に お

いて指定された

地域 

第1種低層住居専用地域 

第2種低層住居専用地域 

第1種中高層住居専用地域 

第2種中高層住居専用地域 

第1種住居地域 

第2種住居地域 

準住居地域 

用途地域の定めのない都市計

画区域内（初倉地区の一部を

除く） 

都市計画区域外の地域 

（川根地区の一部） 

近隣商業地域 

商業地域 

準工業地域 

工業地域（金谷地区の一

部） 

用途地域の定めのない都市計

画区域内（初倉地区の一部） 

工業地域（金谷地区の一

部を除く） 

工業専用地域 

交通振動 

昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 

65 60 65 60 70 65 70 65 
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工場騒音・工場振動の基準 平成9年3月28日静岡県告示第344号5（平成23年4月1日静岡県告示第359号） 

平成9年3月28日静岡県告示第344号8（平成23年4月1日静岡県告示第361号）  （単位：dB） 

（騒音）朝：午前６時～午前８時まで 昼：午前８時～午後６時まで 夕：午後６時～午後10時まで               
    夜：午後10時～翌日午前６時まで 
 ※騒音において、第１種区域と第３種区域又は第2種区域と第４種区域がその境界線が接している場合における当該

第３種区域及び第４種区域の当該境界線から30ｍの区域内における規制基準は、上記の値から５dBを減じた値
が基準値となる。 

（振動）昼間：午前８時～午後８時まで 夜間：午後８時～翌日午前８時まで 
※騒音及び振動において、学校、保育所、病院、図書館、特養老人ホームの敷地の周囲およそ50ｍ以内の場合、上

記の値からそれぞれ５dBを減じた値が基準値となる。 
 

特定建設作業＊によって生じる騒音及び振動の基準 平成9年3月28日静岡県告示第344号6（平成23年4月1日静岡県告示第360号） 

平成9年3月28日静岡県告示第344号9（平成13年3月23日静岡県告示第362号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １号区域・・・特定工場等の規制基準の第１種区域、第2種区域及び第３種区域並びに第４種区域のうち、学校、病院
等の施設の周囲おおむね80ｍ以内の区域 

 ２号区域・・・第４種区域のうち、１号区域以外の区域 

 ※災害等により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合などは除く。 

 

４-2 交通騒音・交通振動 

 交通騒音・交通振動は、自動車が通行・アイドリングをする際のエンジン音、タイヤの摩擦音、クラク

ション音、通行に伴う揺れなど、交通に係る全ての騒音及び振動のことです。また、大型車の過剰な通行

や、地盤が弱いなどの理由から陥没する場合もあります。 

ただし、選挙活動や自動車による商業宣伝などは交通騒音には含まれません。 

区
域 

騒音 第1種区域 第2種区域 第3種区域 第4種区域 

振動 第1種区域の1 第1種区域の2 第2種区域の1 第2種区域の2 

都市計画にお

いて指定され

た地域 

第1種低層住居専用地域 

第2種低層住居専用地域 

第1種中高層住居専用地域

（金谷地区） 

第2種中高層住居専用地域

（金谷地区） 

第1種中高層住居専用地域

（金谷地区を除く） 

第2種中高層住居専用地域

（金谷地区を除く） 

第1種住居地域 

第2種住居地域 

準住居地域 

用途地域の定めのない都市計画

区域内（初倉地区の一部を除く） 

都市計画区域外の地域 

（川根地区の一部） 

近隣商業地域 

商業地域 

準工業地域 

工業地域（金谷地区の一部） 

用途地域の定めのない都市計画

区域内（初倉地区の一部） 

工業地域（金谷地区の一部

を除く） 

工業専用地域 

工場騒音 
朝 昼 夕 夜 朝 昼 夕 夜 朝 昼 夕 夜 朝 昼 夕 夜 

45 50 45 40 50 55 50 45 60 65 60 55 65 70 65 60 

工場振動 
昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 

60 55 65 55 70 60 70 65 

基  準  値 

（敷地境界線における基準） 

1号区域 
騒音：85dB  振動：75dB 

2号区域 

作 業 時 間 ※ 
1号区域 午後７時から翌日の午前７時までは禁止 

2号区域 午後10時から翌日の午前６時までは禁止 

１日の作業時間 ※ 
1号区域 10時間を超えないこと 

2号区域 14時間を超えないこと 

作 業 期 間 ※ 
1号区域 

連続６日を超えないこと 
2号区域 

日曜日その他の休日※ 
1号区域 

禁   止 
2号区域 
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【自動車騒音調査について】 

市内主要道において年１回、市独自で調査を行っています。 

令和３年度の騒音調査結果では、昼夜を含め全ての箇所で環境基準＊を達成しています。 

 

令和３年度の交通騒音結果 

※ 昼間：午前６時～午後10時まで 夜間：午後10時～翌日６時まで 

※ 騒音測定値は等価騒音レベル（Leq） 

 

各測点における過去５年間の調査データとの比較 

 

 

 

測点 

番号 

調査道路 

測定場所 
測定日 区分 

騒音（dB） 

測定値 
前年度 

比較 

環境 

基準 
適否 

Ａ 
県道伊久美元島田線 

野田1200-5   
R３.12.1～２ 

昼間 67.9 0.4 70 適 

夜間 61.9 0.7 65 適 

Ｂ 
市道岸元島田線 

御仮屋町9573-9 
R4.2.9～10 

昼間 62.9 1.8 70 適 

夜間 53.9 1.4 65 適 

Ｃ 
国道473号 

金谷宮崎町376-5 
R４.2.9～10 

昼間 68.6 1.6 70 適 

夜間 63.5 4.0 65 適 

Ｄ 
国道１号 

野田192地先 
R3.11.1～2 

昼間 59.0 -0.1 70 適 

夜間 58.0 -0.4 65 適 

Ｅ 
県道島田吉田線バイパス 

阪本3528 
R3.11.4～5 

昼間 68.0 0.1 70 適 

夜間 60.0 -0.6 65 適 

Ｆ 
県道島田岡部線 

中溝町1726-4 
R3.11.11～12 

昼間 68.1 0.4 70 適 

夜間 61.9 -0.6 65 適 

測点 

番号 
時間 

騒音レベル（dB） 

H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 

Ａ 
昼 63.8 66.9 67.7 67.5 67.9 

夜 58.2 61.6 62.5 61.2 61.9 

Ｂ 
昼 61.2 60.9 61.6 61.1 62.9 

夜 52.7 52.7 52.7 52.5 53.9 

Ｃ 
昼 66.6 66.4 67.6 67.0 68.6 

夜 59.7 59.4 60.9 59.5 63.5 

Ｄ 
昼 61.2 60.5 60.6 59.1 59.0 

夜 60.6 60.1 58.5 58.4 58.0 

Ｅ 
昼 67.5 67.9 67.7 67.9 68.0 

夜 59.9 61.5 60.2 60.6 60.0 

F 
昼 69.2 68.2 69.5 67.7 68.1 

夜 63.9 62.3 63.1 62.5 61.9 
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交通騒音調査及び航空機騒音調査地点 

 

【自動車騒音常時監視結果について】 

 騒音規制法に基づき、平成24年度から市が実施することとなった調査で、市内主要道路の道路端から

50ｍ以内に位置する建物への騒音レベルを評価し（面的評価）、環境基準の達成状況を環境省に報告して

います。 

令和３年度は市内４路線４評価区間で調査を行い、いずれの評価区間でも環境基準達成率が90%を超え

ており、概ね良好な状況を示しました。 

 

自動車騒音の常時監視に係る面的評価結果 

評価区 

間番号 
道 路 名 

環境基準達成

率（%） 
達成戸数（戸） 

評価 

対象 

全戸数

（戸） 
昼間 夜間 昼間 夜間 

440-1 東名高速道路 100 100 38 38 38 

10150-1～3 一般国道１号(藤枝バイパス） 100 100 32 32 32 

10151-1～5 一般国道１号（島田金谷バイパス） 99.7 99.0 287 285 288 

40690-1～3 島田吉田線 99.2 100 127 128 128 

  合計 484 483 486 
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４-３ 航空機騒音 

 航空機騒音には、航空機の離陸及び着陸に伴って発生する飛行騒音と、飛行場内における航空機の運用

や機体の整備に伴って発生する地上騒音とがあり、騒音レベルが高い上に影響の及ぶ範囲が広いという特

徴があります。平成21年６月に富士山静岡空港が開港したことにより、本市でも新たに生じることとなっ

た騒音です。航空機騒音については環境基本法に基づき、国及び静岡県により、2７ページ中段の表のと

おり環境基準値及び地域類型が定められています。市内の測定点ではいずれも環境基準＊を達成しています。 

 

航空機騒音の調査結果（令和３年度） 

測定

番号 
調査地点 

地域

類型 

環境基準値

(Lden) 

年平均 

(Lden) 

評価 

（年平均） 

① 原の平公民館付近（島田市湯日） 

Ⅱ型 62dB 

38.6㏈ ○ 

② 吹木茶農協緑茶加工工場付近（島田市湯日） 41.6dB ○ 

③ 切山新田集会所付近(島田市切山) 42.5dB ○ 

④ 向山付近（島田市船木） 45.0dB ○ 

※測定期間（夏季：令和３年７月22日～８月４日、冬季：令和３年11月27日～12月10日） 

 

４-４ 工場騒音・振動 

 工場の操業による騒音と振動は、発生源も被害者も移動せず、加害者の特定が比較的容易ですが、加害

者側の事情により改善への取組がなされない場合も多くあります。一定規模以上の設備を備えた工場は騒

音規制法及び振動規制法により規制されますが、中小規模の工場については経済的な問題や立地条件など

が厳しく改善が進んでいません。 

騒音規制法及び振動規制法では、著しい騒音・振動を発生する可能性のある施設を「特定施設」と定め、

騒音については静岡県生活環境の保全等に関する条例によって、クーリングタワー、集じん施設＊、冷凍機

などの施設を上乗せし範囲を広めています。これらの特定施設を有する工場、事業所は市への届出と規制

基準（2８ページ参照）の遵守義務が課せられており、規制基準に適合しないことにより、周囲の環境が

損なわれると市が認める場合は改善勧告などを行うことができます。 

 

４-５ 建設騒音・振動 

土木工事にかかわる騒音・振動においては、工事が終了するまでの一過性のものではありますが、重機や

作業機械を用いた建設作業は周囲の生活環境に与える影響が極めて大きく、また日本では頻繁に土木工事

が行われ、かつ、その期間が長期化しやすく、加えて周辺の住民への説明が不十分な場合もあります。騒

音規制法・振動規制法では、特定の重機や作業機械を用いる建設・解体作業等を市内で行う場合、その作

業を特定建設作業＊（28ページ参照）として、当該工事の概要と使用する重機などを市に届け出ることに

なっています。 

 

４-6  生活騒音・振動 

 生活騒音は、事業者でない市民が日常生活の中で発する音が、他の住民にとって騒音となってしまうも

ので、近所のピアノやステレオの音、住宅密集地でのエアコン室外機の旋風音などがあります。近所同士

の今後の関係などの要素がからみ合うことや、基本的に犯罪性が乏しく当事者以外が被る影響が小さいも

のが多いことから、法律や条例による規制はありません。そのため日頃から隣人間で交流を図り、良好な

近隣関係を築きあげておくことが必要です。 

（資料：静岡県空港管理課） 
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令和３年度騒音に係る特定建設作業の届出状況 

作業の種類 騒音規制法該当区域 
静岡県生活環境の保全等に 

関する条例該当区域 

くい打機等を使用する作業 

（アースオーガー※と併用する作業・圧入式を除く） 
０ ３ 

びょう打ち機を使用する作業 0 0 

さく岩機を使用する作業 

（1日における2地点間の最大距離が50ｍを越えない作業に限る） 
12 ７ 

空気圧縮機を使用する作業 

（さく岩機の動力として使用する場合を除く） 
４ ５ 

コンクリートプラント等を設けて行う作業 

（アスファルトプラントを含む・モルタル製造のための作業を除く） 
0 0 

バックホウを使用する作業 

（定格出力８０kW以上） 
13 12 

トラクターショベルを使用する作業 

（定格出力７０kW以上） 
０ ０ 

ブルドーザーを使用する作業 

（定格出力４０kW以上） 
２ ０ 

延べ作業数合計 31 27 

※建設機械の一つで、掘削ドリルや穴掘り機など。オーガー（auger）とは錐のこと。 

 

令和３年度振動に係る特定建設作業の届出状況 

作業の種類 振動規制法該当区域 
静岡県生活環境の保全等に 

関する条例該当区域 

くい打ち機等を使用する作業 

（油圧式・圧入式を除く） 
0 ３ 

鋼球を使用して破壊する作業 ０ ０ 

舗装版破砕機を使用する作業 ０ ０ 

ブレーカーを使用する作業 

（手持ち式のものを除く） 
14 ６ 

述べ作業数合計 14 ９ 
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 悪臭とは、「人に不快感、嫌悪感を与えるものであって嗅覚に直接訴え、生活環境を損なうおそれのある

臭い」とされ、昭和47年に制定された悪臭防止法によって、被害を防ぐよう取組がされています。悪臭公

害の特徴として、騒音や振動と同じく感覚公害の１つとされていること、悪臭を構成する要素は空気中の

化学物質であり、大別すると単一悪臭物質と複合臭気の２種類があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５-１ 単一悪臭物質 

 主に化学薬品を使用する工場や、し尿処理場などでの過剰な悪臭の発生を抑制するために、悪臭防止法

では22種類の物質を特定悪臭物質に指定し、各地の工場等の立地条件を踏まえながら規制区分を指定して、

その区分に従って敷地境界線上の濃度規制がなされています。 

 また、静岡県生活環境の保全等に関する条例では、特に悪臭を発生するおそれのある10種類の施設につ

いて悪臭に係る特定施設と定め、届出と管理を義務付けています。 

 

 

５-2 複合臭気 

 複合臭気は、その特性上測定が困難であることから研究が遅れ、基礎データの収集や防止対策の方法に

ついて、長い間法的措置がとられませんでしたが、平成８年から、当時の環境庁によって官能試験法（三

点比較式臭袋法）が採用され、人間の嗅覚を用いた分析も行われるようになりました。 

本市では、平成21年度から市全域に臭気指数＊規制を適用し、規制基準は臭気指数15と定められていま

す（平成21年3月17日静岡県告示第231号）。 

なお、旧金谷町では平成13年度から臭気指数制度を適用しており、合併後も金谷地区では平成20年度

まで臭気指数18を規制基準としていました。 

 

 

５ 悪臭 

特徴 

・様々な物質の混合臭 

・人によって臭いの好き嫌いがある 

・機器による分析が困難 

悪臭の種類 

単一悪臭物質 複合臭気 

硫黄酸化物・窒素酸化物・ 

低級脂肪酸・芳香化合物

特徴 

・単一で特徴的な臭い 

・ほとんどの人にとって不快な臭い

となる 

・機器による分析が可能 

コーヒー工場の臭い、焼肉

屋の臭い、ペットの臭い等 
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５-３ 脱臭のための技術 

 悪臭は、空気中に含まれる悪臭物質によるものであり、悪臭物質を空気中から取り除くことで臭いを弱

めることができます。悪臭防止法では、特定施設の管理項目の中に、脱臭装置の設置や防臭剤の散布を義

務付けていますが、特定施設に当たらない小規模の事業所からの悪臭についても、必要に応じて設置する

のが望ましいです。 

 脱臭は、目的の悪臭物質に適した方法を選択したり、組み合わせたりして行います。基本的には、吸着

させる・化学反応させる・燃焼させる・より強い臭いで隠ぺいする、の４つの手法がとられています。 

 

事業場等で使用される主な脱臭法 

脱臭法 原 理 効果のある悪臭物質 

ガス洗浄法 
排ガスを水や薬品に通して悪臭物質を液側に移す方法で最も

一般的な方法 
ほとんどの悪臭物質 

オゾン酸化法 
悪臭物質をオゾンと反応させて無臭化させたり、オゾンの強い

臭いで隠ぺいする方法 
ほとんどの悪臭物質 

直接燃焼法 
悪臭ガスを800℃以上の高温で悪臭物質を完全に燃焼させる方

法 
燃焼能力の高い悪臭物質 

接触酸化法 
触媒を用いて260℃から320℃程度の低温で悪臭ガスを分解さ

せる方法 
燃焼能力の低い悪臭物質 

吸着法 活性炭やシリカゲルを使って悪臭物質を吸着させる方法 アルコール類、油類 

塩素処理法 悪臭物質を塩素化合物と反応させて無臭化する方法 生物系有機化合物 

空気酸化法 一時的に空気にさらして無害化させる方法 硫化水素 

マスキング法 悪臭よりも更に強い臭いをもつ芳香物質で隠ぺいする方法 ほとんどの悪臭物質 

土壌酸化法 土壌細菌の働きにより、悪臭物質を分解する方法 アンモニア及びアミン類 

イオン交換樹脂法 
イオン交換樹脂により悪臭物質を吸着させたり、イオン反応に

よって除去する方法 
下水・し尿 

 

５－４ 悪臭特定施設の届出状況 

 静岡県生活の保全に関する条例によって悪臭に係る特定施設として定められた規模の施設を有する事業

場等は、施設の設置についての届出が義務付けられ、特定施設の構造並びに使用及び管理に関する基準の

遵守を求められます。 

 本市において届出のある事業所数は下表のとおりです。 

 

悪臭に係る特定施設設置届出状況（令和３年３月末現在） 

施設番号 特定施設の名称 件 数 

３ パルプ又は紙の製造の用に供する蒸解施設 １ 

４ 調味料の製造又は穀物の加工の用に供する乾燥施設 １ 

７ 木材チップの堆積場であって、面積が1000㎡以上のもの １ 
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 公害は、典型７公害（大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭）と、それ以外の

公害（日照阻害、通風阻害、電波障害など）とに分けられます。 

 本市における公害苦情は、大気汚染、騒音、悪臭が主となっています。 

 基準に適合しない焼却炉での焼却や、地焼き・ドラム缶等を使用した焼却行為（いわゆる「野焼き」）か

ら発生するばい煙による大気汚染に関する苦情や騒音の苦情が多く、令和３年度は、野焼きに関する苦情

が13件、騒音に関する苦情が９件ありました。相談などの軽易な苦情を含めると野焼きに関しては17件、

騒音に関しては12件、悪臭に関しては12件の苦情・相談等がありました。 

 

過去５年間の公害苦情件数 

年度 
合計

件数 

典 型 7 公 害 

 

そ

の

他 

大
気
汚
染 

水
質
汚
濁 

土
壌
汚
染 

騒 
 

音 

振 
 

動 

地
盤
沈
下 

悪 
 

臭 

H29  46 16 4 0 19 0 0 6 1 

H30 47 17 8 0 16 0 0 6 0 

R１ 23 6 2 0 11 0 0 4 0 

R２ 18 9 0 0 7 0 0 2 0 

R３ 31 15 0 0 9 0 0 7 0 

 

令和３年度の地区別公害発生件数 

地区名 川根 五和 金谷 伊久身 大長 大津 六合 旧島田 初倉 

件 数 ４ ２ ２ ０ ０ １ ３ 11 ８ 

 

令和３年度の主な公害苦情の内容 

公害等の種類 発生源 対応 経過 

騒  音 製造業 
工場稼働音の相談について、測定や事

業者と申立者の間の調整を行った。 
継続 

悪臭 農業 牛糞等のすきこみについて対応した。 解決 

大気汚染 

（野焼き） 
農業 訪問指導を行った。 解決 

 

６ 公害苦情 
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 市民の健康を保護し、生活環境を保全することを目的として公害関連法令が制定されていますが、本市

は、これらの法令を補完して、市内の主要工場と環境保全協定を締結しています。 

 協定書は、環境保全対策・環境保全計画の見直し、施設の設置等に関する協議、事故時の措置・報告及

び検査、被害補償、工場緑化などの環境の保全及び創造に関する事項について定めています。 

 なお、協定工場と毎年、環境保全計画書の見直しの協議を実施しています。 

 

環境保全協定締結工場一覧 

事 業 所 名 工 場 所 在 地 業      種 締結年月日 

新 東 海 製 紙 ㈱ 島 田 工 場 島田市向島町4379 製紙業 昭和50. 9.11 

㈱ ヤ マ シ タ 静 岡 事 業 所 島田市中河737 リネンサプライ業 昭和51. 7. 1 

㈱ 紀 文 食 品 静 岡 工 場 島田市大柳297-1 食品製造業 昭和51.12. 3 

矢 崎 計 器 ㈱ 島 田 製 作 所 島田市横井一丁目7-1 精密機械器具製造業 昭和54. 2.19 

ダイオーペーパープロダクツ㈱島田事業所 島田市宝来町8-1 家庭紙製造業 昭和56. 3. 3 

ネ ス レ 日 本 ㈱ 島 田 工 場 島田市細島1700 食品製造業 平成元. 4.26 

味 の 素 食 品 ㈱ 静 岡 工 場 

味 の 素 ベ ー カ リ ー ㈱ 島 田 事 業 所 
島田市大柳1177-1 食品製造業 平成3.11.19 

㈱ あ じ か ん 静 岡 工 場 島田市中河817-5 食品製造業 平成10. 3.20 

ト ラ イ 産 業 ㈱ 島 田 工 場 島田市中河895-22 食品加工業 平成14.10.16 

日 本 ク ッ カ リ ー ㈱ 島 田 工 場 島田市中河895-21 食品製造業 平成17. 1.18 

シ ミ ッ ク Ｃ Ｍ Ｏ ㈱ 静 岡 工 場 島田市金谷東一丁目588 医薬品製造業 平成18. 4. 3 

沼 津 熔 銅 ㈱ 金 谷 工 場 島田市金谷泉町21-1 荒引線加工製造業 平成18. 6.21 

ジ オ ス タ ー ㈱ 金 谷 工 場 島田市金谷東二丁目44-9 
窯業コンクリート二次

製品製造 
平成19. 3.15 

富 士 食 品 工 業 ㈱ 静 岡 金 谷 工 場 島田市牛尾1600-1 調味料製造業 平成25. 3.26 

サ ン コ ー 精 産 ㈱ 島 田 工 場 島田市横岡新田字堤間1番地11  金属加工業 令和3.12.22 

㈱ ジ ャ パ ン ス リ ー ブ 島 田 工 場 島田市大草492番地1 印刷業 令和3.12.22 

令和４年３月末現在 16工場と協定締結 

※操業停止により特種東海製紙㈱横井工場は協定解除（平成29年６月） 

※㈱ヤマシタコーポレーション静岡事業所は㈱ヤマシタ静岡事業所に社名変更（平成31年４月） 

※クノール食品㈱東海事業所は味の素食品㈱静岡工場に社名変更（平成31年４月） 

 

 

７ 環境保全協定＊ 
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８-１ 地象 

 本市は南北に長い地形で、その中央に大井川が北から南東へ貫流し、人口の大半が大井川左岸の島田地

区から六合地区及び大井川右岸の金谷地区の大井川扇状地最上流部に集中しています。市域を北から南へ

概観すると、北部の急峻な山地が徐々になだらかになり、大井川扇状地を経て大井川、そしてそれより南

の台地（中位段丘）を形成しています。 

 この地形を形成してきた最も重要な要素は大井川です。大井川は、山梨・長野両県との県境にあたる赤

石山脈に源を発し、駿河湾に注ぐ全長約168kmの１級河川で、本市よりも下流部では、川幅（河岸を含

む）が１km以上にも達する大河川です。静岡県を流下する河川は、富士川、安倍川、天竜川など、いずれ

も日本有数の急流性の暴れ川であり、大井川もその特徴をもって川根山地と志太平野を形成しました。こ

のため一般河川の流域に比べると、上流の川根山地は急峻で盆地や流域面積が狭く、下流の志太平野は流

域全体の面積に対して狭く、三角州や自然堤防体が存在しません。 

 特に、川根地区において、約４kmにわたり 穿 入
せんにゅう

蛇行を繰り返す地形は「鵜山
う や ま

の七曲り」と呼ばれ、全

国的にも大変珍しく、県の天然記念物に指定されています。この蛇行は、しわのように隆起した地層に川

が流れ込んでできたものです。そして、志太平野は扇頂から河口部分にいたるまで小石の河原で覆われて

います。 

 歴史的に大井川が志太榛原地域の地形を作ってきたことは、地層を見てもわかります。本市において最

も古い地層は、北部の伊久美川流域に分布する四万十層群ですが、これは、伊久美以南の地域が四万十層

群形成当時まだ海の底であったことを物語っています。そして、瀬戸川層群、大井川層群、相良層群と、

基本的に南にいくほど新しい時代の地質となっています。また、牧之原台地のように南部の中位段丘は、

大井川の流下によって土砂が徐々に堆積していったものです。最北部の川根地区は、中世代三倉累層群（伊

久美層群、徳山層群）が面積の95％を占め、身成川、大井川に沿った一部に沖積層（河岸段丘）が見られ

ます。礫質であるため腐植に富み、茶の栽培に適していますが、地形は急傾斜地が多くなっています。 

 大井川扇状地には、大井川のほかに大小いくつかの河川がありますが、谷川がほとんどで、大津地区な

どを除き泥層や池沼は発達していません。礫層であるため水はけがよく、水田を開墾しようとしても水は

すぐに地下に浸み込んでしまうため、かつては俗に「ザル田」と呼ばれるほどでした。その一方で広く豊

富な地下水帯をもち、昔から地下水の利用が盛んでした。また、この透水性の高い礫で構成された初倉地

区の台地は、水はけの良い場所を好む茶の栽培に適しています。 

 

８-2 気象 

本市は太平洋側気候区に位置し、冬は北西の季節風の影響により、晴天で乾燥した日が続き、逆に夏は

太平洋からの湿った暖かい風の影響で高温多湿となります。本市の気候の特色として、年間を通じて卓越

した西風が吹き、冬期には特にこの傾向が著しく、夜の冷え込みが大きく霜の降りる地域も広くあります。

これは、風が、本市の北側や西側の山地から大井川の谷を吹き出し口として平野部に吹き降りてくるもの

で、気象条件よりも地形が大きく影響していると考えられます。このため平野部では冬期に乾燥し、雪が

降るのはまれです。しかし、強風により北部山地に積もった雪が吹き送られ、雪がまばらに降るように見

える「風花（かざはな）」は年に数回見られます。 

  

８ 自然環境 



  
- 38 -

島田市の平均気温（市役所）                                        （単位：℃） 

年度 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 

平均気温 16.8 16.8 16.6 16.6 17.0 16.5 17.1 17.2 17.5 17.7 18.4 17.7 17.1 

 

令和３年度 島田市の月別平均風速（参考値）                                     （単位：m/秒） 

地 点 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 9月 10月 11月 12月 １月 2月 ３月 年平均 

市役所 3.1 3.6 2.2 2.7 3.2 2.4 2.2 3.2 4.2 3.6 4.3 3.7 3.2 

初倉小 0 3.5 2.1 2.5 3.0 2.3 2.4 3.5 4.0 3.7 4.5 4.1 3.2 

六合小 0 3.3 2.2 2.5 2.9 2.1 2.2 3.3 3.6 3.6 4.1 3.9 3.1 

※未検定の観測機材を使用しているため参考値となる。 

※４月は機器不具合による欠測。 

令和３年度 島田市の年間風向頻度（参考値） （単位：％） 

方 位 市役所 初倉小学校 六合小学校 

北 2.7 2.6 1.7 

北北東 3.4 1.0 1.2 

北 東 7.4 2.9 7.1 

東北東 4.3 4.0 4.9 

東 3.9 6.0 3.4 

東南東 3.3 4.0 2.5 

南 東 3.0 3.4 2.4 

南南東 3.5 3.9 3.1 

南 1.9 3.5 3.6 

南南西 2.1 2.0 2.9 

南西 3.5 2.5 6.2 

西南西 10.0 4.8 16 

西 23.2 14.3 27.8 

西北西 13.6 28.3 8.3 

北 西 5.6 10.3 2.9 

北北西 3.6 2.9 1.5 

静 穏 4.7 3.3 4.5 

※未検定の観測機材を使用しているため参考値となる。また、 

欠測値を含まないため合計値は100％とならない。 

 

初倉小学校 六合小学校 

島田市役所 

凡例                   円 

 
：平均風速（max30％） 上段：無風割合 

：出現頻度（max50％）  下段：無風時間数 
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８－３ 水生生物 

 島田市内では、水生生物による河川水質調査を行っています。この調査は、河川に住む水生生物を調査

することによって、そこで見られる指標生物（温度や湿度、水量、酸素量など、その生物が生息できる環

境条件が特徴的であるため、その生物が生息していることがその地域の状態を示す証拠となる生物）の状

況から調査地点の水質を４段階で評価するもので、複雑な器具や特別な専門知識を持たなくても調査でき

るため全国の学校・行政機関で広く行われています。 

 島田市では、（社）日本水環境学会から発行されているテキスト「川の生きものを調べよう～水生生物に

よる水質判定～（環境省水環境部・国土交通省河川局編）」をもとに水生生物調査を行っております。 

 調査は市内７水系21箇所で行っており、その結果は下表及び次ページ図のとおりです。 

 

水生生物調査結果 

河川水系 

（調査日） 

番

号 
調査箇所名（位置） 水質階級 主な指標生物 

家山川 

（R3.9.28） 

１ 新協和橋（家山祢宜島） Ⅰ カワゲラ類、ヘビトンボ 

２ 家山橋（家山市場） Ⅰ カワゲラ類 

３ 堀川河口※（家山市場） Ⅲ コガタシマトビケラ類、タニシ類、ミズムシ 

大津谷川 

（R4.3.9） 

１ 天徳寺（大草） Ⅰ ヒラタカゲロウ類、カワゲラ類、カワニナ類 

２ 大津小学校（落合） Ⅰ ナガレトビケラ類、カワゲラ類、シマイシビル 

３ 千歳橋（元島田） Ⅲ シマイシビル、ミズムシ 

４ 源助橋（細島） Ⅲ シマイシビル 

伊太谷川 

（R2.8.12） 

１ 田代環境プラザ下（伊太田代） Ⅰ サワガニ、ヤマトビケラ類、ヒラタドロムシ類 

２ もものき沢（伊太上伊太） Ⅰ サワガニ、カワニナ類 

３ 用水合流点（伊太中村） Ⅳ コガタシマトビケラ類、サカマキガイ、ユスリカ類 

東光寺谷川 

（R3.9.17） 

１ 茶農協跡（東光寺） Ⅰ サワガニ、カワニナ類 

２ 阿知ヶ谷東山（阿知ヶ谷） Ⅱ カワニナ類、ヒラタドロムシ類、シマイシビル 

３ 宿島橋（岸町） Ⅲ コガタシマトビケラ類、シマイシビル、ミズムシ 

大代川 

（R2.8.5） 

１ 昭代橋（竹下） Ⅰ カワゲラ類、ナガレトビケラ類、ヘビトンボ 

２ 大代橋（金谷泉町） Ⅰ ヒラタカゲロウ類、ヘビトンボ、オオシマトビケラ 

３ 往還下橋（金谷東二丁目） Ⅲ ヒラタカゲロウ類、シマイシビル 

菊川 

（R4.3.16） 

１ 佐夜鹿北（佐夜鹿） Ⅰ ナミウズムシ、ヒラタカゲロウ類、ヘビトンボ 

２ 菊水橋（菊川） Ⅳ ユスリカ類 

３ 浅川橋（神谷城） Ⅰ カワゲラ類、ヒラタカゲロウ類 

湯日川 

（R2.9.4） 

１ 湯日川上流（湯日吹木） ― 確認できた指標生物なし 

２ 月坂団地（月坂） Ⅱ カワニナ類、シマイシビル 

※堀川は家山川とは独立した水系とされているが、大井川河川敷への流入地点が近接し、河原内で合流することが多いため便宜上同一の水系として扱う。 
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令和３年度水生生物調査結果図 

 

 Ⅰ：きれいな水 

 Ⅱ：ややきれいな水 

 Ⅲ：きたない水 

 Ⅳ：とてもきたない水 

 確認できた指標生物なし 

 

参考１：水質階級と指標生物 

水質階級 指標生物 

Ⅰ：きれいな水 
アミカ類、ナミウズムシ、カワゲラ類、サワガニ、ナガレトビケラ類、ヒラタカゲロウ類、

ブユ類、ヘビトンボ、ヤマトビケラ類、ヨコエビ類 

Ⅱ：ややきれいな水 
イシマキガイ、オオシマトビケラ、カワニナ類、ゲンジボタル、コオニヤンマ、コガタシマ

トビケラ類、ヒラタドロムシ類、ヤマトシジミ 

Ⅲ：きたない水 イソコツブムシ類、タニシ類、ニホンドロソコエビ、シマイシビル、ミズカマキリ、ミズムシ 

Ⅳ：とてもきたない水 アメリカザリガニ、エラミミズ、サカマキガイ、ユスリカ類、チョウバエ類 

出典：「川の生きものを調べよう～水生生物による水質判定～（環境省水環境部・国土交通省河川局編）」 

家山川１ 

家山川２ 

家山川３ 

大代川１ 

大代川２ 

大代川３ 

湯日川１ 
湯日川２ 

菊川１ 

菊川２ 

菊川３ 

伊太谷川２ 

伊太谷川１ 

伊太谷川３ 

大津谷川１ 

大津谷川２ 

大津谷川３ 

大津谷川４ 

東光寺谷川３ 

東光寺谷川２ 

東光寺谷川１ 



  
- 41 -

参考２：国土交通省静岡河川事務所による大井川本流水生生物調査（令和２、３年度は調査中止） 

調査地点 調査日 水質階級 主な指標生物 

大井川橋下流右岸 

かなや大井川緑地 
R1.7.26 Ⅰ 

カワゲラ類 

ヒラタカゲロウ類 

コガタシマトビケラ類 

※参考資料：静岡河川事務所ホームページ(https://www.cbr.mlit.go.jp/shizukawa/river/research/） 

 

家山川と合流する直前の堀川河口では近接している家山橋に比べて水質階級が低くなりますが、これは、

堀川が家山の市街地を流れる川であるために生活排水等の影響を受けていると考えられます。菊川でも、

住民が多く住む地域で生活排水の影響があり、水の流れが悪い菊水橋ではユスリカ類が多く見つかり、水

質階級が低くなっていますが、水の流れが回復する下流の浅川橋では水質階級が高くなります。 

水生生物調査では、川を四つの水質階級に分けておりますが、この結果は主に人間が川に流す生活排水

の影響で変化する川の生物の様子をできるだけ反映するようにしています。生活排水の中でも川の水を汚

す主な原因は食用油や食べ残し、飲み残しなどです。しょうゆや米のとぎ汁などを川に流した場合、魚が

住めるような水になるまで薄めるようになるためには、必要な水の量は以下の表のようになるといわれて

います。 

 各家庭でも浄化槽を適切に管理し、不要なものをみだりに水に流すことをせず、地域の川が極端に汚れ

ることのないように心がけましょう。調理時の食品残渣を減らしてごみを出さないようなエコクッキング

や、使用済みの食用油を回収して石鹸として再利用するなどの取組事例もあります。 

 

食品などのＢＯＤと、魚が住めるような水になるまで薄めるのに必要な水の量 

 汚れの程度（BOD） 
必要な風呂おけの水 

（１杯は約300リットル） 

しょうゆ 15ml  150,000mg/l 1.5杯 

米のとぎ汁 2,000ml  3,200mg/l 4.2杯 

味噌汁 200ml  35,000mg/l 4.7杯 

マヨネーズ 10ml  1,200,000mg/l 8杯 

牛乳 200ml  78,000mg/l 10杯 

おでんの汁 500ml  74,000mg/l 25杯 

天ぷら油 500ml  1,000,000mg/l 330杯 

参考：静岡県環境衛生科学研究所発行「生きものでわかる しずおかの川」 
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9-１ ごみ 

 本市では、資源ごみの他に燃えるごみ（可燃ごみ）、燃えないごみ（廃家電や主に金属ごみ）を収集して

おり、平成18年度からペットボトル、白色トレイ、紙パックの集積所回収、平成26年度から古布類の拠

点回収を開始しました。 

ここ数年のごみ処理量は、昨今の終活・断捨離等の片付けブームによる家庭ごみの増加や新型コロナウ

ィルス感染症の影響等による事業ごみの減少の影響もあり、増減を繰り返しています。 

今後も再利用（リユース）を啓発し、生ごみ処理（消滅）容器（キエーロ）の普及活動を強化していく

など、ごみの発生抑制（リデュース）を推進していく必要があります。 
 

ごみ処理量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

9-2 リサイクル 

 本市では、資源ごみとして市内約740か所の集積所（古紙類は704か所）で古紙類、ガラス類（空きび

ん、陶磁器及び雑ガラス）、乾電池、蛍光灯を収集しています。平成18年度からペットボトル、白色トレ

イ、紙パックなどの容器包装については、従来の店頭回収に加え、集積所でも収集、平成26年度からは古

布類の拠点回収も開始し、リサイクルへの意識高揚を図っていますが、依然として、資源類が燃えるごみ

に混入されていることから、更なる分別の徹底が必要です。また、近年、資源類の回収量が減少しており、

特に古紙の回収量の減少が顕著となっています。これは、ペーパーレス化による全国的な古紙の激減が原

因であると推測されます。新たなリサイクルの検討としては、平成30年度から試験的ではありますが自己

搬入された使用済み羽毛布団のリサイクルを開始しています。有害物質の対策としては、平成30年度から

市役所、支所の窓口など（６か所）で、水銀体温計、血圧計の拠点回収を開始し、燃えるごみへの混入を

防ぎ、確実にリサイクルすることで、大気汚染防止に配慮しています。 

 また、田代環境プラザでは、溶融炉で燃えるごみを処理して排出されるスラグ及びメタルを売却して再

資源化しています。スラグ及びメタルの再資源化により最終処分は処理灰のみとなり、最終処分量を従来

の焼却施設より半分以下に抑えています。 

 

９ 一般廃棄物＊ 

0 10,000 20,000 30,000

H 24

H 25

H 26

H 27

H 28

H 29

H 30

R 1

R 2

R 3

（年度） 

年度 　燃えるごみ 　　燃えないごみ

H 24 28,347 648
H 25 28,088 542
H 26 28,163 538
H 27 28,618 599
H 28 28,265 644
H 29 28,140 604
H 30 28,332 680
R 1 28,794 838
R 2 28,213 862
R 3 27,240 756
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             リサイクル量 （民間の回収は含まない） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-３ ごみ・資源の収集・処理体制 

 資源類とごみの収集は、市の直営と民間委託により行っています。島田地区の可燃ごみと不燃ごみ及び

川根地区の全てのごみは市の直営、島田地区の資源類及び金谷地区の全てのごみは民間委託による収集と

なっています。 

 燃えるごみは田代環境プラザで溶融処理し、処理灰は島田市一般廃棄物最終処分場へ埋め立て処理をし

ていましたが、平成28年度で搬入を終了したため、平成29年度からは民間施設に処理を委託しています。 

 資源類は、古紙類、びん（白色・透明、茶色のもの、リターナブル）、紙パック、古布類は売却し、容器

包装リサイクル法対象のペットボトル、白色トレイ、売却できない色付きびんは民間委託により減容圧縮

等を行った後、指定法人ルートで再商品化事業者に処理を委託しています。また、陶磁器・ガラス屑は埋

立処理せず、土砂の代替用として再商品化事業者に処理を委託しています。 

 ペットボトルについては、平成18年度から入札拠出金として収入が発生しています。平成22年度から

は回収したペットボトルについているペットボトルキャップの選別及び売却を開始しました。その他の品

目も売却又は再商品化事業者に委託しリサイクルを行っています。 

 

 

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

H24

H25

H26

H27

H28

H29

H30

R1

R2

R3

（年度） 

年度 ガラス類 古紙　　　　ペットボトル トレイ　 紙パック 古布類
H24 1,042 1,684 203 17 31 －
H25 996 1,434 198 15 28 －
H26 1,041 1,152 189 14 26 30
H27 1,008 905 185 12 23 35
H28 975 768 189 12 23 34
H29 912 644 191 12 22 42
H30 983 566 183 12 20 48
R1 966 493 185 12 21 60
R2 969 437 183 13 21 63
R3 884 387 188 12 19 68
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第2次島田市環境基本計画では、望ましい環境像を実現するため５つの「基本目標」を示しています。

第３章では、その「基本目標」に基づいた令和３年度の市の取組実績や今後の計画を掲載しています。 

取組内容の詳細中の◎は重点取組を示しており、計画では取組内容の中から代表的な指標を選び、「数値

目標」を設けています。これについては平成29年度を基準値とし、令和３年度実績、令和４年度最終目標

を掲載しています。 

◆数値目標 

「数値目標」については、下記の方法で達成状況を把握することにより点検を行っています。 

   ●目標が数値で示されている場合 

数値の状況 達成率 

対象年度の数値が目標値を越えて改善されている場合 100％ 

対象年度の数値が基準値に比べて同等、または改善さ

れているが、目標値には達していない場合 

達成率 =（現状値-基準値） 

   ÷（目標値-基準値）×100 

対象年度の数値が基準値に比べて悪化している場合 要改善 

 ●毎年一定数値以上を目標とする場合（「毎年●回以上」など） 

数値の状況 達成率 

現状値が目標値以上である場合 良好 

現状値が目標値未満である場合 要改善 

 

 各取組には関連する「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」の17のゴールのロゴマークが記載されていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 第２次島田市環境基本計画の進捗状況 
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取組の方向 1-1 川や水を守る 

数値目標 

指標名 

H29年度 

（2017） 

基準値 

R3年度 

（2021） 

現状値 

Ｒ4年度 

（2022） 

最終目標 

最終目標に対

する達成率 
方向 

上水道有収率＊ 76.1％ 73.8％ 79.0％ 要改善 ↑ 

河川愛護団体数 14団体 14団体 18団体 ０％ ↑ 

雨水浸透施設＊設置助成件数 

(累計) 
407件 415件 500件 83％ ↑ 

大井川の水環境に対する市民の

関心度 
67％ 35.0％ 

70.0％ 

（2021） 
50% ↑ 

 

市の施策 

取組内容 取組内容の詳細 担当課 

水
利
用 

節水の推進 ◎節水の啓発に努めるとともに、水資源を有効利用するために有収率の向上を図る。 水 道 課 

計画： 老朽管路更新 天神原及び旗指配水区から順次更新する。 

漏水修繕 通報後１週間以内に実施する。 

実績： 布設替 令和３年度 2.42㎞ 0.57％（2420m布設替/420345m総延長） 

漏水修繕件数  174件（うち鉛管交換件数 92件） 

※北部地区 別途20件あり 

R4計画：老朽管路更新 天神原及び旗指配水区から順次更新する。 

職員による漏水調査を計画的に実施する。 

漏水修繕 通報後、1週間以内に実施。 

河
川 

自然に配慮した

水辺づくり 

○多自然型工法＊などの自然に配慮した水辺づくりの調査・研究に努める。 建 設 課 

計画： 県と連携して自然環境に配慮した、計画及び整備を推進していく。 

実績： 各地域の流域治水協議会や湯日川水系流域委員会において、水害リスクを

踏まえたまちづくりや、河川環境の整備や保全について協議した。 

R4計画： 本年度も引き続き、県や流域関係市町と連携し自然環境に配慮した計画及

び整備を推進していく。 

協働による水辺 

環境の保全 

○河川愛護団体への支援を行うとともに、県によるリバーフレンドシップ＊制度など

の活用により、市民と協働で取り組む水辺環境の保全を推進する。【再掲5-3】 

すぐやる課 

計画： ①河川愛護団体との調整を図り、補助金の交付を行う。 

②リバーフレンドシップ団体と県との調整を図り、物品の支給を行う。 

③新たにリバーフレンドシップを締結したい団体と県との調整を図る。 

実績： ①河川愛護団体との調整を図り、補助金の交付を行った。 

②リバーフレンドシップ団体と県との調整を図り、物品の支給を行った。 

③新たに締結した団体はなかった。 

R4計画： ①河川愛護団体との調整を図り、補助金の交付を行う。 

②リバーフレンドシップ団体と県との調整を図り、物品の支給を行う。 

③新たにリバーフレンドシップを締結したい団体と県との調整を図る。 

 

 

 

 

１ 自然環境の保全 
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取組内容 取組内容の詳細 担当課 

河
川 

 

河川・水路の水

量の確保 

◎流域市町との広域的な連携を図り、大井川の流況改善について調査・研究を行い、

流量の増加を目指す。 

戦略推進課 

計画： 大井川流域８市２町（島田市、焼津市、掛川市、藤枝市、袋井市、御前崎

市、菊川市、牧之原市、吉田町、川根本町）で組織する「大井川の清流を

守る研究協議会」と連携し、大井川の環境保全のための啓発活動及び流域

連携による交流活動を推進する。 

①大井川の現状視察会：源流部、下流域 

②大井川環境教育出前講座：管内小学校 

③会員・幹事等現況調査視察会 

④大井川フォーラムの開催 

⑤海岸等清掃活動事業 

実績： ①大井川の現状視察会 源流部（11/12）下流部（2/25） 

②大井川環境教育出前講座 

「大井川を知る出前講座」（9/27～11/30）16校（27クラス697人）を実施

した。 

R4計画： 引き続き、大井川流域８市２町（島田市、焼津市、掛川市、藤枝市、袋井

市、御前崎市、菊川市、牧之原市、吉田町、川根本町）で組織する「大井

川の清流を守る研究協議会」と連携し、大井川の環境保全のための啓発活

動及び流域連携による交流活動を実施する。 

①大井川の現状視察会：源流部、下流域 

②大井川環境教育出前講座：管内小学校 

③会員・幹事等現況調査視察会 

④大井川フォーラムの開催 

⑤海岸等清掃活動事業 

◎流域市町との広域的な連携を図り、大井川の流況改善について調査・研究を行い、

流量の増加を目指す。 

計画： リニア中央新幹線の建設工事中及び供用後における大井川の水資源等に与

える影響を継続的に確認し、将来にわたって環境が保全されるよう引き続き

対応していく。 

実績： 大井川の水資源保全のため、静岡県・流域市町と連携してＪＲ東海との対話

を行った。 

(9/18) 大井川流域市町首長とJR東海との意見交換会 

(1/20) 大井川利水関係協議会 

リニア中央新幹線静岡工区有識者会議にオブザ－バーとして参加。令和３年

度２回開催。令和３年12月に「大井川資源問題に関する中間報告」が取りま

とめられた。 

R4計画： リニア中央新幹線の建設工事中及び供用後における大井川の水資源等に与

える影響を継続的に確認し、将来にわたって環境が保全されるよう引き続き

対応していく。 

地
下
水 

地下水の適正利

用 

○大井川地域地下水利用対策協議会に参加し、広域連携による地下水利用の適正化

を推進する。 

環 境 課 

計画： 大井川地域地下水利用対策協議会の事務局を努め、広域連携による地下水

利用の適正化に必要な事業を実施する。 

実績： 大井川地域地下水利用対策協議会にて定期総会を１回、委員会を３回開催

し、揚水設備の相互管理に取り組んだ。 

令和３年５月27日 第一回委員会及び幹事会 

令和３年７月16日 定期総会 

令和３年９月29日 第二回幹事会及び幹事会 

令和４年１月14日 第三回委員会及び幹事会 

R4計画： 大井川地域地下水利用対策協議会の事務局を努め、広域連携による地下水

利用の適正化に必要な事業を実施する。 
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取組内容 取組内容の詳細 担当課 

地
下
水 

地下水の適正利

用 

○地下水位・塩水化の監視を実施し、地下水障害の発生防止に努める。 環 境 課 

計画： ①地下水採取者へ採取量報告書の提出を求めることにより地下水の適正利

用を推進する。 

②大井川地域地下水利用対策協議会の事務局として大井川地域の地下水

位・塩水化の監視を実施する。 

実績： ①休止中や破産した会社を除き、全ての地下水取扱者から報告書の提出が

あり、採取量データを把握することができた。 

②島田市内を含む大井川地域地下水位15か所、塩水化37か所、湧水量８か

所を調査した。 

R4計画： ①地下水採取者へ採取量報告書の提出を求めることにより地下水の適正利

用を推進する。 

②大井川地域地下水利用対策協議会の事務局として大井川地域の地下水

位・塩水化の監視を実施する。 

雨水浸透施設設

置の推進 

○地下水を涵養するため、雨水浸透施設の設置を推進する。 都市政策課 

計画： ・雨水浸透ます設置件目標数 66件 

・市民、土地利用事業者及び建築士会等への補助制度の周知を中心にＰＲ

活動を行う。 

実績： 雨水浸透施設設置費補助金制度を利用した雨水浸透ますの設置件数 ６件 

土地利用事業計画承認申請において、分譲宅地造成事業については、雨水

浸透ますの設置（全区画）を承認の条件とした。 

R4計画： 雨水浸透ます設置目標 66件 

市民、土地利用事業者及び建築士会等への補助制度の周知を中心にＰＲ活

動を行う。 

 

取組の方向 1-2 森林を守る 

数値目標 

指標名 

H29年度 

（2017） 

基準値 

R3年度 

（2021） 

現状値 

Ｒ4年度 

（2022） 

最終目標 

最終目標に対

する達成率 
方向 

森林整備面積（年間） 226.3ha 191.85ha 310ha 要改善 ↑ 

 

市の施策 

取組内容 取組内容の詳細 担当課 

森
林 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
総合的な森林管

理 

○島田市森林整備計画に基づき、計画的な森林の保全・整備を行う。 農林整備課 

計画： 計画的に整備を行う必要があるため、事業体から提出される森林経営計画

について内容を確認し、助言・指導を行う。 

実績： 島田市森林整備計画に基づき、林業経営体から新規４件（683.43ha）、変更

５件（849.96ha）の計９件（1,533.39ha）の森林経営計画の認定請求が提

出され、認定を行った。 

R4計画： 計画的に整備を行う必要があるため、事業体から提出される森林経営計画

について内容を確認し、助言・指導を行う。 

森林の適正管理 ◎山林を適正に管理するため、山林所有者などに対して必要な支援を行う。 農林整備課 

計画： 適正な森林整備を促進するために、今後も林業経営体等に対し、補助事業

活用の提案など積極的な普及啓発を図る。また、森林経営計画を策定する

林業経営体には、助言・指導を行うほか、林業経営体が実施する森林所有

者への説明会に同席するなどの支援に取り組んでいく。 

実績： 森林整備に関する補助事業について、積極的な提案を行った。 

森林経営計画については、策定及び変更に関する助言・指導を22件行った。 

R4計画： 適正な森林整備を促進するために、今後も林業事業体等に対し、補助事業

活用の提案など積極的な普及啓発を図る。 

森林経営計画を策定する事業者には、助言・指導を行うほか、事業者が実

施する森林所有者への説明会に同席するなどの支援に取り組んでいく。 
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取組内容 取組内容の詳細 担当課 

森
林 

森林の適正管理 ◎間伐や下草刈り、放置竹林の伐採などによる森林の維持管理活動への支援を行う。 農林整備課 

計画： 間伐等の森林整備を行う施業箇所について補助金の交付を行う。放置竹林

の整備のため、竹破砕機の無料貸出を行う。 

実績： しずおか林業再生プロジェクト推進事業による間伐12.32ha、直接支援事業

による間伐49.1ha、作業道12,831ｍ、合板・製材生産性強化対策事業によ

る間伐16.54ha、作業道1,370ｍ、森林・山村多面的機能発揮対策事業によ

る間伐0.4ha、作業道233ｍ、ぬくもりのある森林づくり事業による間伐

27.37haについて補助金の交付を行った。竹破砕機は、16件の貸出依頼があ

り、6,367㎡の竹林整備のため86日間貸出を行った。 

R4計画： 間伐等の森林整備を行う施業箇所について補助金の交付を行う。放置竹林

の整備のため、竹破砕機の無料貸出を行う。 

○保水力があり多様な生物を育む樹種への転換を進める。 

計画： 森の力再生事業により、荒廃森林・竹林の針広混交林化及び多様性のある

広葉樹林化への誘導の支援を行う。 

実績： 人工林再生整備については、計９件（84.37ha）、竹林・広葉樹林等再生整

備については、計２件(1.75ha)の整備への支援を行った。 

R4計画： 森の力再生事業により、荒廃森林・竹林の針広混交林化及び多様性のある

広葉林化への誘導の支援を行う。 

竹・間伐材の利

用促進 

○森林整備により発生する間伐材などの利用促進を図る。 農林整備課 

計画： 公共工事において、森林整備により発生した間伐材の有効活用を図る。 

実績： 以下の工事で、間伐材の有効活用を図った。 

・伊太地区（上伊太東沢）治山復旧工事にて型枠合板として使用。 

R4計画： 公共工事において、森林整備により発生した間伐材の有効活用を図る。 

○間伐材搬出奨励事業費補助制度の利活用を促進する。 

計画： 間伐材の利用を促進するため、間伐材の搬出に係る経費について１㎥あた

り、2,000円の補助金の交付を行う。なお、本年度は当事業で、1,175㎥の

間伐材搬出を目指す。 

実績： 間伐とその報告を受けた686㎥の間伐材搬出について補助金の交付を行っ

た。 

R4計画： 間伐材の利用を促進するため、間伐材の搬出に係る経費について１㎥あた

り、2,000円の補助金の交付を行う。なお、本年度は当事業で1,000㎥の間

伐材搬出を目指す。 

 

 

 

 

 

 

数値目標 

指標名 

H29年度 

（2017） 

基準値 

R3年度 

（2021） 

現状値 

Ｒ4年度 

（2022） 

最終目標 

最終目標に対

する達成率 
方向 

再生が可能な荒廃農地面積 

(年度末時点） 
36.1ha 39.2ha 

30.0ha 

(2021) 
要改善 ↓ 

認定農業者*数（年度末時点） 384人 371人 402人 16.7％ ↑ 

環境保全型農業*実施面積 25ha 41ha 55ha 40.0％ ↑ 

 

 

 

取組の方向 1-3 農地を守る 
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市の施策 

取組内容 取組内容の詳細 担当課 

農
地 

 

総合的な農業 

振興 

○島田市農業振興整備計画に基づき、農地を保全し、計画的な農業の振興を図る。 農業振興課 

計画： 農業振興地域の整備に関する法律の適正な運用と、農地を他の目的で使用

したいという相談者に対し、個々の状況に応じた説明をすることで、市内

の優良農地の保全を図る。 

実績： 農業振興地域整備計画の定期的な見直し（定期変更）を行い、優良農地保

全のため市全域の土地利用計画の見直しを行った。 

個別案件の除外件数 ０件 

相談件数      ０件 

（個別の除外は受付休止のため） 

R4計画： 農業振興地域の整備に関する法律の適正な運用と、農地を他の目的で使用

したいという相談者に対し、個々の状況に応じた説明をすることで、市内

の優良農地の保全を図る。 

農業の担い手の

育成 

◎農業経営の複合化を支援し、農業の担い手を育成する。 

計画： 各種補助事業の活用を提案し、認定農業者の複合経営を支援していく。 

実績： 「島田市がんばる認定農業者支援事業」（34件）などの補助事業にて農業の

複合化の支援を行った。また、認定農業者の更新時等に、複合作物の導入

について意見を聞き、令和４年度に実施する「新規作物取組支援事業」へ

繋げることができた。 

R4計画： 「島田市がんばる認定農業者支援事業」や「新規作物取組支援事業」を活

用し、認定農業者の複合経営を支援していく。 

◎新規就農を促進するための支援を行う。 

計画： 新規就農に関する相談の受付（随時）５件 

実績： 新規就農に関する相談の受付 ２件 

（国）農業次世代人材投資資金の交付 

対象者 ５人＋１夫婦（H28就農者:１夫婦、H29就農者:１人、H30就農者２

人、R３就農者２人） 

R4計画： 新規就農に関する相談の受付（随時）２件 

荒廃農地の再生 ◎荒廃農地の再生を支援する。 

計画： 農地パトロールの実施により、荒廃農地の現状把握に努めるとともに、荒廃

農地の所有者に対して、耕作の再開や草刈等を行うよう農地管理の指導を行

い、あるいは担い手を見つけて集積を促すように努めている。また、人・農

地プランの実質化を進め、中心経営体へ農地の集積を図るほか、補助事業の

活用や非農地判断をするなどにより荒廃農地の減少に努めていく。 

実績： 既に荒廃農地となってしまった農地について、再生事業に対する助成事業

（荒廃農地再生・集積促進事業費補助金）を実施しており、令和３年度は

申請が１件あったが、所有者が亡くなったため取り下げられた。 

R4計画： 農地パトロールの実施により、荒廃農地の現状把握に努めるとともに、荒廃

農地の所有者に対して、耕作の再開や草刈等を行うよう農地管理の指導を行

い、あるいは担い手を見つけて集積を促すように努めている。また、補助事

業の活用や非農地判断をするなどにより荒廃農地の減少に努めていく。 

農

地 

荒廃農地の再生 ◎荒廃農地を活用した市民農園を整備し、農作業体験の場とする。 農業振興課 

計画：年度末に阪本市民農園（設置区画 79）の全区画が利用されている状態とする。 

実績： 契約区画数 69（令和４年 3 月 31 日現在） 

広報しまだ及び初倉地区コミュニティ紙に利用者募集記事を掲載した。 

R4計画： 年度末に阪本市民農園(設置区画数 79)の全区画が利用されている状態とす

る。 

環境保全型農業

の推進 

○有機農業*の拡大など、環境に配慮した環境保全型農業を推進する。 

計画： 環境保全に効果の高い営農活動に対し、支援を行う。 

申請面積の増加を図り、環境保全型農業を推進する。 

取組内容：有機農業 

申請予定面積：4,100a 

実績： 対象者 ：１団体（25人） 

取組内容：有機農業 

対象面積： 4,109a (令和３年度：341a増) 

交 付 額：4,930,800円（市負担：1,232,700円） 

R4計画： 環境保全に効果の高い営農活動に対し、支援を行う。 

申請面積の増加を図り、環境保全型農業を推進する。 
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取組内容 取組内容の詳細 担当課 

世界農業遺産茶

草場農法の維

持・継承 

○生物多様性を保全するため、世界農業遺産に認定された伝統的な茶草場農法の維

持・継承を推進する。 

農業振興課 

計画： ①「静岡の茶草場農法」実践者認定委員会において、世界農業遺産に認定

された「茶草場農法」を実践する者を認定し、生物多様性を保全する新

規就農に関する相談の受付（随時）。目標値：認定者数１件 

②世界農業遺産「静岡の茶草場農法」推進協議会や広域連携推進会議等の

活動を通じて、環境保全への啓発、茶草場農法への取り組みの動機増大

を図る。目標値：茶草場農法PRイベント２回 

実績： ①認定者数１件増 

②茶草場農法ＰＲイベント０回 

推進協議会関連イベント７回 

③茶草場農法維持継承事業補助金申請受付：４件 

茶草場農法の維持継承にかかる経費について、推進協議会において補助

を実施し、作業等にかかる負担軽減が図られた。 

R4計画： ①「静岡の茶草場農法」実践者認定委員会において、世界農業遺産に認定

された「茶草場農法」を実践する者を認定し、生物多様性を保全する新

規就農に関する相談の受付（随時）。目標値：認定者数１件 

②世界農業遺産「静岡の茶草場農法」推進協議会や広域連携推進会議等の

活動を通じて、環境保全への啓発、茶草場農法への取り組みの動機増大

を図る。目標値：茶草場農法ＰＲイベント２回 

農業に関する情

報の発信 

○農業についての認識を深めるため、農業に関する情報を発信する。 

計画： 農業についての認識を深めてもらうため、広報紙に「お知らせ」を掲載す

るとともに、農作物栽培の講座を開催する。 

実績： 農薬安全指導のため、広報誌に各農業関係情報を掲載した。 

野菜栽培講習会  

１回目：８月開催予定のものは新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

２回目：３月19日（土）開催 

R4計画： 農業についての認識を深めてもらうため、広報紙に「お知らせ」を掲載す

るとともに、年２回農作物栽培の講座を開催する。 

 

 

数値目標 

指標名 

H29年度 

（2017） 

基準値 

R3年度 

（2021） 

現状値 

Ｒ4年度 

（2022） 

最終目標 

最終目標に対

する達成率 
方向 

自然体験教室の参加者数（注１） 989人 289人 950人 要改善（注２） → 

公園愛護会登録団体数 47団体 49団体 49団体 100％ ↑ 

伊太田代地区とその近隣におけ

る猛禽類の生息・繁殖活動件数

（毎年3月時点） 

３件 3件 
３件 

（2021） 
良好 → 

注１ 移動教室、サタデーオープンスクール*、サマーオープンスクール*の参加者数 

注２ コロナ禍による影響が大きいため要観察 

 

取組の方向 1-4 自然とのふれあいや多様な生き物を守る 
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市の施策 

取組内容 取組内容の詳細 担当課 

自
然
と
の
ふ
れ
あ
い 

自然体験教室の

開催 

◎豊かな自然を活用した体験教室（移動教室・サタデーオープンスクール*・サマー

オープンスクール*など）を開催する。【再掲5-1】 

学校教育課 

計画： サタデーオープンスクール年間23回、サマーオープンスクール５回、移動

教室は北部４校の交流事業として7日設定。（島一小、島二小、島三小、北

部4校が参加予定）新型コロナウイルス感染症に対する感染予防を徹底し、

ワクチン接種等の状況も踏まえて、設定した。今後は状況を踏まえながら

計画を実施できるか、検討しながら進めていく。 

実績： サタデーオープンスクールは12回、サマーオープンスクールは２回実施し

た。新型コロナ感染症による「緊急事態宣言」や「まん延防止」の処置が

されている期間は中止としたため、回数が減少した。北部４校と島一小島

二小島三小との交流活動である移動教室は、７日実施することができた。 

R4計画： ・サタデーオープンスクール 25回 

・サマーオープンスクール  ５回 

・移動教室は、北部４校の交流事業として７日設定。（北部４校と島一小、

島二小、島三小が参加予定） 

新型コロナ感染症に対する感染予防を徹底し、活動を行っていく。感染

状況を踏まえながら、実施可能か検討しながら進めていく。 

○青少年育成事業において、地域での自然体験教室を開催する。【再掲5-1】 社会教育課 

計画： 市内の小学校に在学する４年生から６年生の男女を対象に、自然とのふれ

あいを目的とした野外活動体験を２回実施する。海がめの生態やそれをと

りまく自然環境について学習する「海がめ放流体験」や山村都市交流セン

ターささまでのキャンプを行う。この他の活動として、社会教育施設で環

境美化活動を実施する。 

実績： 新型コロナウイルス感染拡大により、中止した事業・イベントがあったた

め目標を達成することはできなかったが、屋外で実施する事業・イベント

をできる限り実施した。しまだガンバ！の山村都市交流センターささまで

の日帰り活動を実施した。海がめ放流体験はコロナ禍につき、中止した。

この他の活動として社会教育施設で環境美化活動を実施した。 

R4計画： 市内の小学校に在学する４年生から６年生の男女を対象に、自然とのふれ

あいを目的とした野外活動体験を通じて、環境意識を高める活動を２回実

施する。海がめの生態やそれをとりまく自然環境について学習する海がめ

放流体験や山村都市交流センターささまでの宿泊活動を行う。 

この他の活動として、社会教育施設で環境美化活動を実施する。 

自
然
と
の
ふ
れ
あ
い 

公園の整備・管

理 

 

◎地域住民による公園の維持管理（清掃、除草、花壇の整備など）を支援する。 建 設 課 

計画： 公園愛護団体で、市内公園の清掃、除草等の作業を予定するとともに、公

園愛護団体のない公園について、会の設立を図っていく｡また必要な作業用

品の配布を行う。 

実績： 公園愛護団体 ２団体増 

R4計画： 公園愛護団体で、市内公園の清掃、除草等の作業を予定するとともに、公

園愛護団体のない公園について、会の設立を図っていく｡また必要な作業用

品の配布を行う。 

○地域住民のふれあいの場を創出するため、公園の整備・管理を推進する。 

計画： 野守の池の水質浄化、水質検査を継続して実施していく。 

実績： ＥＭ菌を用いた野守の池の水質浄化、水質検査を行った。 

渡り鳥の飛来、アオコ発生回数の激減、悪臭の緩和などの効果が現れてき

た。 

R4計画： 引き続き、野守の池の水質浄化、水質検査を継続して実施していく。 
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取組内容 取組内容の詳細 担当課 

野
生
動
植
物 

鳥獣被害防止の

取組の推進 

○農林産物に被害を与える野性鳥獣について、被害実態調査を基にした鳥獣被害防

止計画の見直しを行い、計画に基づいた被害防止の取組を推進する。 

農林整備課 

計画： 農林産物や生活環境に被害を与える野生鳥獣について、防除及び捕獲によ

り、被害防止の取組を推進する。 

実績： ①防除については、農家や集落に対して、防護柵やわな等の設置に要する

経費の１/３以内（上限100,000円）で補助金を交付した。（有害鳥獣防護

柵等設置事業費補助金） 

件数 51件 補助金 1,610,000円 

②捕獲については、市内３猟友会に年間委託し、許可に基づき捕獲を実施

し、捕獲報償金を交付した。委託金合計 1,540,000円 

イノシシ287頭、ニホンジカ99頭、サル1頭、タヌキ33頭、アナグマ16頭、

ハクビシン28頭、カラス4羽、カモシカ６頭 報償金交付合計3,493,500円 

R4計画： 農林産物や生活環境に被害を与える野生鳥獣について、防除及び捕獲によ

り、被害防止の取組を推進する。 

特定外来生物＊

の啓発 

○特定外来生物に関する情報を収集し、市民・事業者に対して啓発を図る。 環 境 課 

計画：県の施策に協力し、特定外来生物に関する情報収集と市民への対応に努める。

実績： 市民からの問い合わせに応じ、特定外来生物の目撃情報を調査する。令和

３年度はヒアリ疑いの問い合わせが２件あり対応し、ヒアリでないことを

確認した。 

R4計画： 県の施策に協力し、特定外来生物に関する情報収集と市民への対応に努める。

 

 

 

取組の方向 2-1 公害対策を進める 

数値目標 

指標名 

H29年度 

（2017） 

基準値 

R3年度 

（2021） 

現状値 

Ｒ4年度 

（2022） 

最終目標 

最終目標に対

する達成率 
方向 

公害苦情件数 

（同年度に2回以上入った 

同一苦情の年間件数） 

６件 ２件 ５件 良好 ↓ 

市の施策 

取組内容 取組内容の詳細 担当課 

公
害
苦
情 

公害苦情への対

応 

◎公害苦情に速やかに対応するとともに、公害発生源には立入検査などの適切な指導

を行う。 

環 境 課 

計画： 公害苦情に対する対応と立入調査の実施。 

実績： 大気汚染５件、野焼き10件、騒音９件、悪臭７件の合計31件の公害苦情に対

応し立ち入り調査等を実施した。 

また、これらのうち原因者が同じ苦情は１件あった。 

R4計画： 公害苦情に対する対応と立入調査の実施。 

水質事故への対

応 

○国・県と連携した対応体制の確立により、水質事故の拡大防止を図る。 

計画： 水質事故の拡大防止を図る。 

実績： 令和３年度は大きな水質事故はなかった。 

R4計画： 水質事故の拡大防止を図る。 

環境保全協定＊

の締結 

○事業者と環境保全協定を締結し、公害の未然防止を図る。 

計画： 市内事業所と環境保全協定を締結する。 

実績： 令和３年12月に新たに２事業所と協定を締結した。 

合計16事業所となった。 

R4計画： 締結事業所の増加を図る。 

 

 

2 生活環境の保全 
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取組の方向 2-2 きれいな水を守る 

数値目標 

指標名 

H29年度 

（2017） 

基準値 

R3年度 

（2021） 

現状値 

Ｒ4年度 

（2022） 

最終目標 

最終目標に対

する達成率 
方向 

大井川の環境基準（BOD）達成 

率 
100％ 83％ 100％ 要改善 → 

市 内 中 小 河 川 の 環 境 基 準

（BOD）達成率 
100％ 100％ 100％ 良好 → 

公共下水道普及率（注１） 10.9％ 11.9％ 13.7％ 34.5％ ↑ 

生活雑排水処理率 61.7％ 69.69％ 66.1％ 100％ ↑ 

注１ 供用開始区域内人口÷ 行政区域内人口×100％ で算出されます。 

 

市の施策 

取組内容 取組内容の詳細 担当課  

水
質
汚
濁 

水質汚濁に対

する規制・指導 

◎工場排水による環境負荷を低減するため、水質汚濁防止法に基づく規制・指導

を行う。 

環 境 課 

計画： 静岡県とともに工場排水の立入調査及び指導を実施する。 

実績： 15事業所に対し立入調査及び指導を実施した。 

R4計画： 静岡県とともに工場排水の立入調査及び指導を実施する。 

水質調査・水生

生物調査＊の実

施 

○市内河川における水質調査を定期的に実施するとともに、工場排水の監視を行

う。 

計画： 市内河川の水質調査を実施する。 

実績： ９ヵ所中ＳＳ、ＢＯＤで各々１か所の超過が見られたが、ＳＳは降雨の、

ＢＯＤは渇水の影響と考えられる。 

R4計画： 市内河川の水質調査を実施する。 

水
質
汚
濁 

水質調査・水生

生物調査＊の実

施 

○市内河川の水質状況を把握するため、水生生物調査を実施する。 環 境 課 

計画： 市政出前講座ふれあいしまだ塾「川の汚れについて」を市民からの依頼

に応じて実施する。 

水生生物調査を実施する。 

実績： 市政出前講座は応募者がいなかった。 

市内４河川13地点について水生生物調査を実施した。 

R4計画： 市政出前講座ふれあいしまだ塾「水の生きものが教える川のよごれ～水

生生物を用いた水質汚濁調査～」を市民からの依頼に応じて実施する。 

水生生物調査を実施する。 

生活排水の適正

処理の推進 

◎生活排水による水質悪化を低減させるため、公共下水道の整備を実施する。 下 水 道 課 

計画： 汚水浄化の質を落とさず、高分子凝集剤と次亜塩素酸ナトリウムの使用

量を削減し、環境負荷軽減を図る。 

上記２つの薬剤に使用量の目標基準値を設定して毎月チェックすると

ともに、その結果を課内で供覧し、環境への意識を高める。 

実績： 次亜塩素酸ナトリウムの使用量を月平均0.51ｇ/㎥削減した。 

高分子凝集剤と次亜塩素酸ナトリウムの使用量の目標基準値を設定し

て毎月チェックし、供覧した。 

R4計画： 汚水浄化の質を落とさず、高分子凝集剤と次亜塩素酸ナトリウムの使用

量を削減し、環境負荷軽減を図る。 

上記２つの薬剤に使用量の目標基準値を設定して毎月チェックすると

ともに、その結果を課内で供覧し、環境への意識を高める。 
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取組内容 取組内容の詳細 担当課 

水
質
汚
濁 

生活排水の適正

処理の推進 

◎合併処理浄化槽＊の設置及び単独処理浄化槽＊からの付け替えを促進するた

め、設置に対して補助金の交付を行う。 

下水道課 

計画： 合併処理浄化槽設置補助件数317件（うち単独処理浄化槽からの付け替え

100基）を計画している。 

実績：合併処理浄化槽設置補助件数307件(うち単独処理浄化槽からの付替え

101件）を実施した。 

R4計画： 合併処理浄化槽設置補助件数317件（うち単独処理浄化槽からの付け替え

100基）を計画している。 

○合併処理浄化槽の適正な管理について指導を行う。 

計画：合併処理浄化槽の適正な維持管理の啓発を、静岡県中部健康福祉センター、一般

財団法人静岡県生活科学検査センター（以下生活科学検査センター）及び市内業

者と協力して行い、市内河川の水質向上を図る。 

実績：静岡県中中部健康福祉センター、生活科学検査センター及び市内業者と協力し、

合併処理浄化槽の維持管理に係る巡回による指導、法定検査受検の案内通知送付

等を実施した。 

R4計画： 合併処理浄化槽の適正な維持管理の啓発を、静岡県中部健康福祉センター、生活

科学検査センター及び市内業者と協力して行い、市内河川の水質向上を図る。 

浄水処理施設の

維持管理 

◎老朽化したクリーンセンターの長寿命化対策として、環境省の交付金事業（汚

泥再生処理センター）で整備を進める。 

下 水 道 課 

環 境 課 

計画： なし（令和２年度更新工事完了） 

実績： なし（令和２年度更新工事完了） 

R4計画： なし（令和２年度更新工事完了） 

◎島田浄化センターでは供用開始後に27年が経過し、施設・設備共に老朽化が進

んでいる。このため、令和５年度に「下水道ストックマネジメント計画」を策定

し、施設の耐震化・改築更新事業を進め、安全で安定した施設の稼働を行う。ま

た、ストックマネジメントを実施するまでの期間、突発的な設備の不具合が発生

した場合、コスト縮減を図るなかで修繕工事を実施する。 

計画： 緊急性や突発的な施設の修繕工事を行う。 

実績： 突発的な施設、整備の損壊、故障等により短期的な修繕工事（４件）を

実施した。 

R4計画： 令和５年度に「下水道ストックマネジメント計画」を作成するため、関

係機関（国・県）と協議を行い令和６年度より事業着手できるように進

める。また、緊急を要する設備においてはコスト縮減を図るなかで修繕

工事を実施していく。 

○浄化センター、クリーンセンターなど今後計画される広域化・共同化を視野に

入れながら、適切な維持管理に努めるとともに、老朽化した住宅団地汚水処理施

設については、改修を進める 

計画： 広域化･共同化について、県内中部の自治体、西部の自治体と協議を行

っていく。老朽化している月坂団地の処理施設の原水流量計設置工事及

び管理棟等アルミドア改修工事を実施する。 

実績： 老朽化している月坂団地の処理施設の原水流量計設置工事及び管理棟

等アルミドア改修工事を実施した。 

R4計画： 広域化･共同化について、県内中部の自治体、西部の自治体と協議を行

っていく。老朽化している伊太住宅団地の汚水管渠更生工事及び月坂団

地処理施設の受変電設備の更新工事を実施する。 

 

 

取組の方向 2-3 きれいな空気を守る 

数値目標 

指標名 

H29年度 

（2017） 

基準値 

R3年度 

（2021） 

現状値 

Ｒ4年度 

（2022） 

最終目標 

最終目標に対

する達成率 
方向 

大気汚染物質の環境基準達成率 

（注１） 
100％ 100％ 100％ 良好 → 

注１ 二酸化硫黄＊、二酸化窒素＊、浮遊粒子状物質＊の環境基準達成率 
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市の施策 

取組内容 取組内容の詳細 担当課 

大
気
汚
染 

大気汚染に対

する規制・指導 

◎工場・事業所の排出ガスによる環境負荷を低減するため、大気汚染防止法に基づく規

制・指導を行う。 

環 境 課 

計画： 静岡県とともに工場ばい煙等の立入調査及び指導の実施を行う。 

実績： 18事業所に立ち入り検査を行った。 

R4計画： 静岡県とともに工場ばい煙等の立入調査及び指導の実施を行う。 

大
気
汚
染 

大気汚染物質

の常時監視測

定 

 

○県と連携して、大気汚染物質の常時監視測定を実施する。 環 境 課 

計画： 大気汚染物質の常時監視測定を行う。 

実績： 市内３か所（島田市役所、初倉小学校、六合小学校）にて大気汚染物質の常時 

監視測定を実施し、結果は基準値内であった。 

R4計画： 大気汚染物質の常時監視測定を行う。 

○光化学オキシダント注意報・警報発令時は、速やかに関係機関に情報を伝達するととも

に、同報無線による広く市民に対して周知を行う。 

計画： 光化学オキシダント注意報・警報発令時には速やかな情報伝達を実施する。 

実績： 光化学オキシダント対応マニュアルを作成し、危機管理課や宿直へ配布した。

今年度も光化学オキシダント注意報・警報発令はなかった。 

R4計画： 光化学オキシダント注意報・警報発令時には速やかな情報伝達を実施する。 

低公害車の導

入 

 

◎公用車への低公害車の導入を進める。【再掲4-4】 資産活用課 

計画： 令和３年度４月の新車リース車両５台は、リース会社との協議により低公害車を

導入する。 

実績： 令和３年度は、低公害車を５台導入した。 

R4計画： 令和４年度更新予定のリース車両10台はすべて低公害車を導入する。 

○低公害車の導入に関する情報提供を行い、市民・事業者への普及啓発を図る。【再掲

4-4】 

環 境 課 

計画： 市内に設置されたＥＶスタンドについて広報やホームページ等で周知す

る。 

実績： 広報、ホームページ等で周知を図った。 

R4計画： 引き続き、広報やホームページ等で低公害車の導入に係る普及啓発を図っ

ていく。 

自動車使用に

よる環境負荷

の低減 

◎エコドライブの普及・啓発を図る。【再掲4-4】 環 境 課 

計画： くらし・消費・環境展等において、エコドライブに関するチラシを配布し、 

エコドライブの啓発を図る。 

実績： コロナ禍によりイベント等の実施はなかった。 

R4計画： イベント出展の際には、チラシや啓発グッズを利用してエコドライブにつ

いて啓発を図る。 

悪
臭 

悪臭に対する

規制・指導 

○複合的な悪臭に対応するため、臭気指数による規制・指導を行う。 環 境 課 

計画： 悪臭に関する苦情の対応を行う。 

実績： ７件の悪臭に関する苦情に対応した。 

R4計画： 悪臭に関する苦情の対応を行う。 

○市民・事業者に対して臭気指数規制について周知を図る。 

計画： 悪臭に関する苦情の対応を行う。 

実績： ７件の悪臭に関する苦情に対応した。 

R4計画： 悪臭に関する苦情の対応を行う。 

 

取組の方向 2-4 静かな環境を守る 

数値目標 

指標名 

H29年度 

（2017） 

基準値 

R3年度 

（2021） 

現状値 

Ｒ4年度 

（2022） 

最終目標 

最終目標に対

する達成率 
方向 

道路交通騒音の環境基準達成率 100％ 100％ 100％ 良好 → 

航空機騒音の環境基準達成率 100％ 100％ 100％ 良好 → 
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市の施策 

取組内容 取組内容の詳細 担当課 

騒
音

・
振
動 

騒音・振動に対

する規制・指導 

◎工場・事業所からの騒音・振動を抑制するため、法令に基づく規制・指導を行うとともに、低

騒音型設備の導入や防音対策の徹底を指導する。 

環 境 課 

計画： 環境保全協定締結事業所の騒音・振動の測定を実施する。 

実績： 14事業所の騒音・振動測定を実施し、結果は基準値内であった。 

R4計画： 環境保全協定締結事業所の騒音・振動の測定を実施する。 

○生活騒音や振動を抑制するため、広報紙やパンフレットなどを通じた啓発活動に努め

る。 

計画： 騒音・振動の抑制に関する啓発活動を実施する。 

実績： 騒音・振動の法令規制に関するパンフレットを田代環境プラザ窓口に設置 

した。 

R4計画： 騒音・振動の抑制に関する啓発活動を実施する。 

騒音・振動に関

する調査の実

施 

◎市内主要道路において定期的な自動車騒音及び交通量の調査を行う。 環 境 課 

計画： 市内主要道路において自動車騒音及び交通量の調査を実施する。 

実績： 自動車騒音常時監視に係る面的評価を行い、４路線４調査単位区間について

基準点騒音・残留騒音・交通量・走行速度の測定や住宅戸数東の沿道状況調

査を実施。毎年定点的に行われる市内主要道路での調査もあわせて、全ての

箇所で騒音調査結果は基準値内であった。 

R4計画： 市内主要道路において自動車騒音調査等を実施する。 

○航空機による騒音に対しては、県が行っている測定結果を踏まえ、必要に応じて騒音

の低減対策の推進、防音工事の実施を図るよう空港管理者に求める。 

戦略推進課 

計画： 騒音防止協定（航空機騒音対策事業に係る協定書：H27.3.19締結）により対

応する。 

実績： 令和３年度（速報値）は、騒音防止協定に定める騒音値（Lden57㏈）を上回

ることはなかった。 

R4計画： 騒音防止協定（航空機騒音対策事業に係る協定書：H27.3.19締結）により対

応する。 

公共交通機関

の利用促進 

○環境への負荷が少ないバスや鉄道の利用を促進する。【再掲4-4】 生活安心課 

計画： ワクチン接種等、新型コロナウイルス対策の進展を見ながら、公共交通とし

ての運行継続性を確保しつつ、市民の移動需要の回復に合わせ公共交通の利

用を促進する。運行時間については、住民要望をこまめに拾い上げ、利便性

の向上を目指す。 

実績： ホームページ、広報誌における広報や、市公式LINEでもメニューを設置し、

分かりやすい情報提供に努めている。利用者数については、コロナ禍の長期

化に伴う生活様式の変化、また、運行経費低減のために実施した土日祝日ダ

イヤの導入により減少している。R4年度運行に当たり、利用者の声を反映し

た路線及び時刻調整を行った。 

R4計画： ワクチン接種等、新型コロナウイルス対策の進展を見ながら、公共交通とし

ての運行継続性を確保しつつ、市民の移動需要の回復に合わせ公共交通の利

用を促進する。運行時間については、住民要望をこまめに拾い上げ、利便性

の向上を目指す。 

騒
音

・
振
動 

自動車使用に

よる環境負荷

の低減 

◎ノーカーデーを実施し、通勤時の自動車使用による環境負荷の低減に努める。【再掲

4-4】 

環 境 課 

(全課対象） 

計画： 普段、自動車・二輪車で通勤する職員（臨時・嘱託を含む）を対象として、

毎月１回以上実施する。また第３金曜日を集中実施日として実施する。 

実績： 年間実施率は60.3％（前年比0.4％減）、CO2排出削減量は3478kg（前年比

358.6kg増）削減、実施者数は延べ2,861名となった。 

また公共交通利用推進等マネジメント協議会にエコ通勤優良事業所認証を

申請し、取得した 

R4計画： 普段、自動車・二輪車で通勤する職員（臨時・嘱託を含む）を対象として、

毎月１回以上実施する。また、第３週の金曜日を集中実施日として実施する。 

○各種イベント開催時は、公共交通機関や自転車・徒歩による参加を呼びかける。【再

掲4-4】 

計画： イベント開催時に随時呼びかけを行う。 

実績： コロナ禍によりイベント等の実施はなかった。 

R4計画： イベント開催時に随時呼びかけを行う。 
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取組の方向 2-5 有害化学物質対策を進める 

数値目標 

指標名 

H29年度 

（2017） 

基準値 

R3年度 

（2021） 

現状値 

Ｒ4年度 

（2022） 

最終目標 

最終目標に対

する達成率 
方向 

有害化学物質（地下水・土壌）

の環境基準達成率（注１） 
100％ 100％ 100％ 良好 → 

注１ ダイオキシン類、有機塩素化合物、重金属の環境基準達成率 

市の施策 

取組内容 取組内容の詳細 担当課 

有
害
化
学
物
質 

ＰＲＴＲ＊制度

の推進 

○ＰＲＴＲ制度（化学物質排出移動量登録制度）の周知徹底を図り、化学物質の適

正管理を推進する。 

環 境 課 

計画： ＰＲＴＲ制度の周知徹底を図る。 

実績： ＰＲＴＲ制度に関する啓発用パンフレットを田代環境プラザ窓口に設置

した。 

R4計画： ＰＲＴＲ制度の周知徹底を図る。 

ダイオキシン

類濃度の測定

と発生抑制 

◎野焼きの原則禁止を周知するとともに、野焼き行為者に対する指導を行う。 

計画： 野焼きに対する指導と啓発活動を実施する。 

実績： 野焼きの苦情に対する指導や通報を受けての周辺パトロールなどを行っ

た。広報しまだ９月号に野焼き原則禁止の記事を掲載したほか、野焼き禁

止啓発チラシを作成し、必要に応じて配布した。 

R4計画： 野焼きに対する指導と啓発活動を実施する。 

◎クリーンセンターの長寿命化対策に併せて、脱水機を低含水率の機械に更新する

ことで、効率の良い適正な焼却に努める。 

下 水 道 課 

計画： 脱水汚泥の含水率を70％以下とし、田代環境プラザで焼却する。 

実績： 島田市クリーンセンターの脱水汚泥を田代環境プラザで焼却処分。 

令和３年度搬出実績 1,255.44t（5.98t/日） 

R4計画： 脱水汚泥の含水率を70％以下とし、田代環境プラザで焼却する。 

○県と協力し、河川や地下水、土壌中のダイオキシン類濃度を定期的に測定し、監

視を行う。 

環 境 課 

計画： 地下水のダイオキシン類濃度の測定を実施する。 

実績： 市内１箇所（市立六合小学校）の地下水のダイオキシン類濃度の測定を実

施し、結果は基準値内であった。 

R4計画： 地下水のダイオキシン類濃度の測定を実施する。 

塩素系有機溶

剤＊調査の実施 

○地下水、工場排水の塩素系有機溶剤調査を定期的に実施し、監視を行う。 

計画： 地下水、工場排水の塩素系有機溶剤調査を実施する。 

実績： 市内地下水７箇所と事業所排水14箇所の塩素系有機溶剤調査を実施し、結

果は基準値内であった。 

R4計画： 地下水、工場排水の塩素系有機溶剤調査を実施する。 

ごみ焼却施設

の運転管理 

○田代環境プラザから排出されるダイオキシン類などの測定を実施し、国の排出基

準より厳しい地元協定値に基づく運転管理を行う。 

計画： 排ガスに含まれるばいじん・硫黄酸化物等は年６回の測定、また、ダイオ

キシン類は炉毎年２回の測定を実施し、いずれも地元協定値を下回る運転

管理を維持することができた。水銀については炉毎年３回の測定を実施

し、国の基準値を下回る運転管理を維持することができたとともに、連絡

協議会において地元協定値を決定した。 

実績： 排ガスに含まれるばいじん・硫黄酸化物等は年６回の測定、また、ダイオ

キシン類は炉毎年２回の測定を実施し、いずれも地元協定値を下回る運転

管理を維持することができた。水銀については炉毎年３回の測定を実施

し、国の基準値を下回る運転管理を維持することができたとともに、連絡

協議会において地元協定値を決定した。 

R4計画： 排ガスに含まれる①ばいじん、②硫黄酸化物、③窒素酸化物、④塩化水素、

⑤水銀について２カ月に１回以上（ダイオキシン類は炉毎年２回）の検査

を実施し、地元協定値以下の環境目標値を維持した運転を実施する。 
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取組の方向 3-1 ３Ｒ*でごみを減らす 

数値目標 

指標名 

H29年度 

（2017） 

基準値 

R3年度 

（2021） 

現状値 

Ｒ4年度 

（2022） 

最終目標 

最終目標に対

する達成率 
方向 

１人１日当たりごみ排出量 

【再掲3-2】 
852g/人・日 844g/人・日 824g/人・日 要改善 ↓ 

生ごみ処理容器等購入補助件数 61件 24件 70件 要改善 ↑ 

市民意識調査「ごみ・リサイク

ル対策」における重要度(注１) 

85.4％ 

92.6％ 

87.5％ 

96.9％ 

91.5％ 

93.8％ 

（2021） 

34.4% 

100％ 
↑ 

注１ 市民意識調査において「重要」「やや重要」と答えた人の割合  

上段：全体のうちの割合 下段：「わからない」や無回答を除いた割合 

市の施策 

取組内容 取組内容の詳細 担当課 

ご
み
の
発
生
抑
制(

リ
デ

ュ
ー
ス
） 

マイグッズ運

動の推進 

○マイグッズ運動（マイバック、マイボトル、マイカップ、マイ箸など）の一層の推

進を図る。 

環 境 課 

計画： マイグッズ運動の啓発推進を図る。 

実績： 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐために様々なイベントが中止と

なったため、マイグッズ運動推進のＰＲ活動を行うことができなかった。 

R4計画： イベント以外の手段でもマイグッズ運動の啓発推進を図る。 

紙ごみの減量 ○裏紙利用の徹底や印刷配布物の削減に努めるとともに、文書の共有化を図る。 環 境 課 

(全課対象） 計画： ＯＡ用紙使用量（Ａ４換算）【行政総務課集中管理分】：7,181,000枚（前年度

から１％削減） 

実績： ＯＡ用紙使用量（Ａ４換算）【行政総務課集中管理分】：7,786,750枚 

R4計画： ＯＡ用紙使用量（Ａ４換算）【行政総務課集中管理分】：7,709,000枚（前年度

から１％削減） 

ご
み
の
再
利
用(

リ
ユ
ー
ス
） 

生活用品活用

バンクの利用

促進 

○市民同士が情報交換し、不用になった生活用品の有効活用を図る「生活用品活用バ

ンク」の利用促進を図る。 

生活安心課 

計画： 継続的に市民に対し「物を大切にする心」を育み、浸透させていく必要があ

るため、ホームページの用品情報を詳細に掲載することで利便性を高め、「生

活用品活用バンク」の利用者及び成立件数の増加に努める。 

実績： 市のホームページに登録用品を掲載することで広く市民に周知し、利用者及

び成立件数の増加に努めた。令和３年度実績 譲ります124件、譲ってくださ

い137件、成立件数61件 

R4計画： 継続的に市民に対し「物を大切にする心」を育み、浸透させていく必要があ

るため、ホームページの用品情報を詳細に掲載することで利便性を高め、「生

活用品活用バンク」の利用者及び成立件数の増加に努める。 

 

3 資源循環の推進 
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取組内容 取組内容の詳細 担当課 

ご
み
の
再
利
用(

リ
サ
イ
ク
ル
） 

図書の有効活

用 

○図書館資料として使命を終えた本や保存期間が満了した雑誌を除籍し、市内の団体

や個人に無料配布することで資料の有効活用を図る。 

図 書 館 課 

計画： 【島田図書館】資料をより有効活用するため、今年度も無料配布を実施し、

ごみとして排出する古書の数量を減らす。なお、無料配布の実

施日に残った資料は、後日図書館入口に設置するなど、広く持

ち帰っていただく機会を設け、配布率95％以上を目指す。 

【金谷図書館】資料の配布率を昨年度と同様に95％とし、リユースの周知及

び推進を図り、ごみとして排出する古書の数量を減らす。 

【川根図書館】資料の配布率を95％とし、リユースの周知及び推進を図り、

ごみとして排出する古書の数量を減らす。 

実績： 【島田図書館】来場者数336人（令和２年度 346人）配布資料数6,839冊配布

実績数6,636冊（令和４年３月末時点）配布率：97% 

【金谷図書館】来場者数221人（令和２年度 193人）配布資料数4,713冊配布

実績数4,658冊（令和４年３月末時点）配布率：98.8% 

【川根図書館】来場者数113人(２日間、令和２年度150人)配布資料数686冊 

配布実績数683冊（令和４年３月末時点）配布率：99.6% 

※３館とも市民への無料配布実施後も配布を継続した。 

R4計画： 【島田図書館】資料をより有効活用するため、今年度も無料配布を実施し、

ごみとして排出する古書の数量を減らす。なお、無料配布の

実施日に残った資料は、後日図書館入口に設置するなど、広

く持ち帰っていただく機会を設け、配布率95％以上を目指す。 

【金谷図書館】資料の配布率を前年度比１％増の99％を目標とし、リユースの

周知及び推進を図り、ごみとして排出する古書の数量を減らす。

【川根図書館】資料の配布率を前年度と同様に95％を目標とし、リユースの周

知及び推進を図り、ごみとして排出する古書の数量を減らす。 

資源回収の推

進 

◎古紙、ペットボトル、白色トレイ、牛乳パックなどの資源回収を推進する。 環 境 課 

計画： ①定期的な回収、適正な処理ルートにより資源回収を推進し、リサイクルの

取り組みを強化する。 

②スーパー・事業者へペットボトル・トレイ・牛乳パックの拠点回収協力を

求め、ごみのポイ捨て、ごみの散乱を防ぎ資源の再利用化を促進する。 

③古布類及び雑紙の分別回収の推進を図る。 

実績： ①古紙387t、ペットボトル188t、白色トレイ12t、紙パック19t等を回収し、

資源化を図った。 

②スーパー・事業者25店舗で拠点回収を行い、ごみの散乱防止と再利用・再

資源化を促進した。 

R4計画： ①定期的な回収、適正な処理ルートにより資源回収を推進し、リサイクルの

取組を強化する。 

②スーパー・事業者へペットボトル・トレイ・牛乳パックの拠点回収協力を

求め、ごみのポイ捨て、ごみの散乱を防ぎ資源の再利用化を促進する。 

③古布類及び雑紙の分別回収の推進を図る。 

◎集団回収を実施している団体への支援を行う。 

計画： 行政回収から集団回収に移行する団体が増えるように、環自協総会などで働

きかけていく。古紙等資源を集団回収する団体に対し、その実績に応じて奨

励金を交付する。 

実績： 古紙等資源を963,857.5kg回収し、130団体(延べ708団体)に奨励金3,902,118

円を交付した。コロナ禍による会議の書面決議及び時間短縮のため、環自協

会議において行政回収から集団回収への移行呼び掛けができなかった。 

R4計画： 行政回収から集団回収に移行する団体が増えるように環自協総会などで働き

かけていく。古紙等資源を集団回収する団体に対し、その実績に応じて奨励

金を交付する。 

廃食用油の回

収と精製され

た燃料の活用 

○使用済み廃食用油を回収するとともに、廃食用油から精製された燃料の活用を図る。

【再掲4-3】 

環 境 課 

計画： 島田市内で排出された廃食用油を、燃料等として活用するとともに、廃食用

油回収について啓発を図る。 

実績： 各家庭から6,750Lの廃食用油を回収し、市民への啓発を図った。回収油につ

いては売り払い先で燃料として活用している。 

R4計画： 島田市内で排出された廃食用油を、売り払い先で燃料等として活用するとと

もに、廃食用油回収について啓発を図る。 
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取組内容 取組内容の詳細 担当課 

ご
み
の
再
利
用(

リ
サ
イ
ク
ル
） 

ごみ資源化の

推進 

○田代環境プラザでのごみ資源化（スラグ・メタル）を推進し、利活用を図る。 環 境 課 

計画： 全量有効利用を図る。 

実績： スラグ売払い量1532.89t、無償分0t  合計1532.89t 

売払い金額   252,930円 

メタル売払い量 327.23t 

売払い金額    53,893円 

R4計画： 全量有効利用を図る。 

○剪定枝の堆肥化を推進する。 

計画： 田代環境プラザで剪定枝の堆肥化、販売・配布を実施し、草木系廃棄物の有

効利用を図る。 

実績： 剪定枝搬入量16.85t、資源化（腐葉土）量7.35t、販売量7.08t 

R4計画： 田代環境プラザで剪定枝の堆肥化、販売、配布を実施し、草木系廃棄物の    

有効利用を図る。 

生ごみの減量

及び堆肥化の

推進 

◎食品関連事業者から排出される生ごみの減量及び堆肥化を推進する。 環 境 課 

計画： 田代環境プラザで生ごみの堆肥化、販売・配布を実施する。 

実績： 生ごみ搬入量49.29t、資源化（堆肥）量2.70t、販売量2.54t 

R4計画： 田代環境プラザで生ごみの堆肥化、販売・配布を実施する。 

◎家庭から排出される生ごみの資源化を促進するため、生ごみ処理容器などの購入に

対して補助金を交付する。 

計画： 生ごみ処理容器等の購入に対して補助金を交付し、家庭から排出される生ご

みの資源化を促進する。 

実績： コンポスト＊６台、ボカシ２台、生ごみ処理容器10台、キエーロ６台の計24

台に対して補助金を交付した。 

R4計画： 生ごみ処理容器等の購入に対して補助金を交付し、家庭から排出される生    

ごみの資源化を促進する。 

○生ごみ資源化の手法について調査・研究を行う。 

計画： キエーロ（生ごみ完全分解処理容器）＊の普及啓発事業の推進を図る。 

実績： 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐために様々なイベントが中止と

なったため、十分なＰＲ活動を行うことができなかった。 

R4計画： キエーロ（生ごみ完全分解処理容器）の普及啓発事業の推進を図る。 
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取組の方向 3-2 ごみを正しく処理する 

数値目標 

指標名 

H29年度 

（2017） 

基準値 

R3年度 

（2021） 

現状値 

Ｒ4年度 

（2022） 

最終目標 

最終目標に対

する達成率 
方向 

１人１日当たりごみ排出量 

【再掲3-1】 
852g/人・日 844g/人・日 824g/人・日 要改善 ↓ 

市の施策 

取組内容 取組内容の詳細 担当課 

ご
み
の
適
正
処
理 

分別収集の啓

発 

◎わかりやすいごみカレンダーを作成・配布し、市民への分別収集への意識を啓発

する。 

環 境 課 

計画： ごみ収集カレンダーを拡充し、より具体的でわかりやすい内容にするため

の検討を行う。 

実績： 38,000部のごみ収集カレンダーを作成した。また、内容を拡充し、町内会

別に包装して使送による各戸配布した。 

R4計画： ごみ収集カレンダーを拡充し、より具体的でわかりやすい内容にするため

の検討を行う。 

ご
み
の
適
正
処
理 

ごみ処理施設

の適正管理 

○田代環境プラザ・最終処分場＊を適正に維持管理する。 環 境 課 

計画： 田代環境プラザ 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（環境省）を遵守し管理する。 

最終処分場 

一般廃棄物最終処分場に係る技術上の基準を定める省令（環境省）を遵守

維持管理するほか、一般廃棄物最終処分場廃止の技術上の基準に則った水

質検査、埋立地ガスの発生状況等の環境モニタリングを実施する。 

実績： 田代環境プラザ 

燃焼室中のガス温度等の各種基準値を遵守したほか、基幹設備の溶融炉内

部や燃焼室内部等を点検整備し、適正な維持管理に努めた。 

最終処分場 

一般廃棄物最終処分場に係る技術上の基準を定める省令（環境省）を遵守

し管理した。一般廃棄物最終処分場の廃止の技術上の基準に則った水質検

査、埋立地ガスの発生状況等の環境モニタリングを実施した。また、静岡

県廃棄物リサイクル課に廃止確認申請を行い受理され、令和４年2月28日付

で廃止が確認された。 

R4計画： 田代環境プラザ 

一般廃棄物処理施設維持管理の技術上の基準を遵守する。 

最終処分場 

廃止は確認されたが残っている水処理施設については適正に管理を実施す

る。 

○新たな最終処分場について検討する。 

計画： 外部委託を進めるとともに、新処分場の候補地についても継続して調査を

行う。 

実績： 田代環境プラザから排出される溶融飛灰の処理については、自区域内（市

内）処理が原則であるが、災害時の不測の事態や市内での処理が困難な場

合を考慮し、外部処理委託先を複数分散し、西は三重県内、東は秋田県内

の処分業者とそれぞれ運搬処理委託を締結し処理を実施した。 

溶融飛灰処理については、当面、外部委託を進める方針だが、新たな外部

委託先等について情報収集を行った。 

R4計画：引き続き外部委託を進めるとともに、新たな外部委託先について情報収集

を行う。新処分場の候補地についても継続して調査を行う。 



- 62 - 

取組内容 取組内容の詳細 担当課 

事業者ごみの

適正処理 

○事業者が排出するごみについては、排出者の自己処理責任に基づく適正処理を指

導する。 

環 境 課 

計画： 島田市の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者が許可の条件のとおり適正

に処理を行うよう指導する。また、環境衛生自治推進協議会総会や商工会

議所等の広報誌において、啓発を図る。 

実績： 一般廃棄物処理業許可業者に田代環境プラザ搬入検査を１回実施し、許可

条件と併せ、指導を行った。さらに、産業廃棄物を混入するなどの排出事

業者には直接訪問指導を行った。また、コロナ禍により環自協の会議での

適正処理の啓発はできなかったが、商工会議所の会報等に啓発記事を掲載

し、周知を図った。 

R4計画： 島田市の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者が許可の条件のとおり適正

に処理を行うよう指導する。また、環境衛生自治推進協議会総会や商工会

議所等の広報紙において、啓発を図る。 

 

取組の方向 3-3 ごみのないまちづくりを進める 

数値目標 

指標名 

H29年度 

（2017） 

基準値 

R3年度 

（2021） 

現状値 

Ｒ4年度 

（2022） 

最終目標 

最終目標に対

する達成率 
方向 

環境美化活動参加団体数（注１） 140団体 82団体 145団体 要改善（注２） ↑ 

不法投棄監視パトロール実施回

数 
５回/年 4回/年 ５回以上/年 要改善 → 

注１ 市内一斉美化活動、リバーフレンドシップ、ボランティア・サポート・プログラム＊、アダプト・ロード＊・プログラムの参加団体数 

注２ コロナ禍による影響が大きいため要観察 

市の施策 

取組内容 取組内容の詳細 担当課 

環
境
美
化 

ごみのないま

ちづくりの推

進 

○「ごみのない美しいまちづくり条例」に基づき、ごみのポイ捨て、ごみの散乱を防ぐ。環 境 課 

計画： 不法投棄パトロール実施時にカンバン等の設置を行い、ごみのポイ捨て、

ごみの散乱を防ぎ資源の再利用化を促進する。 

実績： 不法投棄パトロール実施時に不法投棄防止啓発カンバン等の設置を行い、

ごみの散乱を防ぎ資源再利用化を促進した。 

パトロール地域は初倉地区、金谷地区、島田西部地区、川根地区。 

※島田東部地区につては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止し

た。 

R4計画： 不法投棄パトロール実施時にカンバン等の設置を行い、ごみのポイ捨て、

ごみの散乱を防ぎ資源の再利用化を促進する。 

環境美化活動

の推進 

 

◎市内一斉環境美化活動を実施し、環境美化の意識高揚を図る。【再掲5-3】 環 境 課 

計画： 市内一斉環境美化活動（川ざらい）を実施し、河川等の清掃作業を行う。 

実績： 市内一斉環境美化活動（川ざらい）を実施し、河川等の清掃作業を行った。 

82町内会実施・土のう袋搬入767.2ｔ 

R4計画： 市内一斉環境美化活動（川ざらい）を実施し、河川等の清掃作業を行う。 

◎地域住民によるごみ拾いなどの環境美化活動を推進する。【再掲5-3】 

計画： 環境衛生自治推進委員によるごみ集積場のパトロールを実施する。 

地域住民によるごみ拾い奉仕活動の協力を行う。 

実績： ９月の環境衛生月間に予定していた六合地区の集積場パトロールは、新型

コロナウイルス感染拡大防止のため中止した。 

地域住民で行う奉仕作業で集められたごみの回収に協力した。 

R4計画： 環境衛生自治推進委員によるごみ集積場のパトロールを実施する。 

地域住民によるごみ拾い奉仕活動の協力を行う。 
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取組内容 取組内容の詳細 担当課 

○ボランティア・サポート・プログラムによる道路の環境美化活動を支援する。【再掲

5-3】 

環 境 課 

計画： ボランティア・サポート・プログラム＊に基づき、地域住民や団体等の自

主的な活動による環境美化活動を推進する。 

実績： 国道１号線インターチェンジ周辺の環境美化活動を行う８団体を支援し

た。１団体が高齢化のためにボランティア・サポート・プログラムをとり

やめる意向を示したため、それに対応した。 

R4計画： ボランティア・サポート・プログラムに基づき、地域住民や団体等の自主

的な活動による環境美化活動を推進する。 

不
法
投
棄 

不法投棄の防

止 

○ごみの不法投棄を防止するため、パトロールなどの監視を実施するとともに、市民・

事業者への啓発を行う。 

環 境 課 

計画： 環境衛生自治推進委員による不法投棄パトロールを実施し、環境美化活動 

の推進に努める。 

実績： 年４回の不法投棄パトロールを実施し不法投棄物の回収を行った。 

パトロール地域は初倉地区、金谷地区、島田西部地区、川根地区。 

※島田東部地区につては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止し

た。 

R4計画： 環境衛生自治推進委員による不法投棄パトロールを実施し、環境美化活動 

の推進に努める。 

 

取組の方向 3-4 グリーン購入・地産地消を進める 

数値目標 

指標名 

H29年度 

（2017） 

基準値 

R3年度 

（2021） 

現状値 

Ｒ4年度 

（2022） 

最終目標 

最終目標に対

する達成率 
方向 

市役所でのグリーン購入＊調達率 91.4％ 99.1％ 90.0％以上 良好 → 

学校給食への地場産物の導入割

合（重量ベース） 
38.2％ 27.31％ 40％以上 要改善 ↑ 

市の施策 

取組内容 取組内容の詳細 担当課 

グ
リ
ー
ン
購
入 

グリーン購入の

推進 

◎環境に配慮した製品を優先的に購入するグリーン購入を推進する。 全 課 

計画： 市の物品購入は可能な限りグリーン購入とし、グリーン調達率90％以上を

目標とする。 

実績： 対象品目の購入のうち、全体平均の99.1％をグリーン購入で調達できた。 

R4計画： 市の物品購入は可能な限りグリーン購入とし、グリーン調達率90％以上を

目標とする。 

地
産
地
消
＊ 

地場産物の販路

の確保 

◎朝市グループ、ＪＡ大井川、市民グループと市が連携し、地場産物の直売所や小

売店への地場産物販売コーナーの設置を進める。 

農業振興課 

計画： まんさいかんや川根温泉道の駅の売店、ジャパンバザールなどで継続的に

地場産物の販売を行う。 

賑わい交流拠点の計画を推進する。 

島田市農業祭実行委員会を組織し、島田産業まつり（農業祭）に参加し、

地場産物等の販売を行う。 

実績： 島田市地元農産物販売支援事業実行委員会を組織し、新型コロナウイルス

感染症対策を施した島田市農業祭を実施した。 

日時：令和３年11月13日（土） 

参加団体数：８団体 

R4計画： まんさいかんや川根温泉道の駅の売店、ジャパンバザールなどで継続的に

地場産物の販売を行う。 

賑わい交流拠点の計画を推進する。 

島田市農業祭実行委員会を組織し、島田産業まつり（農業祭）に参加し、

地場産物等の販売を行う。 
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取組内容 取組内容の詳細 担当課 

生産者・流通業

者・消費者の交

流の場の構築 

○地産地消について、生産者・流通業者・消費者が望ましいあり方や推進について

検討する場づくりを進める。 

農業振興課 

計画： 島田市地産地消推進連絡会を開催し、生産者、消費者、農協、行政が地産

地消の推進について検討する。 

実績： 島田市地産地消推進連絡会を令和３年９月22日（水）に開催し、生産者、

消費者、農協、行政で意見交換を行った。 

R4計画： 島田市地産地消推進連絡会を開催し、生産者、消費者、農協、行政が地産

地消の推進について検討する。 

地産地消＊の普

及啓発 

○地産地消に関する情報を提供して消費者の関心を高めるとともに、各種イベント

を通して地場産物の消費拡大を図る。 

農業振興課 

計画： ①市のホームページや関係団体・市内施設等へ朝市マップを配布し、朝市

の開催情報を発信し、地産地消の推進を図っていく。 

②地産地消イベントの情報発信を行う。 

③各種イベントに参加し、生産者と消費者が直接交流する機会をつくるこ

とにより地産地消の推進を図る。 

④野菜栽培講習会を開催し、地産地消への関心を高める。 

実績： 朝市マップの配布及びホームページ・広報によるイベント情報の発信を行

った。 

R4計画： ①市のホームページや関係団体・市内施設等へ朝市マップを配布し、朝市

の開催情報を発信し、地産地消の推進を図っていく。 

②地産地消イベントの情報発信を行う。 

③各種イベントに参加し、生産者と消費者が直接交流する機会をつくるこ

とにより地産地消の推進を図る。 

④野菜栽培講習会を開催し、地産地消への関心を高める。 

○地産地消を学ぶ機会とするため、親子料理教室を開催する。 学校給食課 

計画： 生産者の学校訪問 20人 

実績： 新型コロナウイルス感染防止のため学校訪問は行わず、生産者の紹介ＤＶ

Ｄを作成して学校にて上映した。 

R4計画： 今年度もＤＶＤを作成して学校で上映する。  

地
産
地
消
＊ 

学校給食への地

場産物の導入 

◎地場産物及び環境に配慮した農業で生産された農産物を積極的に学校給食へ導入

する。 

学校給食課 

計画： 地場産物使用量を重量、品目ともに40％を目標とする。 

実績： 重量27.31％ 品目37.50％ 

島田市産の米の不作により島田市以外の県内産の米を使用したため、40％

を下回った。 

R4計画： 島田市産農産物を重量、品目ともに40％を目標とする。 

○地産地消を進めるため、生産者等で構成する学校給食地産地消推進連絡会を開催

し、学校給食の需要を考慮した生産計画がたてられるよう情報を共有する。 

計画： 学校給食課単独にて地産地消連絡会を１回開催する。 

実績： 新型コロナウイルス感染防止の為、今年度は連絡会を開催できなかった。 

R4計画： 学校給食での地産地消の推進のため、連絡会のあり方について見直しを図

っていく。 

地域産木材を使

用した地域エコ

住宅の普及 

○島田市土地開発公社が販売する分譲地オレンジタウン神座について、「大井川流

域産材」を使用した木造住宅を新築する方を対象に分譲住宅価格の割引を行う。 

内陸ﾌﾛﾝﾃｨｱ

推進課 

計画： 割引制度を延長し、「大井川流域産材」の利用促進を図り、地域エコ住宅

の普及・促進を図る。 

実績： ０件 

R4計画： 割引制度を延長し、引続き「大井川流域産材」の利用促進を図り、地域エ

コ住宅の普及・促進を図る。 
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取組の方向 4-1 地球温暖化対策を進める 

数値目標 

指標名 

H29年度 

（2017） 

基準値 

R3年度 

（2021） 

現状値 

Ｒ4年度 

（2022） 

最終目標 

最終目標に対

する達成率 
方向 

１人当たり二酸化炭素排出量 
9.9t-CO2/年

(201４) 

9.3ｔ-CO2/年 

(2017) 

9.4t-CO2/年 

(2022) 
100% ↓ 

島田市役所の温室効果ガス＊ 

総排出量 

29,919 

ｔ-CO2/年 

27,554 

ｔ-CO2/年 

27,078 

ｔ-CO2/年 
83.2％ ↓ 

家庭版環境マネジメント事業＊ 

参加人数 1,055人/年 1,217人/年 1,000人/年 良好 → 

エコアクション2１＊認証取得 

事業所数（累計） 
79事業所 79事業所 84事業所以上 要改善 ↑ 

市民意識調査「地球環境対策や自

然環境の保全」における重要度※ 

73.7％ 

86.3％ 

70.5％ 

75.2％ 

77.2％ 

85.6％ 

（2021） 

要改善 ↑ 

※市民意識調査において「重要」「やや重要」と答えた人の割合  

上段：全体のうちの割合 下段：「わからない」や無回答を除いた割合 

市の施策 

取組内容 取組内容の詳細 担当課 

地
球
温
暖
化
対
策 

総合的な温暖化

対策を目指した

取組の推進 

◎島田市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）に基づく取組を推進し、市の事務

事業から排出される温室効果ガス排出量の削減に努める。 

環 境 課 

計画： 温室効果ガス排出量 27,668t-CO2／年 平成25年度比 △19.5％ 

実績： 温室効果ガス排出量 27,554t-CO2／年 平成25年度比 △19.8％ 

R4計画： 温室効果ガス排出量 27,254t-CO2／年 平成25年度比 △20.7％ 

○市・市民・事業者が一体となり、市全体の温室効果ガス排出量の削減を目指す「地

球温暖化対策実行計画（区域施策編）」を策定し、計画に対する進捗状況の管理を

行う。 

計画： 「島田市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」について環境報告書に掲

載し、多くの市民事業者に周知する。 

実績： 「島田市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」について環境報告書に掲

載し、多くの市民事業者に周知した。 

R4計画： 「島田市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」について環境報告書に掲

載し、多くの市民事業者に周知する。また、H30,R1年度分の温室効果ガス

排出量の算定を行う。 

オゾン層＊破壊

物質の適正管理 

○フロン排出抑制法に基づく適正な管理を実施し、地球温暖化対策に寄与する。 環 境 課 

計画： フロン排出抑制法に基づく適正な管理を対象機器所管課に周知するととも

に、フロン漏えい量の算定を実施する。 

実績： 第一種特定製品の対象機器を所管する課に適正な点検整備と記録票の作成

を周知した。フロン漏えい量については、国への報告対象値の1,000ｔ-CO2

には満たない結果であった。 

R4計画： フロン排出抑制法に基づく適正な管理を対象機器所管課に周知するとと 

に、フロンの漏えい量の算定を実施する。 

4 地球環境の保全 
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取組内容 取組内容の詳細 担当課 

環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
＊ 

家庭版環境マネ

ジメント事業の

推進 

◎家庭における地球温暖化防止に向けた取組を促進するため、家庭版環境マネジメント

事業を推進する。 

環 境 課 

計画： 田代環境プラザに見学に来た市民及び市内小学生、川根本町の小学生に対し

てエコチェックシートを実施し、家庭における地球温暖化防止に向けた取組の

促進を行う。 

実績： 田代環境プラザに見学に来た市民及び川根本町の小学生に対してエコチェック

シートを実施し、1,217人が参加した。 

R4計画： 田代環境プラザに見学に来た市民及び市内小学生、川根本町の小学生に対し

てエコチェックシートを実施し、家庭における地球温暖化防止に向けた取組の

促進を行う。 

エコアクション

21 認証取得の支

援 

◎事業所における地球温暖化防止に向けた取組を促進するため、自治体イニシャティブ

＊・プログラムにより、エコアクション21の認証取得を支援する。 

環 境 課 

計画： エコアクション21の地域事務局と連携し、エコアクション21取得セミナーを開催す

る。（説明会１回、セミナー５回予定） 

実績： 市の広報やホームページ、商工会議所を通じて募集を行ったが、今年度は応

募する会社はなかった。 

R4計画： エコアクション21の地域事務局と連携し、エコアクション21取得セミナーを開催す

る。（説明会１回・セミナー５回予定） 

 

取組の方向 4-2 省エネルギーを進める 

数値目標 

指標名 

H29年度 

（2017） 

基準値 

R3年度 

（2021） 

現状値 

Ｒ4年度 

（2022） 

最終目標 

最終目標に対

する達成率 
方向 

島田市役所の電力使用量※ 28,216MWh/年 29,033MWh/年 26,800MWh/年 要改善 ↓ 

COOL CHOICE＊ 

賛同者数（累計） 
848人 3,199人 3,000人 106.6％ ↑ 

市の施策 

取組内容 取組内容の詳細 担当課 

省
エ
ネ
ル
ギ
ー 

エネルギー使用

量の低減 

○省エネルギー法＊の特定事業者として、市有施設におけるエネルギーの使用量の低

減に努める。 

環 境 課 

計画： 市役所のエネルギー使用量（原油換算）：対前年度比１％減（5,228kl以下） 

実績： 市役所のエネルギー使用量（原油換算）：対前年度比1.8％増（5,377kl） 

R4計画： 市役所のエネルギー使用量（原油換算）：対前年度比１％減（5,323kl以下） 

省エネルギー機

器の導入 

◎照明器具のＬＥＤ＊化を進める。 資産活用課 

計画： 令和２年度公共施設マネジメント民間提案制度による「公共施設等のラン

ニングコスト削減に資する事業」の公募し、公共施設ＬＥＤ化事業を採択

した。（事業者：日本電技㈱、島田ガス㈱） 

実績： 順次島田ガス㈱とLED機器リース契約を締結。以下８施設。中河町市営住宅、

南原市営住宅、大草市営住宅、島田駅北口自転車等駐輪場、島田駅南口自

転車等駐輪場、福祉館あけぼの、保健センターはなみずき、道路灯82灯。 

R4計画：ＬＥＤ化による電気使用量の削減効果を試算。その他施設についても整い次

第契約を締結。日本電技㈱によるESCO事業業務委託契約を６月に締結予定。 

◎新たな市有施設を建設する際には、省エネルギー機器の導入を検討する。 環 境 課 

（各課対象）計画： 新たな市有施設を建設する際には、省エネルギー機器の導入を検討し、環

境に配慮したものとする。 

実績： 第一小学校の建て替えに際し、エアコンを使う教室・事務室・会議室等は 

断熱効果のある複層ガラスを使用して施設の省エネ効果を高めるものとし

た。 

R4計画： 新たな市有施設を建設する際には、省エネルギー機器の導入を検討し、環

境に配慮したものとする。 
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取組内容 取組内容の詳細 担当課 

省
エ
ネ
ル
ギ
ー 

省エネルギー機

器の導入 

○自治会又は町内会が、省エネ型照明器具による防犯灯に交換するための経費、また

は、新たに設置するための経費に対して補助金の交付を行う。 

市民協働課 

計画： 自治会等が、省エネ型照明器具による防犯灯に変換するための経費、また

新たに設置するための経費に対して補助金の交付を行い、市内の防犯灯の

省エネ型照明器具の導入の促進に努める。予算額 8,800,000 円 

実績： 設置灯数 600灯（新設 ７灯を含む）。補助金額 7,598,500円 

R4計画： 自治会等が、省エネ型照明器具による防犯灯に交換するための経費、また

は、新たに設置するための経費に対して補助金の交付を行い、市内の防犯

灯の省エネ型照明器具導入の促進に努める。予算額 8,916,000円 

○省エネルギー機器の導入に関する情報提供を行い、市民・事業者への普及啓発を図

る。 

環 境 課 

計画： 家電製品の省エネ性能カタログの配架。 

実績： 省エネカタログを田代環境プラザ事務所に配架し、来課する事業者に自由

に閲覧できるようにした。 

R4計画： 家電製品の省エネ性能カタログの配架。 

省エネルギー行

動の推進 

◎市職員が率先してクールビズ＊・ウォームビズ＊などの省エネルギー行動を実践す

る。 

人 事 課 

（全課対象） 

計画： 島田市の「COOL CHOICE」の実施、環境施策、温暖化防止行動の一環として、

５月１日から10月31日までを夏季の軽装期間として、クールビズの取組を

行う。引続き熱中症計を活用し、必要性を確認してから冷房を使用するこ

とで省エネルギーを図り、職員の熱中症も予防する。 

実績： 島田市の「COOL CHOICE」の実施、環境施策、温暖化防止行動の一環として、

５月１日から10月31日までを夏季の軽装期間として、クールビズの取組を

行った。熱中症計の活用により、室温を適正管理して過度に冷房を使用す

ることを防ぐとともに、職員の熱中症防止にも貢献した。 

R4計画： 島田市の「COOL CHOICE」の実施、環境施策、温暖化防止行動の一環として、

５月１日から10月31日までを夏季の軽装期間として、クールビズの取組を

行う。引続き熱中症計を活用し、必要性を確認してから冷房を使用するこ

とで省エネルギーを図り、職員の熱中症も予防する。 

○市有施設における節電の取組を推進する。 環 境 課 

計画： 夏季（７～９月）における庁舎の電力使用量：平成 22 年度比△25％ 

冬季（12～３月）における庁舎の電力使用量：平成 22 年度比△20％ 

実績： 夏季（７～９月）における庁舎の電力使用量：平成 22 年度比△27.9％ 

冬季（12～３月）における庁舎の電力使用量：平成 22 年度比△16.6％ 

R4計画： 夏季（７～９月）における庁舎の電力使用量：平成 22 年度比△25％ 

冬季（12～３月）における庁舎の電力使用量：平成 22 年度比△20％ 

○国民運動COOL CHOICEについて啓発し、住民の意識改革を図る。 

計画： ホームページやＦＭしまだ等での広報、また、アース・キッズ事業等の環

境教育・環境学習や、イベント開催時等の機会を捉え、「COOL CHOICE」に

ついての啓発を行う。また、環境保全協定締結工場に対してもバッジやシ

ールを配布し、一層の協力をお願いする。 

実績： ＦＭ島田による広報のほかアース・キッズ事業などを通じて啓発活動を行

った。環境保全協定を締結している工場に対して協力を依頼した。 

R4計画： 様々なイベントなどを通じた啓発活動の充実を図っていく。 

引き続き、様々な機会を捉えて市内企業に協力をお願いしていく。 

○省エネルギー行動に関する情報提供を行い、市民・事業者への意識啓発を図る。 

計画： 広報紙や環境関連イベント等を通じて、省エネ取組に関する情報発信をし

て意識の啓発を図る。 

実績： 環境月間に合わせて広報しまだ６月号に、身近なことからできる省エネな

どの記事を掲載した。ＦＭしまだへ出演し、省エネ取り組みについての啓

発を行った。 

R4計画： 広報紙や環境関連イベント等を通じて、省エネ取組に関する情報 

発信をして意識の啓発を図る。 
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数値目標 

指標名 

H29年度 

（2017） 

基準値 

R3年度 

（2021） 

現状値 

Ｒ4年度 

（2022） 

最終目標 

最終目標に対

する達成率 
方向 

蓄電システム導入助成利用件数

（累計） 
— 208 80基 100％ ↑ 

廃食用油回収量 6,200ℓ/年 6,750ℓ 7,000ℓ 96.4％ ↑ 

市の施策 

取組内容 取組内容の詳細 担当課 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
＊ 

再生可能エネル

ギーの普及拡大 

○再生可能エネルギー利用に関する情報提供を行い、市民・事業者への普及啓発を

図る。 

環 境 課 

計画： 省エネルギー設備（蓄電池・エネファーム）設置に対する補助金について、

広報しまだ及びホームページで周知を図る。 

実績： ４月号広報しまだに補助金についての記事を掲載し、事業周知をおこなっ

た。蓄電池92件、エネファーム８件について補助金を交付した。 

R4計画： 省エネルギー設備（蓄電池・エネファーム）設置に対する補助金について、

広報しまだ及びホームページで周知を図る。 

新エネルギー・

再生可能エネル

ギーの利用 

◎新たな市有施設を建設する際には、再生可能エネルギーの利用を検討する。 環 境 課 

（各課対象） 
計画： 新庁舎に限らず公共施設における再エネ・省エネの可能性を探求していく。 

実績： 新庁舎に限らず公共施設における再エネ・省エネの可能性を探求した。 

R4計画： 公共施設における再生可能エネルギー設備の導入の可能性を探求していく。

○太陽光発電設備のある学校等へ蓄電池の設置について、調査・研究を進める。 環 境 課 

計画：県主催の、ふじのくにバーチャルパワープラント構築協議会への参加、また

県内先進地の取組事例等を参考に、当市における再生可能エネルギーを活用

した電力需給システムの実施可能性について、調査・研究を進めていく。 

実績： セミナーに参加するなど、ＶＰＰに関する調査・研究を進めた。 

R4計画： 引き続き、公共施設への蓄電池の設置などの可能性を調査・研究していく。 

○市内の豊富な水資源を活用した小水力発電の導入について検討する。 

計画： 市が管理する小河川、水路等で、ごく小規模な設備の設置可能性について

建設課とも協議のうえ検討していく。 

実績： 小河川、水路等への設置の可能性について、担当課と協議、検討を行った

が、導入には至らなかった。 

R4計画： 現段階では、実用的な導入は困難なため、試験的な導入の可能性について、

引き続き、検討を行っていく。 

〇風力発電、バイオマスエネルギー＊などの利用について調査・研究を進める。 

計画： 静岡県創エネ・蓄エネ技術開発推進協議会が主催する講演会等に参加し、

バイオマスを含む創エネ、畜エネに関する調査・研究を進める。 

風力発電事業については、今年度は「環境影響評価方法書」が送付される

予定のため、関係課からの意見を取りまとめ、市としての意見書を県に提

出する。 

実績： バイオマスなどによる創エネ、畜エネに関する情報収集を行った。 

風力発電事業を計画している事業者の環境影響調査に係る法手続きを進

めた。 

R4計画： 様々な研究会や講演会などを通じてバイオマスをはじめとする創エネ、畜

エネに関する知識を深めていく。 

取組の方向 4-3 新エネルギー*・再生可能エネルギー*の利用を進める 
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取組内容 取組内容の詳細 担当課 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
＊ 

新エネルギー・

再生可能エネル

ギーの利用 

○使用済み廃食用油を回収するとともに、廃食用油から精製された燃料の活用を図

る。【再掲3-1】 

環 境 課 

計画： 島田市内で排出された廃食用油を、燃料等として活用するとともに、廃食

用油回収について啓発を図る。 

実績： 各家庭から6,750Lの廃食用油を回収し、市民への啓発を図った。回収油に

ついては売り払い先で燃料として活用している。 

R4計画： 島田市内で排出された廃食用油を、売り払い先で燃料等として活用すると

ともに、廃食用油回収について啓発を図る。 

ごみ焼却廃熱 ○ごみ焼却施設の廃熱を利用して発電し、エネルギーの有効利用を図る。 環 境 課 

計画： ごみ焼却施設の廃熱を利用して発電し、エネルギーの有効利用を図る。 

余剰電力については売電する。 

実績： ごみ焼却施設の廃熱利用（発電電力量） 10,148,020 kWh（前年比95.65%） 

ごみ焼却施設の廃熱利用（売電電力量）  1,544,921 kWh（前年比96.03%） 

ごみ焼却施設の受電量          1,204,697 kWh（前年比114.37%） 

ごみ処理量の微減に伴い発電量及び売電量は微減、受電量は微増した。 

R4計画： ごみ焼却施設の廃熱を利用して発電し、エネルギーの有効利用を図る。 

余剰電力については売電する。 

 

 

数値目標 

指標名 

H29年度 

（2017） 

基準値 

R3年度 

（2021） 

現状値 

Ｒ4年度 

（2022） 

最終目標 

最終目標に対

する達成率 
方向 

公用車への低公害車＊導入割合 85.1％ 91.2％ 100％ 40.9％ ↑ 

コミュニティバス利用者数 240,036人 162,037人 250,000人 要改善（注１） ↑ 

市役所ノーカーデー＊の実施率 70.5％ 60.3％ 75％ 要改善 ↑ 

生け垣づくり補助件数（累計） 1,138件 1,162件 1,197件 40.6％ ↑ 

注１ コロナ禍による影響及び土日祝日ダイヤ導入の影響があるため要観察 

市の施策 

取組内容 取組内容の詳細 担当課 

交
通 

低公害車の導入 ◎公用車への低公害車の導入を進める。【再掲2-3】 資産活用課 

計画： 令和３年度４月の新車リース車両5台は、リース会社との協議により低公害車を

導入する。 

実績： 令和３年度は、低公害車を５台導入した。 

R4計画： 令和４年度更新予定のリース車両10台はすべて低公害車を導入する。 

○低公害車の導入に関する情報提供を行い、市民・事業者への普及啓発を図る。【再掲

2-3】 

環 境 課 

計画： 市内に設置されたＥＶスタンドについて広報やホームページ等で周知する。 

実績： 広報、ホームページ等で周知を図った。 

R4計画： 引き続き、広報やホームページ等で低公害車の導入に係る普及啓発を図って

いく。 

取組の方向 4-4 低炭素型まちづくりを進める  
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取組内容 取組内容の詳細 担当課 

交
通 

自動車使用によ

る環境負荷の低

減 

◎エコドライブの普及・啓発を図る。【再掲2-3】 環 境 課 

計画： くらし・消費・環境展等において、エコドライブに関するチラシを配布し、 

エコドライブの啓発を図る。 

実績： イベント等の実施はなかった。 

R4計画： イベント出展の際には、チラシや啓発グッズを利用してエコドライブについ

て啓発を図る。 

◎ノーカーデーを実施し、通勤時の自動車使用による環境負荷の低減に努める。【再

掲2-4】 

環 境 課 

(全課対象） 

計画： 普段、自動車・二輪車で通勤する職員（臨時・嘱託を含む）を対象として、

毎月１回以上実施する。また第３金曜日を集中実施日として実施する。 

実績： 年間実施率は60.3％（前年比0.4％減）、CO2排出削減量は3478kg（前年比

358.6kg増）削減、実施者数は延べ2,861名となった。 

また公共交通利用推進等マネジメント協議会にエコ通勤優良事業所認証を

申請し、取得した。 

R4計画： 普段、自動車・二輪車で通勤する職員（臨時・嘱託を含む）を対象として、

毎月１回以上実施する。また、第３週の金曜日を集中実施日として実施する。 

○各種イベント開催時は、公共交通機関や自転車・徒歩による参加を呼びかける。【再

掲2-4】 

計画： イベント開催時に随時呼びかけを行う。 

実績： コロナ禍によりイベント等の実施はなかった。 

R4計画： イベント開催時に随時呼びかけを行う。 

徒歩・自転車・

公共交通の利用

促進 

○環境への負荷が少ないバスや鉄道の利用を促進する。【再掲2-4】 生活安心課 

計画： ワクチン接種等、新型コロナウイルス対策の進展を見ながら、公共交通とし

ての運行継続性を確保しつつ、市民の移動需要の回復に合わせ公共交通の利

用を促進する。運行時間については、住民要望をこまめに拾い上げ、利便性

の向上を目指す。 

実績： ホームページ、広報誌における広報や、市公式LINEでもメニューを設置し、

分かりやすい情報提供に努めている。利用者数については、コロナ禍の長期

化に伴う生活様式の変化により、コロナ前からは大きく減少している。 

R4年度運行に当たり、利用者の声を反映した時刻調整を行った。 

R4計画： ワクチン接種等、新型コロナウイルス対策の進展を見ながら、公共交通とし

ての運行継続性を確保しつつ、市民の移動需要の回復に合わせ公共交通の利

用を促進する。運行時間については、住民要望をこまめに拾い上げ、利便性

の向上を目指す。 

○中心市街地、観光拠点等にサイクルステーションを整備し、自転車のレンタルを行

う。 

商 工 課 

計画： レンタルサイクル事業を取り巻く環境及びニーズを把握し、引き続き導入の

可能性を探っていく。 

実績： レンタルサイクル事業実施の可能性を検討したが、実施環境が整わないこ

と、事業に対するニーズが明らかでないことなどから当年度は導入に至らな

かった。 

R4計画： レンタルサイクル事業の導入の可能性について、市が実施する必要性を踏ま

え、検討する。 

徒歩・自転車・

公共交通の利用

促進 

○官民４者連携により整備する、新東名島田金谷ＩＣ周辺賑わい交流拠点施設内に交

通乗換機能を持たせ、パーク＆ライド＊を推進する。 

内陸ﾌﾛﾝﾃｨｱ

推進課 

計画： 官民４者連携協議を継続し、交通乗換機能の充実を検討していく。 

実績： 官民４者連携協議を３回行い、交通乗換機能の充実に向けた施策検討を行っ

た。 

R4計画： 官民４者連携の協議を継続し、交通乗換機能の充実を検討していく。 

 

 

 

 

 



- 71 - 

取組内容 取組内容の詳細 担当課 

交
通 

交通の円滑化 ○国道１号の４車線化をはじめ、計画的な道路整備を推進する。 都市政策課 

（建 設 課） 計画： ①環境負荷の低い集約型の都市構造（コンパクト+ネットワーク）の実施に

向けて、立地適正化計画を策定する。 

②国道１号等高規格道路の早期整備について、関係市とともに関係機関に

要望活動を行う。また、中部横断自動車道等は、今年度中に事業区間が

全線開通となる見込みであり、引き続き関係市とともに利用促進のＰＲ

活動を行う。 

③交通渋滞の解消に向けて、交差点改良の実施や未着手路線の整備につい

て、担当課と調整する。 

実績： ①立地適正化計画を策定し、令和４年４月１日に公表した。 

②国道１号及び国道473号に関する要望活動は、建設課が主体となり、実施

した。また、８月に中部横断自動車道が開通し、利用促進のＰＲ活動と

して、パンフレットを作成した。 

③国土交通省や静岡県、近隣市、および関係機関と連携し、地域の主要渋

滞箇所の緩和に向けた取り組みについて検討した。 

R4計画： ①立地適正化計画に基づき、居住誘導区域への居住誘導及び都市機能誘導

区域への都市機能の誘導と充実を図る。具体的には、事業を推進してい

くため、都市再生整備計画を作成する。 

②国道１号の４車線化等高規格道路の早期整備について、関係市とともに

関係機関に要望活動を行う。また、中部横断自動車道は、事業決定がさ

れた区間は、令和３年度に全線開通したことから、引き続き関係市とと

もに利用促進のＰＲ活動を行う。 

③交通渋滞の解消に向けて、交差点改良の実施や未着手路線の整備につい

て、担当課と調整する。 

○国道１号の４車線化をはじめ、計画的な道路整備を推進する。 建 設 課 

計画： 国、県と協力し計画的な道路整備を推進する。 

実績： 国、県と意見交換会及び事業連絡調整会を開催し、事業の調整を図った。 

R4計画： 引き続き国及び県に協力し、計画的な道路整備を推進する。 

緑
化 

緑化の推進 ○生け垣づくりに対して補助金の交付を行い、みどり豊かなまちづくりを進める。 建 設 課 

計画： 広報しまだ、島田市ホームページ等に生け垣づくり補助金制度について掲

載し、事業の周知を図る。 （計画）10件 700千円 

実績： ７件 347千円 

R4計画： 島田市ホームページ等に生け垣づくり補助金制度について掲載。 

広報しまだへは年間掲載数を増やし、事業の周知を図る。 

（計画）10件 650千円 

○一定規模以上の土地の利用に当たっては、緑地を確保するよう指導する。 都市政策課 

（建 設 課） 計画： 本年度も引き続き、緑地の設置が要件となる土地利用事業計画承認申請案

件について、適切に指導を行う。 

実績： 令和３年度は、土地利用事業計画承認申請14件について、緑地の設置を指

導した。 

R4計画： 本年度も引き続き、緑地の設置が要件となる土地利用事業計画承認申請案

件について、適切に指導を行う。 

グリーンカーテ

ン設置の推進 

○市有施設へのグリーンカーテンの設置を推進する。 環 境 課 

(全課対象） 計画： 市有施設へグリーンカーテンを設置し、ＰＲを行う。 

実績： 川根支所、小中学校、保育園、田代環境プラザでグリーンカーテンを設置

し、室内温度の上昇を抑える取組を行った。 

R4計画： 市有施設へグリーンカーテンを設置し、ＰＲを行う。 

○市民・事業者によるグリーンカーテンの設置を支援する。 環 境 課 

計画： 市有施設や環境関連イベント等で、種子を無料配布しグリーンカーテンの

啓発に努める。 

実績： 環境月間（６月）に島田図書館において、環境ミニコーナーを設置し、田

代環境プラザで採れた朝顔・夕顔の種子を市民に無料配布し、グリーンカ

ーテンの啓発に努めた。 

R4計画： 市有施設や環境関連イベント等で、種子を無料配布しグリーンカーテンの

啓発に努める。 
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取組の方向 5-1 環境教育・環境学習を充実させる  

数値目標 

指標名 

H29年度 

（2017） 

基準値 

R3年度 

（2021） 

現状値 

Ｒ4年度 

（2022） 

最終目標 

最終目標に対

する達成率 
方向 

アース・キッズ＊事業参加者数 

（累計） 
2,639人 4,561人 5,140人 88.7％ ↑ 

環境学習講座受講者数（累計） 67人 292人 142人 100％ ↑ 

環境に関する出前講座開催数 1回 2回 ５回 要改善 ↑ 

田代環境プラザの見学者数 1,098人 1,248人 1,500人 要改善 ↑ 

市の施策 

取組内容 取組内容の詳細 担当課 

環
境
教
育 

環境教育の推進 

 
◎総合的な学習の時間や関連性のある教科の時間を活用して、地域や子どもの実態

に合った環境学習を推進する。 

学校教育課 

計画： ①各学校の実状に応じて、総合的な学習の時間や関連教科において環境に

関わるテーマを取り上げ、環境教育を実践する。 

②総合的な学習の時間を活用して、身近な環境に対する課題テーマを設定

した子どもが探究学習を行う。 

③市内全小中学校で放射線等に係る授業を実施する。 

実績： ①市内全小中学校において、地域や環境をテーマにした活動を実施した。

新型コロナウイルス感染症の影響で、例年よりも学習活動が縮小された学

校もあったが、委員会活動や発表会等を効果的に活用し、全校に意識を広

げるように工夫をする学校もあった。 

②環境教育は、総合的な学習の一環として主に小学校で定着しており、体

験活動や調べ学習が子どもの実態に合わせて行われた。 

③新型コロナウイルス感染症の影響で、主要教科の授業時間を確保するこ

とを優先する必要があり、例年に比べ縮小したり関係教科の授業の中で実

施したりして、各校が実状に応じて取り組んだ。 

R4計画： ①各学校の実状に応じて、総合的な学習の時間や関連教科において環境に

関わるテーマを取り上げ、環境教育を実践する。 

②総合的な学習の時間を活用して、環境に関わるテーマを設定した子ども

が探究学習を行う。 

③市内全小中学校で放射線等に係る授業を実施する。 

 

5 環境教育＊・環境保全活動の推進 
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取組内容 取組内容の詳細 担当課 

環
境
教
育 

環境教育の推進 

 

○資源を大切にする心を育てるため、リサイクル活動を実施する。 学校教育課 

計画： 学校関係に限らず全体の古紙回収量は減少している上に、新型コロナウイ

ルス感染症の影響で、活動自体が中止又は縮小傾向にある。地域の方々と

自然を大切にする姿勢を育てることは目的としつつも、全体の古紙回収量

の減少を考慮し、目標量は300ｔとする。引き続き古紙の分別回収とリサ

イクルを実施する。 

実績： 令和３年度 208ｔの古紙を回収した。（自治会や民間による古紙回収等

が実施されているため、年々減少傾向にある。また令和３年度も新型コロ

ナウイルス感染症の影響で古紙回収の活動が縮小傾向にあった。コンテナ

による回収への変更も見られた。H21 1,170t H22 1,114t H23 1,004t H24 

962t H25 836t、H26 757t、H27 654t、H28 601t、H29 618t、H30 538t、

R1 441t R2 221t） 

R4計画： 学校関係に限らず全体の古紙回収量は減少している上に、新型コロナウイ

ルス感染症の影響で、活動自体が中止又は縮小傾向にある。地域の方々と

自然を大切にする姿勢を育てることは目的としつつも、全体の古紙回収量

の減少を考慮し、目標量は200ｔとする。引き続き古紙の分別回収とリサ

イクルを実施する。 

指導者研修会の

実施 

○小学校と幼稚園・保育園等が連携して、幼児及び小学校低学年における環境教育

の大切さを研修し、幼児・児童の指導に活用する。 

学校教育課 

計画： ６月と２月に研修会を計画している。園や小学校を会場として、実際に園

児や児童の姿を観察しながら効果的な連携が図れるようにしたいと考え

ているが、新型コロナウイルス感染症の感染状況を見ながら、研修方法を

検討し、進めていくようにする。 

実績： 新型コロナ感染症予防の観点から、学校や園を会場とした研修会の実施が

難しかった。６月はおおるりを会場とし、園と小学校1年の担任と１年生

についての情報を共有した。２月は、感染状況が大変厳しい状況であった

ため、開催を中止とした。 

R4計画： 今年度も６月と２月に研修会を計画している。園や学校を会場とした会が

望ましいが、感染状況はいまだ見通せないため、おおるり等を会場とした

会の開催を基本とし、園と学校の情報共有の場としていきたいと考え、進

めていく。 

自然体験教室の

開催 

◎豊かな自然を活用した体験教室（移動教室・サタデーオープンスクール*・サマー

オープンスクール*など）を開催する。【再掲1-4】 

学校教育課 

計画： サタデーオープンスクール年間23回、サマーオープンスクール５回、移動

教室は北部４校の交流事業として7日設定。（島一小、島二小、島三小、北

部4校が参加予定）新型コロナウイルス感染症に対する感染予防を徹底し、

ワクチン接種等の状況も踏まえて、設定した。今後は状況を踏まえながら

計画を実施できるか、検討しながら進めていく。 

実績： サタデーオープンスクールは12回、サマーオープンスクールは２回実施し

た。新型コロナ感染症による「緊急事態宣言」や「まん延防止」の処置が

されている期間は中止としたため、回数が減少した。北部４校と島一小島

二小島三小との交流活動である移動教室は、７日実施することができた。 

R4計画： ・サタデーオープンスクール 25回 

・サマーオープンスクール  ５回 

・移動教室は、北部４校の交流事業として７日設定。（北部４校と島一小、

島二小、島三小が参加予定） 

新型コロナ感染症に対する感染予防を徹底し、活動を行っていく。感染状

況を踏まえながら、実施可能か検討しながら進めていく。 
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取組内容 取組内容の詳細 担当課 

環
境
教
育 

自然体験教室の

開催 

○青少年育成事業において、地域での自然体験教室を開催する。【再掲1-4】 社会教育課 

計画： 市内の小学校に在学する４年生から６年生の男女を対象に、自然とのふれ

あいを目的とした野外活動体験を２回実施する。海がめの生態やそれをと

りまく自然環境について学習する「海がめ放流体験」や山村都市交流セン

ターささまでのキャンプを行う。 

この他の活動として、社会教育施設で環境美化活動を実施する。 

実績： 新型コロナウイルス感染拡大により、中止した事業・イベントがあったた

め目標を達成することはできなかったが、屋外で実施する事業・イベント

をできる限り実施した。しまだガンバ！の山村都市交流センターささまで

の日帰り活動を実施した。海がめ放流体験はコロナ禍につき、中止した。

この他の活動として社会教育施設で環境美化活動を実施した。 

R4計画： 市内の小学校に在学する４年生から６年生の男女を対象に、自然とのふれ

あいを目的とした野外活動体験を通じて、環境意識を高める活動を２回実

施する。海がめの生態やそれをとりまく自然環境について学習する海がめ

放流体験や山村都市交流センターささまでの宿泊活動を行う。 

この他の活動として、社会教育施設で環境美化活動を実施する。 

アース・キッズ

事業の実施 

○地球温暖化対策に取組む新たな担い手を育成するため、アース・キッズ事業を実

施する。 

環 境 課 

計画： アース・キッズ事業を実施し、500人以上の参加を目指す。 

環境教育として中高生を含め、発展させる。 

実績： 市内小学校８校で実施し、433人が新たにエコリーダーとして認定された。 

R4計画： R4計画：環境教育として中高生を含め、発展させる 

環
境
学
習 

環境学習の推進 

 

◎市民を対象とした環境学習講座を実施する。 環 境 課 

計画： 夏休みに親子環境学習講座の実施を検討する。 

実績： 島田ガス㈱の共催事業として夏休み親子環境学習講座を開催した。 

実施日：８月12日（木） 

場 所：田代環境プラザ三階大会議室（施設内見学あり） 

参加者：40名（保護者16名・子ども24名） 

R4計画： 新型コロナウイルスの感染状況に注意しながら、夏休みに親子環境学習講

座の実施を検討する。 

◎環境に関する出前講座を実施する。 

計画： 市政出前講座 ふれあいしまだ塾「COOL CHOICE」、「水の生きものが教え

る川の汚れ」、「ごみから護美へ」、「田代の郷の自然」を実施する。 

実績： 市内高等学校より、「COOL CHOICE」、「田代の郷の自然」についてまとめて

依頼があり、11月24日（水）に実施（教師１名、生徒25名）。また市内中

学校へも11月25日に「COOL CHOICE」の出前講座を行った。（生徒180名） 

R4計画： R4 計画：環境に関する出前講座を実施する。 

○田代環境プラザ、浄化センター、クリーンセンターなどの見学者に対して環境保

全意識の啓発を行う。 

環 境 課 

下 水 道 課 

計画： 環境プラザ：見学時に施設説明と合わせて環境保全意識の啓発を行う。浄

化センター：市内小学校に施設見学を呼びかけ環境保全の啓発を行い、夏

休みには「親子の下水道教室」を開催する。 

実績： 環境プラザ：施設見学を38回開催し、1,248人の見学者が来場した。 

浄化センター：コロナ対策のため、施設見学は中止。施設見学希望のあっ

た市内小学校には資料を配布した。 

R4計画： 環境プラザ：見学時に、施設説明と併せて環境保全意識の啓発を行う。 

浄化センター：市内小学校に施設見学を呼びかけ環境保全の啓発を行い、

「夏休みの下水道教室」を開催する。（新型コロナウイルス感染状況によ

り中止する場合もある。） 

環境人材バンク
＊による人材派

遣 

○環境保全活動に取り組む市民・事業者を環境人材バンクに登録し、環境に関する各

種講座・体験教室及び学校教育現場に派遣する。 

環 境 課 

計画： 人材バンクへの登録者数を増やし、制度の拡充を図るため、各種講座や教

育現場へ広く募集を募る。また、環境関連イベントにおいて講師の派遣を

行い、多くの人に環境人材バンクの制度を周知する。 

実績： 10/20 高齢者クラブ 20名（自然・森のクラフト） 

11/25 中学校１学年180名（自然・人との関わりを学ぶ環境教育） 

R4計画： 環境人材バンク制度を周知し、登録者や利用者を増やしていく必要があ

る。また、利用者を市民団体や学校などに限定せず、市の事業として活用

するなど、登録者と積極的に協力していく方向を考えていく。 
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取組の方向 5-2 環境情報を発信する 

数値目標 

指標名 

H29年度 

（2017） 

基準値 

R3年度 

（2021） 

現状値 

Ｒ4年度 

（2022） 

最終目標 

最終目標に対

する達成率 
方向 

環境課ホームページアクセス数 99,953件 225,066件 100,000件 100％ ↑ 

市の施策 

取組内容 取組内容の詳細 担当課 

環
境
情
報 

環境情報の収集 

 

◎環境保全の税制・補助金に関する情報を収集する。 環 境 課 

計画： 関係機関等より環境保全の税制・補助金に関する情報を随時収集する。 

実績： 関係機関の通知、環境関連雑誌、環境関連メールマガジン、インターネッ

ト等の利用により環境保全の税制・補助金に関する情報を収集した。 

R4計画： 関係機関等より環境保全の税制・補助金に関する情報を随時収集する。 

○環境に関する各種講座・イベントの情報を収集する。 

計画： 関係機関等より情報を随時収集する。 

実績： 関係機関の通知、環境関連雑誌、環境関連メールマガジン、インターネッ

ト等の利用により情報収集を行った。 

R4計画： 関係機関等より情報を随時収集する。 

環
境
情
報 

環境情報の収集 ○環境に関する先進事例の情報を収集する。 環 境 課 

計画： 関係機関等より情報を随時収集する。 

実績： 関係機関の通知、環境関連雑誌、環境関連メールマガジン、インターネッ

ト等の利用により情報収集を行った。 

R4計画： 関係機関等より情報を随時収集する。 

○市民・事業者の環境保全活動に関する情報を収集する。 

計画： 環境保全活動登録制度により、市民・事業者の環境保全活動を「しまだエ

コ活動」として登録する。 

実績： ９団体19活動を登録し、環境保全活動に関する情報を収集した。 

R4計画： 環境保全活動登録制度により、市民・事業者の環境保全活動を「しまだエ

コ活動」として登録する。 

環境情報の発信 ◎広報紙やホームページ、ツイッター、コミュニティＦＭなど、様々なメディアを

用いて環境情報を発信する。 

環 境 課 

計画： 提供できる情報があれば速やかに情報を発信する。 

実績： 環境月刊情報、衛生月刊情報、イベント情報、補助金情報、市民が参加可

能な環境取組等を広報紙・ホームページへの掲載、ポスターの掲示、パン

フレットの掲出等により情報提供を行った。 

R4計画： 提供できる情報があれば速やかに情報発信する。 

年次報告書の発

行 

○本市の環境の現状や環境施策の実施状況などについてわかりやすくまとめた年次

報告書を作成し、公表する。 

環 境 課 

計画： 年１回、環境報告書、環境活動レポートを作成・公表する。 

実績： 環境報告書、環境活動レポートを作成・公表した。 

R4計画： 年１回、環境報告書、環境活動レポートを作成・公表する。 
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数値目標 

指標名 

H29年度 

（2017） 

基準値 

R3年度 

（2021） 

現状値 

Ｒ4年度 

（2022） 

最終目標 

最終目標に対

する達成率 
方向 

しまだエコ活動登録件数（累計） 26件 26件 30件 ０％ ↑ 

市の施策 

取組内容 取組内容の詳細 担当課 

協
働
に
よ
る
計
画
の
推
進 

連携のしくみづ

くり 

◎市民・事業者・市が環境を軸として連携するしくみを整備する。 環 境 課 

計画： 第３次環境基本計画の策定に向けて、新たな市民協働の体制を整備する。 

環境審議会についても、多様なステークホルダーによる審議が可能となる

ような体制を検討する。 

実績： 前任委員の任期満了により委員を新任した。環境審議会を２回開催し、環

境報告書（案）や第３次環境基本計画の策定状況を報告、審議した。 

R4計画： 第３次環境基本計画の策定に向けて、新たな市民協働の体制を整備する。 

環境審議会についても、多様なステークホルダーによる審議が可能となる

ような体制を検討する。 

○市民団体間の情報交換や人的交流を支援する。 

計画： 市民団体間の情報交換や人的交流を支援する手法を検討する。 

実績： 市民団体のほか、環境保全協定を締結している市内事業者も参加し、情報

交換や人的交流を図る場として環境活動報告会を開催すした。 

R4計画： 市民団体間の情報交換や人的交流を支援する手法を検討する。 

環
境
保
全
活
動 

環境保全活動の

支援 

◎「しまだエコ活動」など、市民団体・事業者による環境保全活動への協力・支援

を行う。 

環 境 課 

計画： 環境保全活動登録制度により、市民・事業者の環境保全活動を「しまだエ

コ活動」として登録することによって支援及び活動の活性化を図る。 

実績： ９団体19活動を登録し、ホームページ上で公開するとともにその活動に伴

う参加者を募集する等、環境保全活動への協力・支援を行った。 

R4計画： 環境保全活動登録制度により、市民・事業者の環境保全活動を「しまだエ 

コ活動」として登録することによって支援及び活動の活性化を図る。 

協働による水辺

環境の保全 

◎河川愛護団体への支援を行うとともに、県によるリバーフレンドシップ＊制度など

の活用により、市民と協働で取り組む水辺環境の保全を推進する。【再掲1-1】 

すぐやる課 

計画： ①河川愛護団体との調整を図り、補助金の交付を行う。 

②リバーフレンドシップ団体と県との調整を図り、物品の支給を行う。 

③新たにリバーフレンドシップを締結したい団体と県との調整を図る。 

実績： ①河川愛護団体からの申請を受け、補助金の交付を行った。 

②リバーフレンドシップ団体と県との調整を図り、物品の支給を行った。 

③新たに締結した団体はなかった。 

R4計画： ①河川愛護団体との調整を図り、補助金の交付を行う。 

②リバーフレンドシップ団体と県との調整を図り、物品の支給を行う。 

③新たにリバーフレンドシップを締結したい団体と県との調整を図る。 

環境美化活動の

推進 

◎市内一斉環境美化活動を実施し、環境美化の意識高揚を図る。【再掲3-3】 環 境 課 

計画： 市内一斉環境美化活動（川ざらい）を実施し、河川等の清掃作業を行う。 

実績： 市内一斉環境美化活動（川ざらい）を実施し、河川等の清掃作業を行った。 

82町内会実施・土のう袋搬入767.2ｔ 

R4計画： 市内一斉環境美化活動（川ざらい）を実施し、河川等の清掃作業を行う。 

環境美化活動の

推進 

◎地域住民によるごみ拾いなどの環境美化活動を推進する。【再掲3-3】 

計画： 環境衛生自治推進委員によるごみ集積場のパトロールを実施する。 

地域住民によるごみ拾い奉仕活動の協力を行う。 

実績： ９月の環境衛生月間に予定していた六合地区の集積場パトロールは、新型

コロナウイルス感染拡大防止のため中止した。 

R4計画： 環境衛生自治推進委員によるごみ集積場のパトロールを実施する。 

地域住民によるごみ拾い奉仕活動の協力を行う。 

取組の方向 5-3 環境保全活動を活発にする  
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取組内容 取組内容の詳細 担当課 

環
境
保
全
活
動 

環境保全活動 ○ボランティア・サポート・プログラムによる道路の環境美化活動を支援する。【再

掲3-3】 

環 境 課 

計画： ボランティア・サポート・プログラム＊に基づき、地域住民や団体等の自

主的な活動による環境美化活動を推進する。 

実績： 国道１号線インターチェンジ周辺の環境美化活動を行う８団体を支援し

た。１団体が高齢化のためにボランティア・サポート・プログラムをとり

やめる意向を示したため、それに対応した。 

R4計画： ボランティア・サポート・プログラムに基づき、地域住民や団体等の自主

的な活動による環境美化活動を推進する。 

開
発
時
の
環
境
配
慮 

開発時の環境へ

の配慮の推進 

○一定規模以上の土地の利用に当たっては、地域の良好な自然環境及び生活環境の

保全に、十分配慮するよう指導する。 

都市政策課 

（すぐやる課、

建設課、環 

境課） 

 

 

 

計画： 本年度も引き続き、調整池及び緑地の設置が必須となる土地利用事業計画

承認申請（開発）案件について、適切に指導を行う。 

実績： 令和３年度は、土地利用事業計画承認申請（開発案件）３件について、調

整池及び緑地の設置を指導した。 

R4計画： 本年度も引き続き、調整池及び緑地の設置が必須となる土地利用事業計画

承認申請（開発）案件について、適切に指導を行う。 
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１-１ 計画の進捗状況 

・令和３（2021）年度に市役所全体の事務・事業から排出された温室効果ガスの排出量は、二酸化炭素

換算で27,554 t でした。基準年度である平成25（2013）年度と比べて19.8%減少しています。 

・新病院の開院による省エネ効果及び、前年度に引き続きコロナ禍の影響を受けていることもあり、令和

３年度の温室効果ガス排出量は、目標の27,668 t よりも少なくなりました。 

 

温室効果ガス排出量の推移（二酸化炭素換算）        （単位：t-CO2/年）        

年 度  

項 目 

実績値 目標値 

基準年度 前年度 最新実績 中間目標 最終目標 

H25（2013) R2（2020） R3（2021） R6（2024） R12（2030） 

温室効果ガス総排出量 34,361 28,477 27,554 26,223 20,617 

対基準年度比増減率 -  △17.1％ △19.8％ △23.7％ △40.0％ 

 

 

 

※運用等による削減目標は、計画時の平成29（2017）年度に既に削減した分に毎年414ｔを加え

たもの（令和２（2020）年度に小中学校に空調機器が設置されたことによる増加分の削減を含む） 

※電気の調達に関する削減見込は、令和12（2030）年度に排出係数が0.00037ｔ-CO2/kWhにな

ると仮定し、令和７（2025）年度からの期間で案分したもの 

第４章 地球温暖化対策実行計画の進捗状況 

１ 市の事務事業に伴う温室効果ガス排出量 

（t-CO2） 

（年度） 
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ガスの内訳 

・排出された温室効果ガスの種類別内訳をみると、二酸化炭素が全体の約97％を占めています。 

 

温室効果ガスの種類別排出状況  

ガス種別 
基準年度 

H25(2013) 

前年度実績 

R1（2019) 

最新実績 R2（2020) 

排出量 構成比 

二酸化炭素 (CO2) 33,672 27,551 26,647 96.71% 

メタン (CH4) 26 243 246 0.89% 

一酸化二窒素 (N2O) 660 679 657 2.38% 

ﾊｲﾄﾞﾛﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ (HFC) 3 4 4 0.01% 

合    計 34,361 28,477 27,554 100% 

※ﾊﾟｰﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ（PFC）及び六ふっ化硫黄（SF6）、三ふっ化硫黄（ＮF３）については、本計画では対象

外としています。 

 

 

１-2 活動ごとの進捗状況 

・温室効果ガスの排出量は燃料の使用、電気の使用、一般廃棄物の燃焼によるもので約99％を占めていま

す。 

 

活動ごとの温室効果ガス排出量 

項目 
基準年度 

H25(2013) 

前年度実績 

R2（2020) 

最新実績 R3（2021) 

実績値 
増減率 

対基準年度比 対前年度比 

燃料の使用 5,778 5,190 4,621 -20.0% -11.0% 

電気の使用 15,005 12,364 11,952 -20.3% -3.3% 

一般廃棄物の焼却 13,478 10,576 10,631 -21.1% +0.5% 

公用車の走行 16 11 11 -33.9% -6.4% 

下水・し尿・雑排水処理（※１） 81 328 335 +313.6% +2.1% 

その他（※１） 3 8 4 +27.3% -52.4% 

総排出量 34,361 28,477 27,554 -19.8% -3.2% 

※１ 基準年度は下水・し尿・雑排水処理及びその他の集計範囲が現在と異なります。 

 

 

排出活動①：燃料の使用  

・ガソリン使用量の８割以上は、公用車での使用が占めています。公用車でのガソリン使用量は前年度と

ほぼ同等でした。昨年度に引き続き、コロナ禍の影響がうかがえます。 

・灯油の主な使用施設は、田代環境プラザ、川根温泉、島田市斎場です。これらの施設で使用量の約９割

を占めています。全体の使用量は前年度と比べて約84,000 L増加しました。増加量の大半は、田代環

境プラザと川根温泉での使用量の増加によるものです。田代環境プラザでは、令和２年度は汚泥搬入開

始に合わせて、ごみ処理量に対するコークス比を高めて操業し、灯油使用量は約45,000L減少してい

（単位:t-CO2） 

（単位:t-CO2） 
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ました。令和３年度は汚泥処理の操業条件が確立したことでコークス比を減らした操業を行ったため、

灯油使用量は約42,000L増加しました。川根温泉は、令和２年度にはコロナ禍による臨時休館により

約65,000L減少しました。令和３年度もコロナ禍による時短営業やホテルの休館等の影響があり、約

42,000L増加しましたが、コロナ前の水準には戻っていません。 

・軽油使用量の９割以上は、公用車での使用が占めています。公用車での軽油使用量は前年度と比較して

約4,000L減少しました。ガソリン同様、昨年度に引き続き、コロナ禍の影響がうかがえます。 

・Ａ重油の主な使用施設は、病院（市民病院、総合医療センター）です。総合医療センターが開院し、空

調設備を電気に切り替えたため使用量が大きく削減されました。 

・LPガスの主な使用施設は、田代の郷温泉、中部学校給食センター、川根温泉、川根温泉ホテルです。こ

れらの施設で使用量の約９割を占めています。全体の使用量は前年度と比べて13,000㎥程度増加しま

した。令和２年度にコロナ禍による臨時休館により田代の郷温泉（13,000㎥程度減）及び川根温泉ホ

テル（7000㎥程度減）で使用量は大きく減少しました。令和３年度もコロナ禍の影響を受けており、

コロナ前の水準には戻りませんでしたが、田代の郷温泉（約3,000㎥増）及び川根温泉ホテル（約3,000

㎥増）で使用量は増加しました。また、島田第四小学校の新校舎移転に伴い、エアコンの動力が電気か

らガスに切り替わったため、ガスの使用量が大幅に増加（約4,000㎥）しました。 

・都市ガスの主な使用施設は、病院（市民病院、総合医療センター）、プラザおおるり、保健福祉センタ

ー、六合小学校です。これらの施設で全体の約８割を占めています。令和２年度は市民病院が使用量の

約６割を占めていましたが、総合医療センターが開院し、空調設備を電気に切り替えたため使用量が大

きく減少しました。 

・天然ガスは川根温泉の温泉付随ガス（メタン）を活用したコージェネレーションシステム（熱電併給）

に用いている分です。令和２年度はコロナ禍による臨時休館のため使用量が減少しました。令和３年度

も同様にホテルの休館があり、使用量も同程度となっています。 

 

燃料の種類別使用状況 

項目 単位 
基準年度 

H25(2013) 

前年度実績 

R2（2020) 

最新実績 R3（2021) 

実績値 
増減率 

対基準年度比 対前年度比 

木材 kg - 10,400 32,650 - +213.9% 

ガソリン Ｌ 483,161 73,564 72,987 -84.9% -0.8% 

灯油 Ｌ 483,161 239,115 323,132 -33.1% +35.1% 

軽油 Ｌ 155,497 105,086 100,799 -35.2% -4.1% 

Ａ重油 Ｌ 974,347 727,242 480,445 -50.7% -33.9% 

ＬＰガス ㎥ 126,768 182,985 195,932 +54.6% +7.1% 

都市ガス ㎥ 126,377 177,147 97,357 -23.0% -45.0% 

天然ガス Ｎ㎥ - 250,484 247,345 - -1.3% 

コークス（※２） kg 1,407,282 1,601,540 1,544,722 +9.8% -3.5% 

温室効果ガス 

排出量（※３） 
t-CO2 5,778 

5,190 

（4,618） 

4,621 

（4,056） 

-20.0% 

（-29.8%） 
-11.0% 

 ※２ 本計画での対象外のため参考値。 

 ※３ コークスを除く。括弧書きは基準年度に含まれていなかった天然ガスを除いた値。 
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排出活動②：電気の使用 

・使用電力量（買電）の最も多い施設は、総合医療センターです。新病院になり空調の動力源が化石燃料

から電気に切り替わったため、使用電力量は増加しました。 

・全体での使用電力量は増加しましたが、電気事業者の排出係数（電気事業者が電力供給１kWhあたりに

排出する二酸化炭素量）が減少したため、電気の使用による温室効果ガス排出量は減少しました。 

・廃棄物発電や太陽光発電等による発電設備での自家消費により、買電と自家消費を合わせた全体の使用

電力量の約４分の１がまかなわれています。 

 

電気事業者から供給された電気の使用状況 

項目 単位 
基準年度 

H25(2013) 

前年度実績 

R2（2020) 

最新実績 R3（2021) 

実績値 
増減率 

対基準年度比 対前年度比 

使用電力量 

（買電） 
kWh 29,079,412 27,734,056 29,032,030 -0.2% +4.7% 

温室効果ガス 

排出量 
t-CO2 15,005 12,364 

11,952 

（11,577） 
-20.3% -3.3% 

1kWh あたりの排

出量 
t-CO2/kWh 0.000516 0.000446 

0.000412 

（0.000399） 
-20.2% -2.4% 

※括弧書きは調整後排出係数を用いて算定した値 

 

島田市が電力供給を受けている電気事業者の排出係数 

電気事業者 基礎排出係数（※４） 

（t-CO2/kWh) 

調整後排出係数（※５） 

（t-CO2/kWh) 

中部電力ミライズ(株) 0.000406 0.000379 

(株)エナリス・パワー・マーケティング 0.000487 0.000629 

鈴与商事(株) 0.000303 0.000523 

イーレックス(株) 0.000470 0.000499 

エバーグリーン・マーケティング(株) 0.000435 0.000558 

静岡ガス&パワー(株) 0.000427 0.000392 

テプコカスタマーサービス(株) 0.000460 0.000495 

(株)ＵＳＥＮ  ＮＥＴＷＯＲＫＳ 0.000478 0.000423 

ミツウロコグリーンエネルギー（株） 0.000344 0.000464 

※４ 電気事業者が供給した電気の発電に伴うCO2排出量を供給した電力量で除した係数 

※５ 電気事業者のCO2排出量に再生可能エネルギー電力等の調達による調整を反映し、供給した電力量

で除した係数 

発電設備による発電等の状況 

発電種類 主な施設 
発電出力 

（kW） 

発電 

電力量 

（kWh・年） 

自家消費 

電力量 

（kWh・年） 

売電 

電力量 

（kWh・年） 

バイオマス（廃棄物） 田代環境プラザ 1,990 10,148,020 8,603,099 1,544,921 

温泉付随ガス（メタン） 川根温泉ホテル 100 599,815 599,815 - 

太陽光 川根小学校等 129 31,892 31,712 180 

太陽光（PPA） 初倉中学校等 208.5 - 293,425 - 

※太陽光（PPA）は設備の第三者所有により発電した電力を自家消費するモデル。 
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排出活動③：一般廃棄物の焼却 

・一般廃棄物の焼却に伴う二酸化炭素の排出については、一般廃棄物に含まれる炭素分が酸素と結び付き

二酸化炭素となって排出される量が該当します。また、一般廃棄物の焼却に際しては、メタンと一酸化

二窒素も排出されます。令和３（2021）年度については、基準年である平成25（2013）年度と比較

して、焼却処理量が減少していること及び廃プラスチックの含有量が少なかったことが影響し、二酸化

炭素排出量が減少する結果となりました。ただし、この結果は事業者や住民から搬入される焼却物に起

因するものであるため、引き続き傾向を注視する必要があります。 

 

一般廃棄物の焼却状況 

項目 単位 
基準年度 

H25(2013) 

前年度実績 

R2（2020) 

最新実績 R3（2021) 

実績値 
増減率 

対基準年度比 対前年度比 

田代環境プラザ 

焼却処理量 
ｔ 33,376 31,419 30,298 -9.2% -3.6% 

温室効果ガス排出量 t-CO2 13,428 10,576 10,631 -20.8% +0.5% 

 

 

１-3 省資源の推進 

・エコアクション２１の取組として、次の項目に目標を定めて取り組んでいます。 

 

省資源化の取組の状況 

項目 単位 毎年の目標 
前年度実績 

R2（2020) 

最新実績 R3（2021) 

実績値 
対前年度比 

増減率 

水の使用量 ㎥ 
前年度比１％以上削

減する 
393,639 366,635 -6.9% 

用紙の使用量      
（行政総務課集中管理分） 

枚 
前年度比１％以上削

減する (A4版換算） 
7,234,750 7,786,750 +7.1% 

燃えるごみ（一般廃棄物）

の 排出量（庁舎のみ） 
kg 

前年度比１％以上削

減する 
509,418 541,446 +6.3% 

グリーン購入率 ％ 90％以上を維持する 95.6 99.1 - 

・令和3年度の実績については、達成できたものと達成できなかったものがあります。 

・水の使用量については、使用量の多い病院（市民病院、総合医療センター）において、総合医療センタ

ーが開院し、設備が更新されたため、大きく減少しました。 

・用紙の使用量は、デジタル化の推進によるペーパーレス化を進めているものの、コロナ禍の影響により

増加しました。 

・燃えるごみの排出量は、公園・緑地の草刈りや剪定、大木伐採により排出量が増加しました。長雨が続

き、草木が水分を多く含んだ状態であったことも重量の増加の一因となっています。 

・グリーン購入率は、継続して目標を達成しており、市の取組として定着しています。 
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２－１ 島田市全域からの温室効果ガス排出量の現状と目標 

（１）温室効果ガス排出量の現状 

・平成29（2017）年度における温室効果ガス排出量は、二酸化炭素換算で908.9千tで、基準年度と比

較して、10.3％減少しています。 

 

（２）温室効果ガス排出量削減目標（短期目標と最終目標） 

・令和4（2022）年度における排出量の目標（短期目標）は、基準年度比で14.3％削減です。 

・令和12（2030）年度の目標（最終目標）は、基準年度比で27.0％削減です。 

 

温室効果ガス排出量の推移（二酸化炭素換算）        （単位：千t-CO2/年） 

起源 部門 
基準年度 

H25(2013) 

前年度実

績 

H28（2016) 

最新実績 H29（2017) 

実績値 

増減率 

対基準年度

比 

対前年度比 

エネルギー起源

C02 

産業部門 535.9 487.7 473.7 -11.6% -2.9% 

家庭部門 146.7 138.5 135.3 -7.8% -2.3% 

業務その他部門 112.1 98.1 94.5 -15.7% -3.7% 

運輸部門 207.2 194.2 191.5 -7.6% -1.4% 

エネルギー起源

CO2 以外 

廃棄物処理部門 5.9 5.8 7.7 30.5% 32.8% 

農業部門 2.6 2.5 2.5 -3.8% 0.0% 

代替フロン類 3.4 3.6 3.8 11.8% 5.6% 

排出量合計 1013.8 930.4 908.9 -10.3% -2.3% 

※統計データが過去に遡って数値が更新されたため、それに合わせて基準年度の数値を更新しています。 

 

 

２－２ 部門ごとの温室効果ガス排出量の状況（H29） 

（１）エネルギー起源ＣＯ2 

ア 産業部門 

・産業部門では、製造業（97.0％）が大部分を占めています。 

・平成29（2017）年度の排出量は、前年度より2.9％減少し、基準

年度より11.6％減少しました。 

・特に製造業が大きく減少しており、製造業における省エネルギー対

策の効果が継続していると考えられます。 

 

 

 

 

２ 市内からの温室効果ガス排出量 

製造業

97.0%

建設業・鉱業

1.3%

農林水産業

1.7%

産業部門

2017年度
473.7千t-CO2
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イ 家庭部門 

・家庭部門では、電力が66.3％を占めています。 

・平成29（2017）年度の排出量は、前年度より2.3％減少し、基準

年度より7.8％減少しました。 

・特に電力が大きく減少しています。電力からの温室効果ガス排出量

の減少は、供給元である電気事業者の排出係数（1kWh発電するため

に排出する温室効果ガス排出量）が減少したことも一つの要因です。

また、世帯数が増加しているにも関わらず、家庭用電力消費量及び1

世帯当たり電力消費量は年々減少していることから、家庭での省エネ

ルギー対策が進んでいるものと考えられます。 

 

 

ウ 業務その他部門 

・業務その他部門では、電力が84.3％を占めています。 

・平成29（2017）年度の排出量は、前年度より3.7％減少し、

基準年度より15.7％減少しました。 

・特に電力が大きく減少しています。電力からの排出量の減少は、

電気事業者の排出係数の減少、従業者数の減少による効果が大き

いと考えられます。 

 

 

エ 運輸部門 

・運輸部門では、自動車（旅客及び貨物）が96.5％を占めています。 

・平成29（2017）年度の排出量は、前年度より1.4％減少し、基

準年度より7.6％減少しました。 

・特に自動車（旅客・貨物）が減少しました。自動車からの排出量

の減少は、旅客自動車の低燃費車両への転換などの省エネルギー対

策や、貨物自動車保有台数が年々減少傾向にあることが主な要因と

考えらます。 

 

 

（２）エネルギー起源ＣＯ2以外 

ア 廃棄物処理部門 

・廃棄物処理部門では、廃棄物の焼却が70.1％を占めています。 

・平成29（2017）年度の排出量は、前年度より32.7％増加し、基準

年度より31.5％増加しました。 

・特に廃棄物の焼却が増加しました。廃棄物の焼却からの排出量の増

加は、プラスチック類の燃えるごみへの混入量の増加によるものと考

電力
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えられます。ただし、燃えるごみに占めるプラスチック類の割合は

年変動が大きく、基準年度以降、増減を繰り返しています。 

 

イ 農業部門 

・農業部門では、水田の使用が97.0％を占めています。 

・平成29（2017）年度の排出量は、前年度より1.8％減少し、基

準年度より6.1％減少しました。 

・特に水田の使用が減少しました。水田の使用からの排出量の減少

は、水稲の作付面積の減少によるものと考えられます。 

 

 

 

水田の使用

97.0%

耕地における

肥料の使用

等

3.0%

農業部門

2017年度

2.5千t-CO2
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令和３年度に登録及び報告された「しまだエコ活動」を紹介します。なお、各活動については、市ホーム

ページにも掲載しています。 

 

ＮＰＯ法人 しまだ環境ひろば 

◎活動名  竹林の保全・管理 

●活動実績 

孟宗竹の暴走が止まりません。外来種の孟宗竹は日本の亜熱帯化による広がりと竹材需要の縮小と相俟

って竹林面積を広げています。以前は農家の裏山で管理されていた竹林が農家の高齢化・後継難で山の頂上

付近まで暴走し、島田市の国道一号線沿いの山々を始め市内全域に広がっています。 

しまだ環境ひろばでは設立以来、放置竹林の再生に取り組み、市と「竹破砕機」の導入を図るなど竹林の

暴走対策に努めてきましたが、高齢化・会員減少・後継難の影響で現在は、「伊太八幡宮西竹林」の維持管

理に止まっています。 

伊太八幡様西竹林は、約６００坪（約２，０００㎡）、孟宗竹の荒廃竹林を皆伐し果樹園に再生して今日

に至っています。 

令和３年度は同果樹園を使って次のような活動をしましたので報告します。 

 

■今年度も柚子がたくさん採れましたので  ■休憩所は伐採した孟宗竹で作ってあります 

会員が所属している介護事業の「ＮＰＯ   が、今年度は長椅子を新調しました。 

法人フリースペース うぇるびー・ひだ   当休憩所は、市民のハイキングコース「矢 

まりカフェ」さんに供給しました。     倉山」登山口前にありハイカーさんの休憩 

                      に開放し喜ばれています。 

     
 

■１０月２１日、果樹園の側道に植わっている栗の木の剪定作業を行い、人や車の通行の安全を 

確保しました。剪定枝は市・環境課の配慮で廃棄処分をしました。 

     

 

資料 しまだエコ活動レポート 
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■当果樹園には、柑橘類やスモモなど果樹の他に作業道の脇にもみじ・アジサイ・桜などを植栽し将来地元

自治会や他の市民団体活動の活動広場として活用できるように整備しています。会員の高齢化でいずれ

後継団体に引継ぎを要しますのでその準備を進めています。 

 

◎活動名  梅林の保全・管理 

●活動実績 

島田市の伊太地区は梅の産地で有名です。地域の山の手には農家が点在しその庭先や裏山には梅林が広

がり、２月中旬に一斉に白い花をつけ、５月下旬にはみどり色の実をつけます。 

毎年梅花の季節には地元市民活動団体主催・自治会協賛の「伊太の梅まつり」が開催され、５月下旬には

一斉に収穫が始まりますが、最近は農家の高齢化・後継難で梅林の維持管理が大変になってきています。 

 そんな中で、伊太の観音様奥に K さんが所有する梅林が荒廃化し維持管理ができなくなり「しまだ環境

ひろば」が維持管理することになり、会員の S さんが、梅の剪定技術や土壌の管理を習得し、毎年良質な

梅を収穫できるようになっています。 

K さん所有の木は老木化してきているので、一昨年から新木を植樹したり土壌改良したり、下草刈りを

励行したり維持管理に努めています。 

 令和３年度も次のような活動をしましたので報告します。 

 

■２月中旬には梅花が満開になりましが、２月１３日に予定された「伊太の梅まつり」は、コロナ禍で２年

連続中止が決まりました。 

      

  

■令和３年５月２２日（土）を皮切りに会員と子供たちで「梅の収穫」を行いました。 

２年続けて豊作でした。 
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◎活動名 御仮屋市民農園の開設と維持管理 

●活動実績 

 しまだ環境ひろばが島田市農林課の要請を受けて「御仮屋市民農園」を開設したのは、平成２４年１０月

です。耕作放棄地対策の一環として、島田市・大井川農業協同組合・ＮＰＯ法人しまだ環境ひろばの３者が

貸付協定を締結してから今年度は９年目になります。 

農園は約６００坪（約２，０００㎡で、一区画６坪強（２００㎡）に区切って４１区画あり、今年度は一

般市民２０区画、２０名程が参加し、思い思いの野菜や穀物を栽培し、地産地消や地域の景観保持に貢献し

ています。園内には憩いの場所（小公園）もあり、お年寄りや家族連れの団欒の場所になっており、市民の

居場所づくりに一役買っています。新年度は、開園１０周年です。５年契約の３回目になります。 

令和３年度は次のような活動をしましたので報告します。 

 

■御仮屋市民農園の全景の様子です。    ■憩いの場所（小公園）です。 

       

 

■お年寄りは農園通いが楽しみです。     ■C さんはうまく竹を使ってきれいに 

 ひとり、のんびり過ごしています。      作ります。 

        

 

■D さんはネギを上手に作っています。   ■H さんはジャガイモの威勢がいいですね。  
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◎活動名 休耕田を利用した「中溝町コミュニティ農園」で地産地消 

●活動実績 

 しまだ環境ひろばが休耕田を利用して「中溝町コミュニティ農園」を開設したのは、平成２１年（２００

４年）６月、当初は総面積約３５０坪（約１，１００㎡）、８０坪を個人畑として一区画２坪強を２０区画

一般市民に無料で貸し出し、残りの２７０坪は共同畑として個人畑に参加した市民の協力を貰って、秋から

春は菜の花を、夏から秋は大豆（枝豆）を栽培し、種まき・花見・収穫・加工・生ごみの回収と堆肥化など、

循環型社会づくりを一般市民と一緒に勉強してきました。 

大豆（枝豆）や菜の花は近隣の保育園児と一緒に植え、出来た枝豆や菜種油は保育園に贈呈するなど喜ば

れ貢献しました。 

 平成３０年４月、地主から近くの食品スーパーの駐車場に転用したいと、２７０坪の返還要請があり以

後、残された個人畑８０坪を維持管理し今日に至っています。 

令和３年度は次のような活動になりましたので報告します。現在個人畑には３名の市民が参加中です。 

 

■１０月には「枝豆」を収穫し、介護施設を  ■１２月には「大豆」を収穫し、広報しまだで 

運営している「フリースペースうぇるびー   参加者を募集した「手づくり味噌の会」の     

ひだまりカフェ」さんに斡旋しました     材料に使いました。 

        

 

■個人畑に参加しているＫＭさんは、里芋やさつまいもをうまく作ります。 

        

 

■ＳＭさんも、落花生や生姜を上手に作ります。 
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◎活動名 小水力発電の研究と導入促進 

●活動実績 

 2021 年 11 月の「ＣＯＰ26」では「産業革命以前からの気温上昇を１．５度以内に抑えることを目指

して、努力を追求することを決意」することで合意、そして 2030 年までに世界の温暖化ガス排出量を

2010 年比４５％減らし、2050 年頃までには実質ゼロにしなければならないと明記されました。欧米な

ど先進国は概ねこれにならい、日本も 2030 年度に 2013 年度比４６％の削減、2050 年までに実質ゼ

ロにすると表明しました。 

 日本国内では、多くの自治体がこれにならい、2021 年 3 月に島田市でも 2050 年までに実質ゼロにす

る「ゼロカーボンシティ」を宣言しました。 

これらの目標を達成するカギは、「脱炭素」と「再生可能エネルギーの創出拡大」であることは論を待たな

いが、ウクライナ戦争で「脱炭素」に暗雲がかかり、再生可能エネルギーへの期待がますます高まっていま

す。 

再生可能エネルギー（太陽光・風力・小水力・地熱・バイオ）＝自然エネルギーは、持てる地域が頑張らな

いと創出できないわけで静岡県、引いては島田市は消費地に近い所に多くの用水路と大量の農業用水が流

れており、以下の通り環境は整い機運は高まっています。 

 

■ 島田市では、庁内に「島田市小水力発電創出合同検討会」を立上げて、「島田市小水力発電ガイドブッ

ク」も作り今日に至っています。（現在同検討会は休止中） 

■ 「第二次環境基本計画第３章 再生可能エネルギーの市の施策」に「市内の豊富な水資源を活用した小

水力発電の導入について検討します」と記述しています。 

■ 令和 3 年 2 月の市議会定例会に於いて、議員からの質問に、「現在、ミニ小水力発電（マイクロ）につ

いて検討中で、時期は分からないが実施できるように頑張る」と回答しています。 

■ しまだ環境ひろばでは、島田市小水力発電創出合同検討会と共催して「島田市くらし・消費・環境展」

に小水力発電ブースを構えて連続 3 回出展中です。 

■ 島田市には、管理を任せられる大井川土地改良区、近郊に発電機メーカーもあります。 

 

 令和 3 年度は次のような活動をしましたので報告します。 

（１）7 月 16 日 島田市主催講演会「リニア中央新幹線建設の環境影響に係る県と JR 東海の対話の状況

説明」（会場：プラザおおるり）小水力発電にも関係があり出席 

（２）10 月 22 日 環境課主催「小水力発電意見交換会」（会場：大井川土地改良区）出席 

（３）10 月 29 日 しまだ環境ひろば主催「発電機メーカ 佐藤工業様と意見交換会」出席 

（４）11 月 12 日 「環境課との意見交換会」（会場：田代環境プラザ）出席 

 

 ■ 候補地：向谷 うぐいす橋用水路    ■ 候補地：神座 水路橋付近用水路 
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◎活動名 市民の環境意識向上のための広報活動 

●活動内容 

 しまだ環境ひろばは、一団体でどんなに良い活動をしても、それを市民が知らなかったり、普及しなかっ

たりしたら意味がないと考え、設立以来市民の環境意識向上のための広報活動は大事にして来ました。 

令和３年度も次のような広報活動をして来ましたので報告します。 

（１）令和３年１０月、島田市市民活動センター主管の「市民活動調査」と「市民活動団体紹介シート」 

の提出に協力しました。       

（２）令和４年３月、島田市市民活動センター発行の「協働の事例ハンドブック」の活動事例紹介に協力 

しました。 

（３）ＮＰＯ法人クロスメディしまだ発行の「ココガネ 令和４年４月号」に「手づくり味噌の会」の活 

動が紹介されました。 

（４）島田市社会福祉協議会主催「令和３年度ふれあい広場」に活動紹介シートを展示しました。 

３月１９日、会場のアピタ島田２F フードコートは大勢の市民で賑わいました 。 

 ■ ふれあい広場に活動シート展示      ■ 市民で賑合うふれあい広場会場        

              

（５）しまだ環境ひろばでは、地域交流センター歩歩路の掲示板を借りて、ごみの減量や地球温暖化防止， 

しまだ環境ひろばの活動紹介など年に２～３回メンテナンスして市民に幅広く訴求しています。 

 ■ 節電対策としまだ環境ひろばの活動を紹介  ■ 生ごみの自家堆肥化を紹介しています。 

      

（６）しまだ環境ひろばのエコ活動の紹介 

 島田市には、「しまだエコ活動」という制度があり、年初に市に登録すると「島田市環境報告書」で紹介

されます。令和４年３月、「島田市環境報告書（令和３年度版）」が、島田市のホームページに公開され、そ

の中にしまだ環境ひろばのエコ活動が９件掲載され広く市民にＰＲができました。 

（７）ブログ「しまだ環境ひろばの日記」の投稿 ３８２２回達成 

しまだ環境ひろばでは、設立当初からブログを開設し平成２１年（２００９年）には、はてなダイアリーに

「しまだ環境ひろばの日記」を再開設し、令和４年３月末で累計３，８２２回の投稿になりました。 

アクセス回数は２５，６２２件に達し、この一年間のアクセス回数は飛躍的に増え一日平均２５件余になっ

ています。投稿の内容は、しまだ環境ひろばのイベントなど活動紹介を中心に、世界や日本の環境問題（自
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然環境・ごみ問題・地球温暖化防止・食の安心安全・市民環境教育問題など）に言及してきました。これか

らも投稿を継続して行きますのでどうかよろしくお願い致します。 

  

 

◎活動名  しまだ環境ひろば塾の開催（テーマ・目的・参加人数などは一覧表を参照） 

●活動実績 

 島田市の「市民環境教育」は島田市環境基本計画書に、市や市民グループの取組みの責務として位置付け

られ活発に開講されてきました。 

しまだ環境ひろばは平成１５年発足以来「市民環境塾開催業務」を市から委託され、平成２４年からは「し

まだ環境ひろば塾」に衣替えして、会の一丁目一番地の活動に位置付けて地道な活動を継続して今日に至っ

ています。 

令和３年度も次のように開講しましたので以下報告します。別紙開催一覧表も併せてご覧ください。 

（１）「手づくり味噌の会」の開催 令和３年１２月１３日 

令和４年１月９・１０・１２・２２・２３・２５・２月５日 

① すっかり恒例となった「新春 手づくり味噌の会」を都合８回 市民参加者数８８名で開催しました。

コロナ禍、昨年に続いて対面形式の体験会は自粛し、完成品渡しと講師による質疑応答方式とし、手

づくり味噌だけは欲しいという市民の強い要望に応えました。 

② 手づくり味噌の会の目的は、広く伝統食の味噌を普及させることですので、８回の内３回は市の「農

業振興課」さんと共催し、広報しまだ１１月号で公募して新人発掘・普及に努めました。 

③ 会場・講師を担当の「園田農園」さんとコラボして、耕作放棄地を活用した無農薬の大豆を栽培し、

「安心・安全」、「地産地消」、「伝統食の普及」などに大きく貢献しています。 

 

 ■ 手づくり味噌の保管の仕方や食べ頃など  ■ 出来上がった自分用の味噌は自宅へ持ち 

     質疑があり講師より回答がありました。    帰りました。 

  

（２）令和３年５月２２日、「梅の収穫を通じて自然について考えてみよう」を開催しました。 

  

 ■梅の育て方や実の取り方を教わりました。 ■ みんなで一生懸命に実を収穫しました。 
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（３）身近な水環境の全国一斉調査「相賀谷川の水質調査をしてみよう」 

① 相賀の里の会と共催して、相賀小学校の児童たちと一緒に開催してきましたが、昨年に続いてコロ 

ナウイルス禍で実行計画の提案を見送りました。 

 

 

 

 

◎活動名  環境保全活動の進行管理の推進 

●活動実績 

 島田市には平成１３年３月に発令した「島田市環境基本条例」が存在します。条例の７条では市長に「環

境基本計画」の策定を、第８条では「年次活動報告書」の作成と公表を義務付けています。 

「島田市環境基本計画」の第５章「計画の推進」には、計画を推進する主体はすべての市民（市民・事業者・

市）とし、それぞれが役割を協働して推進し、Ｐ・Ｄ・Ｃ・Ａサイクルを活用した進行管理を義務付けてい

ます。しまだ環境ひろばでは、市の進行管理に準じて以下の通り独自の「進行管理」を実施していますので

報告します。 

 

（１）令和３年４月２４日、会員１２名（内委任状４名）の出席の下「通常総会」を開催し、議案書に基づ

き前年度の活動実績・決算・新年度活動計画・予算計画を審議し全会一致で承認しました。 

 

  ■ 通常総会を２年振りに開催しました。     ■ 総会議案書で計画の進行をフォロー 

                            しました。 

       

 

児童

一般市民

令和３年

１２月１３日

（月）

令和４年１

月９日（日）

１０日（月）

２３日（土）

２月５日

（土）

　　児童
一般市民

５～
８

「手づくり味噌の会に参加しよう」
ＮＯ．４．５．６．７．８

４回開催

しまだ環境ひろばでは、中溝町コミュニティ農

園で、農薬を一切使わないで大豆を栽培・収

穫してきましたが、残念ながら地主の返還指

示があり地元産以外の大豆の使用をせざるを

得ない中、園田農園さんの計らいで、無農薬

の大豆・米麹を使用することが可能となり、何

とか安心安全で地産地消の手づくり味噌を確

保できています。

しまだ環境ひろば
東光寺　園田農園

園田巳義さん

東光寺

園田農園

市民

４４名

ひろば

４名

計４８名

２時間

目的（狙い）と経緯 出席者 講　師 プログラム・実施内容所要時間
参加

人員
テーマ名 開催場所開催日対象者

令和３年度　しまだ環境ひろば塾　開催実績一覧表

「手づくり味噌の会　　ＮＯ．１．２．３」

３回開催
２～
４

身近な水環境の全国一斉調査
「相賀谷川の水質調査をして

みよう」

しまだ環境ひろばでは、平成２１年～２４年ま

で、全国一斉調査に参加して、大井川やその

支流の水質調査をしてきました。４年前に相賀

の里を良くする会と共催して再開、相賀小学

校教頭先生の賛同を頂いて一昨年度まで継

続してきましたが今年度は昨年度に続いてコ

ロナ禍で実施計画の提案を見送りました。

しまだ環境ひろば

一般市民

1
「梅の収穫を通じて

自然について考えてみよう」

平成２６年、耕作放棄された荒廃梅林を地主

からの依頼で再生し、梅の実がついて７年目、

梅の収穫という自然体験をしながら、農家の

苦労を分かち合うことを目的とする。

しまだ環境ひろば主催の手づくり

味噌の体験会も、講師の園田農園

さんと協議し、対面方式の体験会

は避けて完成品引き渡し方式に変

更、参加者は仕込み用のカメを持

参し、仕込んだ味噌の保存法など

を聞いて自宅に持ち帰りました。

令和３年

５月２２日

（土）

昨年度はコロナ禍で広報しまだに

よる公募も、また体験会方式も自

粛し、質疑応答と完成品引き渡し

方式にて実施しましたが、今年度

は広報しまだによる公募を再開、

方式は昨年同様の「質疑応答と完

成品引き渡し方式」で実施し参加

者を増やしました。

番号

しまだ環境ひろばでは、市・農業振興課主催

の「地産地消連絡会」の消費者代表として参

画しています。地元産の手づくり味噌は、伝統

食でもあり、また地産地消の最たる産物であ

り、農業振興課さんと協働して、毎年この時期

に市民を集めて講座を開いています。すっか

り定着しました。

当日は参加市民に、梅の収穫まで

の農作業を説明の後、収穫・選

別・計量・出荷を体験してもらっ

た。しまだ環境ひろばの里山の再

生活動を説明し共感を得た。

しまだ環境ひろば ４時間

令和４年
1月１２日

（水）

２２日（土）

２５日（火）

東光寺

園田農園

コロナ禍、実施を見送りました。

一般市民

一般市民

市民

３７名

ひろば

３名

計４０名

２時間

農業振興課
しまだ環境ひろば
東光寺園田農園

園田巳義さん

伊太・観音様

奥 しまだ環
境  ひろば

梅園

市民７名

ひろば

６名

計１３名
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（２）通常総会の結果、所轄官庁である「静岡県くらし環境部県民生活課ＮＰＯ班」に、所定様式に基づい

て事業報告・決算報告・役員就任報告をしました。併せて静岡法務局に役員登記をしました。 

（３）しまだエコ活動報告書（登録済みの９件の写真入りの活動記録）を島田市環境課に提出しました。   

内容は、「令和３年度版島田市環境報告書」に掲載され公表されました。（今年度から冊子の発行は停止し、

島田市のホームページでの公開となりました） 

（４）令和４年２月８日（火）、環境課主催の「島田市環境報告会」に出席し、令和３年度の活動報告と意

見要望を申し述べました。 

（５）令和３年１０月、島田市市民活動センター主管の「市民活動団体アンケート・活動調査」に協力して

４件の活動シートを提出しました。 

（６）令和４年２月、島田市市民活動センター発行の「協働の事例ハンドブック」に、しまだ環境ひろば   

の事例を掲載することに協力しました。市民・市民団体・事業者・行政の連携・協働は今後益々重要視され

当ハンドブックも有効に利用されると思われます。 

（７）令和４年３月１９日、島田市社会福祉協議会主催「ふれあい広場」に市民活動団体の活動シートを展

示することになり、しまだ環境ひろばは４件の活動シートを製作し展示に協力しました。 

 

 

◎活動名 生ごみの堆肥化の普及活動と生ごみ分別収集の調査・研究 

●活動実績  

 島田市では「燃えるごみ」の減量対策を実施中ですが、３０～４０％を占める生ごみは、「生ごみ処理器

等購入補助金」を付与して推奨しています。生ごみは家庭内にある間の少量の間に「自家処理」をして焼

却場の処理量を減量するのは最善策と考えます。 

島田市の市民環境活動団体が、「ボカシ式」・「ピートモス式」・「杉チップ式」、最近では「キエーロ式」等ト

ライするも、市民の間に中々普及せず生ごみの排出量は高止まりし減りません。 

しまだ環境ひろばでは、長年の研究によってたどり着いた「腐葉土式生ごみ処理器」と「さんさん BOX 式

生ごみ処理器」を含めて、各市民環境団体が扱った方式を実験の結果を市民に発表をしました。 

分かったことは、どの方式もかなりの効果があるが、多かれ少なかれ「臭い」と「虫」は付き物でこの壁を

乗り越えないと、家庭での自家処理は無理であることが判明しました。 

従って、関心のある市民にこの壁を乗り越させるために、生ごみ処理器の安価供給と失敗をさせないバック

アップ体制の確立を、環境市民団体、環自協・行政の協働でこれを実施し成功させることが必要ですので

「ごみの更なる減量化推進合同検討会」の復活を切望致します。 

 

令和３年度は、次のような活動をしましたので報告します。 

 

（１）会員の H さんが考案した「腐葉土式生ごみ処理器」で堆肥をつくり、「しまだ環境ひろば中溝町コ 

ミュニティ農園」で実際に使い高評価を得ています。 
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■ 用意する道具は、バケツ２個・麻袋８枚  ■ 基材（腐葉土・米ヌカ・使用済み食用油）を規定 

  計量容器・シャベル・手袋だけです。    の量、生ごみと良く混ぜて麻袋に詰めて一ヶ月保存 

       

■ 一ヶ月後に袋から取り出し、スチロール  ■ しまだ環境ひろばでは、多量の堆肥を希望する 

 の箱に保管（二次発酵）し適宜使って行く。  人には「さんさん BOX 式生ごみ処理器」を推奨 

                       しています。 

        

 

 

大鐘測量設計株式会社 

◎活動名 伊太谷川河川清掃報告 

●活動実績 

伊太谷川の清掃活動 

日時 参加人数 場所 

令和３年４月 17 日（土） 17 人 菰川橋～伊太谷川橋 約 300ｍ 

令和３年 10 月 14 日（木） 17 人 静居寺大橋～静居寺橋 約 300ｍ 

令和３年 12 月 21 日（火） 13 人 静居寺橋～菰川橋 約 450ｍ 
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水と里山を守る会 

◎活動名 里山・里地整備 荒廃耕作地を再耕作 

●活動実績 

１ 荒廃竹林の皆伐・間伐整備 

孟宗竹がスギ・ヒノキやコナラ樹林に侵入し、拡大し続けている。とくにコロナ禍や高齢化で整備がなく 

放置され荒廃竹林が一層、拡大化している。 

 

竹林の整備             竹林の整備竹の子堀り体験イベント 

保育園生大喜び 

 

 

 

 

  

 

 

 

「竹の子堀り」は大変に危険が伴うのでやっているところはなく細心の注意を払って要請に応えて実施

している。父兄には大変に好評である。 

 

２ 源氏ホタルの生息 環境づくり  

「源氏ボタルが乱舞できる」と云うことは、カワニナや沢などその一帯の生態系の環境がなんとか保たれ

ているということである。 

 

 源氏ホタルの生息 環境づくり ６月５日～11 日 

 

 

 

 

 

 



- 97 - 

発生のひと月前から、土堤に土繭をつくるので土での護岸も必要 

ホタルはカワニナしか食さない。今年は、少し投入（カワニナの生息環境が悪くなってきている。） 

 

６月 11 日 大津保育園のホタル観賞会・ホタル祭り 

父兄が子どもと手をつなぎ夕闇の水田をそぞろに歩く、いい光景であった。参加者からも「いい機会、

いいひと時を持てました」と感謝の声があった。 

 

９月２日 ホタル川の草刈り・整備 

 

３ 耕作放棄地の活用 －トマトの栽培・そばの栽培・芋栽培— 

－ トマトの栽培 － 

各月  雑草取り 水掛け 

４月１９日 圃場の耕運  畝造り   

４月２２日 トマト畑のうねマルチ張り 

４月２４日 トマト穴あけ 苗植付け    

６月２４日 水抜き作業ボルドー   

７月 ６日 第１回トマト初・収穫 薬牧き 

７月１１日 白絹病トマト   

７月２０日 トマト収穫２３日収穫すすぎ水洗い問題となる  

７月２７日 総穫り    

８月 ３日 最後のトマト収穫 一部を 6 農協へ搬送 

トマト穴あけ                    苗植付け 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年、排水が難しい土壌であったため白絹病が発生したが、本年度も排水対策が不十分であったため再度

広く白絹病が発生した。根の部分が白い菌で覆われる病気で 3 分の 1 ほど罹かり伝染性があるため焼却し



- 98 - 

かなりの減収となった。   

 

— そばの栽培 — 

 

耕運、石ひろい・畝づくり・種蒔き・雑草取り・ 

そば刈り・そば脱穀・天干し・篩い分け・そば粉づくり・そば打ち・試食会 

  ８月 ４日 草取り・整地 

  ９月 ６日 草取り 

11 月 15 日 そば刈り、天干し 

11 月 19 日 そば脱穀 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

今年は、順調でまずまずのそば粉が出来た。 

  そば粉を打っても、いい感触の麺ができた。近隣の人たちに分け喜ばれた。 

 

— 保育園の子ども達とさつま芋の芋掘り － 

          

３種類のさつま芋が出来た。近くの保育園の生徒や近隣のおばあさんなどが集い、楽しく過ごしていた。 
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ふるさとの森 

◎活動名 森のクラフト 

●活動実績 

 ふるさとの森では、自然素材である地元の木材を利用して工夫を行う「森のクラフト」を実施しています。

子どもから高齢者まで、自分で木を伐り、形を工夫して作成します。令和３年度につきましても下記のとお

り開催しました。 

 

実施日 開催場所 参加団体 

７月 10 日 金谷公民館 金谷地区地域教育推進協議会 

10 月 20 日 金谷地区社会福祉協議会事務所 わたげの広場 

 

 

 

JA 大井川女性部島田ブロック 

◎活動名 環境美化ごみ拾い運動 

●活動内容  

活動日：令和 3 年 11 月 20 日（土）午前８時～ 約 1 時間程度活動 

参加人数：女性部島田ブロック部員およびＪＡ役職員 73 名（女性部員 61 名・役職員 12 名） 

ＪＡ大井川女性部島田ブロックでは、例年９月の第 1 土曜日に大井川河川敷にて、環境美化活動（ゴミ

拾い運動）を行っています。 

今年度は 9 月上旬が緊急事態宣下になっていて活動を自粛していたため、11 月の土曜日に活動を行い

ました。 

農業になくてはならない水に感謝を込めて、河川敷の美化活動を部員の方々とＪＡ大井川役職員にて行

いました。 

コロナ禍ということで三密を避け、外での活動ということもあり、令和 3 年度もたくさんの方の参加を

いただきました。 

以前はたくさんの空き缶や吸い殻・リサイクル法に抵触しない家電製品などのごみが散在していました

が、今年も花火大会が中止になったので例年見かける、花火の燃えカスや食品ごみ等がかなり少なかったで

す。 

手持ち花火のごみも毎年のようにありますが、今年はほどんど見当たりませんでした。寒い時期になった

ことで空き缶が集まりました。 

3 年にわたる大井川花火大会の中止は残念でしたが、環境美化の点からは良い結果になりました。 

今後、花火大会の開催時には、来場者のごみの持ち帰りの徹底をよりいっそうお願いしたいと思います。 

この環境美化活動は平成８年より継続して行っています。 

令和 4 年度も継続して活動予定です。（時期は例年に戻す予定です。） 
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大井川河川敷にて、環境美化活動 

 

特定非営利活動法人 里山仕事・しょんた塾 

◎活動名 里山整備 

●活動内容  

№ 活動内容 活動期間・回数 作業人数 

１ 諏訪原城跡の整備 11 月～1 月 ・ 3 回 11 人 

２ 童っぱ沢親水公園の整備 6 月～10 月 ・ 4 回 16 人 

３ 上社・塩ノ田の草刈り・剪定・伐倒等 4 月～３月  ・ 適時作業  
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里山どんぐりの会 

◎活動名 里山づくり(人工林･雑木林の育成) 

●活動実績  

令和年度 

活動内容 時期又は年月日 回数 活動場所 備考 

集落隣接放置竹林・侵入竹林の整備 4 月 3 回 大草 上反方 (約 0.6ha) 

集落隣接放置竹林・侵入竹林の整備 4 月 4 回 大草 八幡南 (約 0.1ha) 

城山古墳周辺整備 4 月～6 月･3 月 6 回 野田 城山 (約 0.3ha) 

城山西側間伐 ５月～３月 85 回 落合 樽ケ谷 (約 1.2ha) 

(注)例年、どんぐりの苗植木及び、チャレンジ教室(タケノコ堀り体験)に協力してきたが新型コロナの影響

で実施できず 

 

 

島田ガス株式会社 

◎活動名 エネルギー・環境事業 

●活動実績 

 

 

 

 

 

 

報徳・サン・シンコーグループ 

◎活動名 地球にやさしいエコ活動             

●活動実績 

 令和３年度は次のような活動を行いましたので報告します。 

 ・３Ｒの推進 

 ・エコドライブの推進 



- 102 - 

 ・ノーカーデーの推進 

 ・グリーンカーテンの設置 

 ・冷暖房の期間設定 

   ・３～６月／10～11 月  自然換気 

   ・７～９月        冷房 

   ・12～２月       暖房 

・子供水泳教室 シャワー10 カウントの推奨 
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 第２次島田市環境基本計画【後期基本計画】において、公表した島田市環境報告書については、意見を

募集し、それに対する回答を次年度の島田市環境報告書に掲載することとされています。令和３年度に作

成した環境報告書に対するご意見やご質問はありませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 島田市環境報告書に寄せられた意見と回答 
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１ 植物相 

 市内における近年の植物相を見る資料としては、「静岡空港整備事業に係る環境影響評価準備書（付属

資料）」（平成６年７月、静岡県）があり、その資料の中では帰化植物を含む124科521種が確認されて

います。 

 本市では宿場町や林業の発達によって中世ごろから人口の集中があったために、山間部ではスギやヒ

ノキの植林が行われ、居住地周辺では水田や雑木林の造成、茶の生産など人間による土地の改変が比較

的古くから進められてきたとみられます。現在の島田市の地形を概観すると、北から南にかけて山地か

ら中山間地、平野、河川、そして台地というように遷移する地形に合わせてそれぞれの植物相を形成し

ています。 

 山地では、商品木材として植林されてきたスギやヒノキといった針葉樹林が多くなっています。しか

し近年、林業の不振から林業従事者の後継者不足・高齢化が進み、間伐などの植林地の手入れが行われ

ず、暗く密生した林が増えています。 

 中山間地では、市内の人々が日々の薪炭に用いるためのコナラやスダジイなどの雑木林の利用や、茶

畑やミカン畑のような農作物の栽培などが行われ、適度に人の手が加えられる形で農村的な二次的自然

がつくられてきました。しかし、近年では雑木林も薪炭として利用されなくなったため、手入れが行わ

れなくなって荒れており、現在では雑木林に変わって竹林が拡大しているところや、クズが繁茂してい

るところも目立つようになってきました。 

 平野部は、河原や草原を開墾した水田と都市部を形作っていますが、近年の都市化や農業従事者の不

足によって放置されるところが増え、セイタカアワダチソウやイネ類・マメ類などの荒地に生える植物

が進出しています。また、水田に水を流したり、材木の運河として利用したりするため市街地に張り巡

らせた用水路は、防災上の観点から直線化・暗きょ化が進み、市街地から水辺環境は縮小しています。 

 大井川河川敷は、かつては大井川の氾らんの度に上流から流されてくる種子の発芽によって適度な生

態系のかく乱が行われていたと考えられますが、近年のダム建設や河川改修などに伴って流量の減少・

定量化が進み中州や河川敷の樹林化が著しく、湿地も高水敷の高度利用により大部分が消滅しました。

川口から神座付近及び赤松付近に比較的まとまったヤナギ林が見られますが、礫質の土壌に生育するヤ

ナギ類やアカメガシワが多く、それより下流では堤防によって河川敷は乾燥し、多年生草本のススキが

多く見られるほか、つる性植物のクズが河川敷を覆っています。また、中州ではヤナギ類やハンノキ類

の林が見られるほか、初夏には帰化植物のムシトリナデシコが一面に花を咲かせ、秋にはカワラハハコ

の群落が目立ちます。 

 そして、金谷・初倉地区にあたる大井川右岸では、東部及び南部の平地は水田として、西部の台地は

大規模な茶畑として利用されています。北部には国有林があり、林野庁によって管理されております。 

 このように、農林業によって開発・維持されてきた二次的自然が市域の大部分ですが、現在、農業の

近代化によって土地の改変や農薬の使用が普及し、また後継者の不足などによって放置される山林が多

くなり、竹林の拡大や林の陰樹林化のような生態的遷移が進み、植物相は単純化しています。 

 

２ 動物相 

①哺乳類  

  「島田市北部開発環境影響調査書」（平成４年３月、島田市）によると、大津・伊太地域で資料や聞き

資料 植物相・動物相 
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取り、現地調査などで確認された哺乳類は、下記の表にあるとおり６目10科17種となっています。ま

た、「静岡空港整備事業に係る環境影響評価書」（平成７年１月、静岡県）によると、近隣自治体の一部

を含む初倉地区南部地域では、下表の南部地域欄の４目７科12種が確認されています。 

本市及び本市の周辺地域では、ツキノワグマは目撃例はあるもののほとんど見られず、その他の主な

中・大型哺乳類の生息状況は、全体的な傾向として北・中央部の山地域で種類が多く、南部の丘陵・平

地では種類が少なくなっています。 

なお、北・中央部の山地域では、本市で見られる主な中・大型哺乳類が全て記録されています。近年

では山での食糧確保が困難になり、ニホンザル、ホンドタヌキ、イノシシ、ニホンジカ、ニホンカモシ

カが中山間の農地に出没して農作物への被害が目立つようになっています。他には、都市化に伴い蚊な

どが増え、それらを餌にするコウモリ類が夏から秋にかけて飛翔するのがよく見られるほか、帰化動物

であるハクビシンやアライグマの目撃例もあります。 

 

北部地域及び空港整備地域一帯での確認哺乳類一覧 

目 科 種 
確認状況等 

北部地域 南部地域 

食虫 トガリネズミ ジネズミ 捕獲 - 

 モグラ ヒミズ 捕獲 踏査 

  コウベモグラ 踏査 踏査 

霊長 オナガザル ニホンザル 聞き取り - 

ウサギ ウサギ ノウサギ 聞き取り・踏査 踏査 

げっ歯 リス ニホンリス 聞き取り・踏査 踏査 

  ムササビ 聞き取り・踏査 踏査 

 ネズミ アカネズミ 捕獲 捕獲 

  ヒメネズミ 捕獲 捕獲 

  カヤネズミ 捕獲 踏査 

食肉 イヌ タヌキ 聞き取り・踏査 踏査 

  キツネ 聞き取り・踏査 踏査 

 イタチ テン 聞き取り・踏査 - 

  イタチ 聞き取り・踏査 踏査 

  アナグマ 聞き取り - 

 ジャコウネコ ハクビシン 聞き取り 踏査 

偶蹄 イノシシ ニホンイノシシ 聞き取り - 

初出）「島田市北部開発環境影響調査書」（平成４年）「静岡空港整備事業に係る環境影響評価書」（平成７年） 

注）分類については「第３回自然環境保全基礎調査 動植物調査報告書 哺乳類」環境庁（昭和63年）に従った。 

  

②鳥類  

  「島田市北部開発環境影響調査書」（平成４年３月、島田市）によると、大津・伊太地域の現地調査で

確認された鳥類は、12目27科73種となっています。また、「静岡空港整備事業に係る環境影響評価書」

（平成７年１月、静岡県）によると、南部地域では、15目33科95種が確認されています。また、北部

地域は文献による調査、南部地域は季節ごとの鳥類相についても確認をしています。 

  北部及び南部の鳥類相は共通する種が多く、どちらも二次的自然に生息する、いわゆる里山の鳥類相

を呈しています。季節的変動をみると、生息密度は非繁殖期（秋季～冬期）に多く繁殖期（春季～夏季）

に少なくなっています。これは渡り鳥のうち冬鳥が多く渡ってくるということで、本州中部以南の平地

から低山の樹林帯における特徴を示しています。 

しかし、市内において特によく見られる種類はホオジロ、ヒヨドリ、メジロ、エナガ、シジュウカラ



  

 
- 106 -

等、国内において広く分布し個体数の多い種類です。特定の種類が地域の全種類の個体数の６～７割を

占めており、市域の自然が農耕地や植林といった人為的影響を強く受けていて、種の多様性が低くなっ

ていることが示唆されています。 

  さらに、北部地域については過去の資料からその存在が記録されていながら、最近の調査で確認でき

なかった種が５目６科10種あります。カイツブリやコアジサシなど渡りを行う鳥が多く、水田や森林と

いった、これらの飛来地域が最近の開発等で失われ、北部地域から姿を消したことが考えられます。 

  また、「島田市伊太田代地区土地利用基本計画にかかわる自然環境影響評価調査報告書」（平成16年

３月、島田市）によると、同地区でクマタカの営巣と産卵が確認されています。 

 伊太田代地区周辺では、継続的に鳥類の調査を行っており、新東名高速道路開通以降、クマタカは相

賀地区への移動が見られ、オオタカ、サシバ、ハチクマなど別の猛禽類が伊太田代地区に進出していま

したが、令和移行、新しくクマタカが進出しオオタカらが移動している様子も見られます。 

また、伊太田代地区での令和３年度調査では、当該地域で以下のレッドデータ記載鳥類が確認されて

います。令和３年度は12年ぶりに確認できたミサゴをはじめ、ミゾゴイやケリなどが数年ぶりに確認で

きました。 

 

伊太田代地区で確認されているレッドデータブック記載鳥類 

科 種 国ＲＤＢ 県ＲＤＢ 
主な生

息環境 

渡りの 

区分 

タカ 

ハチクマ 準絶滅危惧(NT) 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 樹林 夏鳥 

ハイタカ 準絶滅危惧(NT) 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 樹林 留鳥 

オオタカ 準絶滅危惧(NT) 準絶滅危惧種(NT) 樹林 留鳥 

サシバ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 樹林 夏鳥 

クマタカ 絶滅危惧IB類(EN) 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 樹林 留鳥 

ミサゴ ミサゴ 準絶滅危惧(NT) 要注目種(NⅢ) 水辺 留鳥 

フクロウ 
フクロウ  準絶滅危惧(NT) 樹林 留鳥 

アオバズク  絶滅危惧Ⅱ類(VU) 樹林 夏鳥 

カワセミ アカショウビン  絶滅危惧Ⅱ類(VU) 水辺 夏鳥 

サギ 
ミゾゴイ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 絶滅危惧 IB 類(EN) 水辺 夏鳥 

チュウサギ 準絶滅危惧(NT)  水辺 留鳥 

ハヤブサ ハヤブサ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 絶滅危惧Ⅱ類(VU) その他 留鳥 

チドリ ケリ 情報不足(DD)  水辺 留鳥 

サンショウクイ サンショウクイ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 絶滅危惧 IB 類(EN) 樹林 夏鳥 

カササギヒタキ サンコウチョウ  準絶滅危惧種(NT) 樹林 夏鳥 

ツバメ コシアカツバメ  絶滅危惧Ⅱ類(VU) 市街地 夏鳥 

 
カテゴリーの概要 

絶滅危惧Ⅰ類 (CR+EN) 絶滅の危機に瀕している種 

絶滅危惧ⅠＡ類(CR) ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの 

絶滅危惧ⅠＢ類(EN) ⅠA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの 

絶滅危惧Ⅱ類 (VU) 絶滅の危険が増大している種 

準絶滅危惧 (NT) 現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種 

情報不足(DD） 評価するだけの情報が不足している種 

 
出典：「令和３年度田代地区猛禽類等調査業務委託報告書」（島田市） 

「【鳥類】環境省レッドリスト2020」（環境省）、「静岡県版鳥類レッドリスト2020」（静岡県） 
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③爬虫類・両生類  

 「島田市北部開発環境影響調査書」（平成４年３月、島田市）によると、大津・伊太地域の現地調査で

確認された爬虫類は、下表の北部地域欄の２目３科６種、両生類は２目５科９種となっています。また、

「静岡空港整備事業に係る環境影響評価書」（平成７年１月、静岡県）によると、下表の南部地域欄のと

おり、爬虫類は２目４科８種、両生類は２目５科10種が確認されています。 

 

 

島田市で確認されている爬虫類・両生類 

分  類 現地確認状況 

綱 目 科 種 北部地域 南部地域 

爬虫 トカゲ トカゲ ニホントカゲ ○ ○ 

  カナヘビ ニホンカナヘビ ○ ○ 

 ヘビ ヘビ シマヘビ ○ ○ 

   ジムグリ ○ ○ 

   アオダイショウ ○ ○ 

   ヒバカリ  ○ 

   ヤマカガシ ○ ○ 

  クサリヘビ マムシ  ○ 

両生 有尾 イモリ アカハライモリ ○ ○ 

 無尾 ヒキガエル 
ニホンヒキガエル 

（アズマヒキガエル） 
○ ○ 

  アマガエル アマガエル ○ ○ 

  アカガエル ニホンアカガエル ○ ○ 

   ヤマアカガエル  ○ 

   トノサマガエル  ○ 

   トウキョウダルマガエル ○  

  
 

ウシガエル  ○ 

ツチガエル ○ ○ 

アオガエル モリアオガエル ○  

   シュレーゲルアオガエル ○ ○ 

   カジカガエル ○ ○ 

 

島田市では本州で見られる主な種の多くを確認できるとともに、北部地域と南部地域の爬虫両生類相

はほぼ一致しています。南部地域に比べて北部地域の方が確認された種が少ないですが、爬虫両生類は

目立たない種も多いので調査中に確認が取れなかった可能性も強く、実際にマムシは大津地区等でも確

認されています。また、ニホンヤモリは南部・北部共に記載がない種類でありますが、住宅地を中心に

見られる普通種であり、市内での分布が確認されております。 

トノサマガエルとトウキョウダルマガエルは目視での分類が困難な場合があり、現在はトノサマガエ

ルが市の田園地帯で普通に見られることから、北部地域のトウキョウダルマガエルはトノサマガエルの

誤認である可能性が強いと思われます。モリアオガエルは、北部では資料のみの確認とされていますが、

東光寺地区、相賀地区、田代地区より北で見られます。移入種であるウシガエルは南部の溜池で確認さ

れていますが、北部の溜池ではまだ確認されていません。一方、旧市街地や東光寺地区などでは、南方

の種で西日本から急速に分布を広げているヌマガエルが確認されています。 

イシガメ、クサガメなどのカメ類については、農村地帯の川や池のほとりを生活環境としているので、
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護岸工事による生活場所の消失、餌となる小魚や水生昆虫の激減、自動車の増加による交通事故などで

急激に個体数を減らし、以前は普通に見られたこれらのカメ類は、川根町家山の野守の池で外来種のア

カミミガメとともに見かけることがありますが、市内の河川では見る機会は減少しております。 

 

④昆虫類  

「島田市北部開発環境影響調査書」（平成４年３月、島田市）によると、大津・伊太地域の現地調査で

確認された昆虫は、主要なものだけで15目87種、「静岡空港整備事業に係る環境影響評価書」（平成７

年１月、静岡県）によると、南部地域で確認された昆虫は、15目1,037種です。いずれも東海地方の

平地から低山帯で普通に見られる種類ですが、その中で特に注目すべき種類として、北部調査では107

ページの表のものが挙げられています。 

昆虫類は、大変種類が多いうえに分類が難しく、また体が小さくあまり人目につかない生活様式をも

つものも少なくありません。そのため市内に生息する種類を完全に記録することは極めて困難です。ま

た、市域の大部分が昔から農林業によって改変されてきた二次的自然であり、市民と生物との接点の大

部分が農用地であるという特徴から、茶やミカンなどに専門的につく害虫もよく見かけます。茶につく

アオバハゴロモ、ミカンにつくカメムシ類などは飛翔能力があり、街灯に集まる性質をもつ昆虫は夜 

の市街地に集まっているのを普通に見かけます。ほかに、ミカンの害虫であるゴマダラカミキリはミカ

ンの栽培がさかんな本市では特に大型で目立つ種類でありますが、農薬の普及とともに最近は市街地で

はあまり見かけなくなっています。 
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島田市で確認された注目すべき昆虫類 

＊ 選定の基準は以下のように定義される。 
指 標 昆 虫：『分布域が広く、比較的馴染みがあり、かつ、全体として山地から平地での良好な自然環境 

の指標となる昆虫』として環境省が選定した昆虫類 
特 定 昆 虫：都道府県ごとに選定した昆虫類で、基準Ｂは『分布が国内の若干の地域に限定されている 

 種』、基準Ｃは『普通種であっても、北限・南限など分布限界につながると思われる地域に 
分布する種』と定義されている。 

限定分布種：分布域が県内の若干の地域に限定されている種 
分布限界種：分布限界になると思われる産地に分布している種 
環境指標種：当該種の存在により、残存自然の質・量を表示できるような種 
減 少 種：個体数の著しい減少が心配される種 
分布限界種：分布限界になると思われる産地に分布する種 
希 少 種：いわゆるレッドデータの１区分であり、わが国に生息する昆虫のうち、『存続基盤が脆弱 

な種または亜種』に該当する種 
出   展：「日本の重要な昆虫類（東海版）」（環境庁 昭和55年） 

「静岡県の重要昆虫」（杉山恵一 昭和58年） 
「日本の絶滅のおそれのある野生動物 無脊椎動物編」（環境庁 平成３年） 
「昭和57年度 島田市総合環境調査業務委託報告書＜生物に関する環境精査＞」（島田市 昭和58年） 
 

分 類 
選定基準 

調査方法 

上位分類 種 名 現地調査 資料調査 

蜻蛉目 ムカシヤンマ 指標昆虫 ○ ○（大津谷川中流） 

 タベサナエ 特定昆虫Ｃ ○  

 サラサヤンマ 限定分布種、環境指標種 ○  

直翅目 タイワンクツワムシ 限定分布種、減少種 ○  

 アオマツムシ 特定昆虫Ｂ ○  

 ヒサゴクサキリ 特定昆虫Ｂ・Ｃ、限定分布種  ○（野田） 

 マツムシモドキ 限定分布種、環境指標種  ○（大草） 

網翅目 ベーツヒラタカマキリ 特定昆虫Ｂ  ○（市内） 

半翅目 ハルゼミ 指標昆虫 ○  

 ヒメハルゼミ 限定分布種、環境指標種  ○（市内） 

 アカスジキンカメムシ 特定昆虫Ｂ  ○（市内） 

 ウシカメムシ 特定昆虫Ｂ  ○（市内） 

毛翅目 カタツムリトビケラ 希少種 ○  

鱗翅目 フリチェホウジャク 限定分布種 ○ ○（市内） 

 アゲハモドキ 限定分布種  ○（市内） 

 イボタガ 限定分布種、減少種  ○（市内） 

 ウスバシロチョウ 特定昆虫Ｂ、限定分布種  ○（川口・大間） 

 ウラキンシジミ 限定分布種  ○（市境） 

 ミヤマシジミ 限定分布種、環境指標種  ○（向谷） 

 クロコノマチョウ 分布限界種、環境指標種 ○ ○（丹原） 

 オオムラサキ 環境指標種  ○（川根） 

 クロヒカゲモドキ 限定分布種  ○（川根） 

鞘翅目 センチコガネ 環境指標種 ○  

 ゲンジボタル 指標昆虫、環境指標種 ○  

 ヘイケボタル 減少種 ○  

膜翅目 クロスズメバチ 環境指標種  ○（市内） 

 オオスズメバチ 環境指標種 ○  

 ニホンミツバチ 環境指標種 ○  

 オオツヤクロジガバチ 限定分布種  ○（川根） 

 ミカドジガバチ 限定分布種  ○（川根） 

 オオフタオビドロバチ 環境指標種  ○（川根） 

 バラハキリバチ 環境指標種  ○（川根） 

 トラマルハナバチ 環境指標種  ○（川根） 



  

 
- 110 -

⑤魚類 

 「島田市北部開発環境影響調査書」（平成４年３月、島田市）と、「静岡空港整備事業に係る環境影響

評価書」（平成７年１月、静岡県）によると、北部地域及び南部地域では下表の魚類が確認・記録されて

います。 

島田市内で確認された魚類 

分  類 現地確認状況 

目 科 種 北部地域 南部地域 

サケ サケ アマゴ ○  

 キュウリウオ アユ ○  

コイ コイ カワムツ ○ ○ 

  オイカワ ○ ○ 

  ウグイ ○ ○ 

  タカハヤ ○  

  アブラハヤ  ○ 

  モツゴ ○ ○（池） 

  カマツカ ○ ○ 

  タモロコ ○  

  コイ  ○ 

  ゲンゴロウブナ ○ ○（池） 

  ギンブナ ○ ○（池） 

  タイリクバラタナゴ  ○（池） 

 ドジョウ ドジョウ ○ ○ 

  シマドジョウ ○ ○ 

ナマズ ギギ アカザ ○  

スズキ カジカ アユカケ ○（大井川）  

 ハゼ シマヨシノボリ ○ ○ 

  オオヨシノボリ ○ ○ 

  カワヨシノボリ  ○ 

  トウヨシノボリ  ○（池） 

  ボウズハゼ ○  

  チチブ ○  

カワムツやオイカワなど、多くは河川護岸工事などの影響で平板化された河川などで優先する種が見

られます。大井川本流では、環境庁の第２回自然環境保全調査において調査対象種とされたアユカケが

確認されています。 

 

３ 外来生物 

人間の活動によって本来の生息場所からそうではない場所に連れて来られ、その場所で子孫を増やし

定着した生物は外来生物と呼ばれます。なかでも、特に自然への悪影響が心配されるものを特定外来生

物と呼び、元から住んでいた生物を食べてしまったり、餌や住処を奪ったり、雑種をつくって遺伝的多

様性を奪ったり、もともと日本にはなかった病気や寄生虫をもたらしたりします。人間に対しても、農

作物を荒らしたり病気をもたらすだけでなく、高い攻撃性を持っていたり毒を持っていたりするなど危

険なものもおり、注意が必要です。 

平成１６年に制定された「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」では、国の

方針として、これら特定外来生物の飼養、栽培、保管又は運搬、輸入その他の取扱いを規制するととも

に、国等による特定外来生物の防除等の措置を講ずることにより、特定外来生物による人や生態系など

への被害を防止するための方策を示しております。 
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日本では156種類の特定外来生物が指定（令和２年11月施行）されており、静岡県内では下記38種

類の特定外来生物が確認されています。島田市内でも、古くからブルーギルやオオキンケイギクなどの

存在は確認されており、近年ではアライグマ、アカボシゴマダラなども確認されております。 

 

静岡県で確認されている「特定外来生物」一覧 

分類 種 名 被害・影響 種 名 被害・影響 

哺乳類 
ヌートリア※ 

農水産業への被害 

生態系への影響 
アライグマ※ 

農水産業への被害 

生態系への影響 

 
タイワンザル※ 生態系への影響 ハリネズミ属 

農水産業への被害 

生態系への影響 

 
クリハラリス 

農水産業への被害 

生態系への影響 
  

鳥 類 

ガビチョウ※ 生態系への影響 カナダガン 

人的被害のおそれ 

農水産業への被害 

生態系への影響 

 ソウシチョウ※ 生態系への影響   

爬虫類 

カミツキガメ※ 

高い殺傷力 

人的被害のおそれ 

生態系への影響 

スウィンホーキノボリトカゲ 
農水産業への被害 

生態系への影響 

両生類 ウシガエル※ 生態系への影響   

魚 類 
ブルーギル※ 

農水産業への被害 

生態系への影響 
ガー属 

農水産業への被害 

生態系への影響 

 
チャネルキャットフィッシュ 生態系への影響 カダヤシ※ 

農水産業への被害 

生態系への影響 

 
コクチバス※ 

農水産業への被害 

生態系への影響 
オオクチバス※ 

農水産業への被害 

生態系への影響 

節足動物 

ラスティークレイフィッシュ※ 
農水産業への被害 

生態系への影響 
ヒアリ 

有毒 

人的被害のおそれ 

生態系への影響 

 

アカカミアリ 

有毒 

人的被害のおそれ 

生態系への影響 

アカボシゴマダラ 
農水産業への被害 

生態系への影響 

 

ゴケグモ属※ 

有毒 

人的被害のおそれ 

農水産業への被害 

生態系への影響 

アルゼンチンアリ※ 
農水産業への被害 

生態系への影響 

 
セイヨウオオマルハナバチ※ 

農水産業への被害 

生態系への影響 
モクズガニ属 生態系への影響 

 
キョクトウサソリ科 人的被害のおそれ ハヤトゲフシアリ 

農水産業への被害 

生態系への影響 

軟体動物 カワヒバリガイ属※ 生態系への影響   

植 物 オオフサモ※ 生態系への影響 オオハンゴンソウ 生態系への影響 

 
ナルトサワギク 生態系への影響 オオキンケイギク※ 

農水産業への被害 

生態系への影響 

 アレチウリ※ 生態系への影響 オオカワヂシャ 生態系への影響 

 ナガエツルノゲイトウ 生態系への影響 ボタンウキクサ 生態系への影響 

 
アメリカオオアカウキクサ 生態系への影響 ミズヒマワリ 

農水産業への被害 

生態系への影響 

参考：「ふじのくに特定外来生物対応リーフレット」（静岡県 H29） 

※特に日本の生態系に大きな影響を及ぼしていると見られる「日本の侵略的外来種ワースト100（環

境省）」にランクインしている特定外来生物。 
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【あ行】 

●アース・キッズ事業 

 市・静岡県・静岡県地球温暖化防止活動推進センタ

ーの３者が連携・協力して実施しています。小学校高

学年を対象として、総合学習の授業内容との連携を図

りながら、家庭で地球温暖化防止に取り組むプログラ

ムです。 

●アスベスト（石綿） 

 アスベストは蛇紋石や角閃石に含まれている天然

の繊維状の鉱物で、断熱性、保温性、防音性等のすぐ

れた特性を持っているため、建築材料など多様な用途

に使用されてきました。しかし、空気中に漂っている

アスベストの吸引による中皮腫、肺がんなど健康影響

が社会問題化し、平成元年に大気汚染防止法に基づく

特定粉じんに指定され、使用制限または禁止されるよ

うになりました。また、被害者の救済を目的に平成

18年２月に「石綿による健康被害の救済に関する法

律」が制定されました。 

●アダプト・ロード・プログラム 

 市民と行政が協働で進める、新しい「まち美化プロ

グラム」です。アダプトとは英語で「養子にする」の

意味で、一定区画の公共の場所を養子に見立て、地域

住民や市民団体、企業などが里親となって美化活動

（清掃）を行い、行政がこれを支援するものです。 

●硫黄酸化物（SＯx） 

 硫黄の酸化物の総称で、石油や石炭などの硫黄分が

含まれる化石燃料が燃焼する際に発生する大気汚染

物質です。また、大気中で硫酸に変化し、酸性雨の原

因の一つになります。わが国では高度経済成長期に硫

黄酸化物による大気汚染が進行しましたが、その後に

さまざまな規制や対策を設けた結果、硫黄酸化物の濃

度は減少しています。 

●一酸化二窒素（N2０） 

 二酸化炭素、メタンに次いで今後の地球温暖化に 

とって第3番目に重要な気体として注目を集めてい

ます。一酸化二窒素は対流圏では消滅源を持たず、成

層圏に達した後に光化学反応によって分解されます

が、その反応の過程で生成される窒素がオゾン層の破

壊につながることになります。 

●一般廃棄物 

 廃棄物処理法では、産業廃棄物以外の廃棄物を一般

廃棄物と定義しています。一般廃棄物は、さらに「ご

み」と「し尿」に分類されます。また、ごみは事務所・

商店などの事業活動に伴って排出された「事業系ご

み」と、一般家庭の日常生活に伴って排出された「家

庭ごみ」に分類されます。 

●ウォームビス 

 暖房時のオフィスの室温を20℃にした場合でも、

ちょっとした工夫により「暖かく効率的に働くことが

できる」というイメージを分かりやすく表現した、秋

冬のビジネススタイルの名称です。 

●雨水浸透施設 

 雨水を地下に浸透させる施設で、透水性舗装、雨水

浸透ます、雨水浸透管、雨水浸透側溝などがあります。 

●エコアクション２１（ＥＡ２１） 

 中小事業者の環境への取組を推進するとともに、そ

の取組を効果的・効率的に実施するため、中小事業者

でも容易に取り組めるようにした環境マネジメント

システムです。環境省が策定し、現在は一般財団法人

持続性推進機構が平成16年10月からスタートした

「エコアクション２１認証・登録制度」を実施してい

ます。 

●エコファーマー 

 堆肥などによる土づくり、有機肥料の使用、農薬使

用の削減に関する環境にやさしい農業の導入計画を

作成し、知事の認定を受けた農業者をいいます。導入

計画に基づいて清算された農作物には、エコファーマ

ーのロゴマークを添付することができます。 

●塩素系有機溶剤 

 分子構造の中に塩素を含む化合物で、溶剤として用

いられるものをいいます。環境中に排出されると有害

性が高い上に分解されにくいため、問題視されていま

す。 

●オゾン層 

 地球を取りまく大気の成層圏に存在する、オゾンを

多く含む部分をオゾン層といい、太陽光線に含まれる

有害な紫外線のほとんどを吸収し、地球上の生物を保

護する役割を果たします。オゾン層は、成層圏まで上

昇したフロンガスが紫外線によって分解されて放出

された塩素によって破壊されるといわれます。 

●温室効果ガス 

 太陽から光のほとんどは、大気を素通りして地表面

で吸収されます。加熱された地表面は赤外線を放出し

て熱を宇宙に逃がしますが、大気中には赤外線を吸収

する性質を持つ気体があり、地表に入ってくる太陽の

光は変わらないのに宇宙へ出て行く熱が減るため、地

表の気温が上昇します（温室効果）。赤外線を吸収す

る性質を持つ気体は二酸化炭素、メタン、代替フロン

などがあり、温室効果ガスといわれます。 

 

【か行】 

●外来生物 

 →特定外来生物参照 

もともとその生物が住んでいなかった地域に、貿易

や人の移動などを介して意図的・非意図的に持ち込ま

れた動植物のことをいいます。平成17年６月１日か

ら外来生物法（特定外来生物による生態系等にかかる

被害の防止に関する法律）が施行されています。 

●化学的酸素要求量 

 →COD参照 

 

 

環境用語解説 
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●家庭版環境マネジメント事業 

 ISO14001やエコアクション２１などの環境マネ

ジメントシステムの考え方を取り入れながら、家庭で

環境にやさしい生活に取り組む事業です。 

●合併処理浄化槽 

 →浄化槽参照 

●環境基準 

 大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に関

わる環境上の条件について、人の健康を保護し、生活

環境を保全する上で維持されることが望ましい基準

のことで、環境基本法により定められています。 

●環境教育 

 平成12年度に策定された国の環境基本計画におい

て、「環境教育・環境学習は、各主体の環境に対する

共通の理解を深め、意識を向上させ、問題解決能力を

育成し、各主体の取組の基礎と動機を形成することに

より、各主体の行動への環境配慮の織り込みを促進す

るもの」とされています。 

●環境人材バンク 

 市民が環境について楽しく学ぶため、環境に関わる

各種講座、体験教室や学校教育などを実施する団体な

どに対して、市が派遣する講師を環境人材バンクとし

て登録しています。 

●環境保全型農業 

 農薬や化学肥料などの使用量の削減、有機物を積極

的に利用した土づくりなどの実施により、環境に与え

る負荷をより少なくし、持続可能な生産を目指した農

業のことです。 

●環境保全協定 

 環境の保全を目的として、地方自治体及び企業との

間で締結される協定のことです。島田市では、島田市

環境基本条例第10条第2項に基づき、事業者と市が

互いに協力して良好な生活環境を維持発展させるこ

とや、住民の健康を保護増進することを目的として、

市内の主要工場と環境保全協定を締結しています。 

●環境マネジメントシステム（EMS） 

 企業などが自ら、企業経営の中でごみ排出を減らす

ことや、エネルギー消費量を減らすことなど、環境へ

の負荷を低減していくため、継続的に環境負荷の削減

が図れるような組織体制にするための管理システム

のことです。島田市の「環境管理システム」も同じ考

え方のものです。 

●キエーロ 

 透明の屋根を斜めにつけた木枠の箱型容器に黒土

を入れ、バクテリアと土の力で生ごみを分解し消滅さ

せる生ごみ処理容器のことです。虫が湧かない、臭わ

ない、量が増えないことが特徴です。 

●クールビズ 

 冷房時のオフィスの室温を28℃にした場合でも、

「涼しく効率的に働くことのできる」というイメージ

を分かりやすく表現した、夏のビジネススタイルの愛

称です。 

●クールチョイス（COOL CHOICE） 

2015年に地球温暖化対策の国際的な枠組みとし

て「パリ協定」が採択され、日本は2030年度までに、

温室効果ガスの排出量を2013年度比で26% 削減

することを目標に掲げています。 

この目標達成のために、温暖化対策のアイデアや行

動を推進し、また快適な暮らしにもつながる、あらゆ

る「賢い選択」をしていこうという国民運動です。 

●グリーン購入 

 製品やサービスを購入する際に、価格や品質、利便

性、デザインだけでなく環境への影響を重視し、環境

負荷ができるだけ小さいものを優先して購入するこ

とです。 

●下水道ストックマネジメント計画 

 下水道施設全体を対象に、その状態を点検・調査等

によって客観的に把握、評価し、中長期的な施設の状

態を予測しながら、維持管理、改築・修繕を一体的に

捉えて、計画的・効率的に管理することです。 

●光化学オキシダント 

 大気中の窒素酸化物や炭化水素等が強い紫外線に

より光化学反応を起こして生成されるオゾン、アルデ

ヒド、PAN（パーオキシアセチルナイトレート）等

の刺激性を有する物質の総称で、主成分はオゾンです。

大気中でスモッグを形成するので、この現象を光化学

スモッグともいいます。人の目やのどを刺激し、植物

にも影響を与えるとされています。環境基本法に基づ

き環境基準が設定されています。 

●降下芒硝 

 芒硝（ぼうしょう）とは、別名硫酸ナトリウムと呼

ばれ、食塩を硫酸と強熱して得る白色粉末結晶のこと

です。パルプの原料としての用途があり、クラフトパ

ルプ工場がある当市では、芒硝が煙突から降下する濃

度の調査を昭和40年から平成14年まで行なってい

ました。 

●コージェネレーションシステム 

 ひとつの燃料源から二つ以上のエネルギーを同時

に得る方法です。従来の電力のみを発生させている発

電設備の場合、駆動機（エンジン、タービン）などか

ら出る排出ガスや冷却水はそのまま捨てられていま

したが、コージェネレーションシステムでは、発電機

で電力を供給し、かつ、駆動機からの排出ガスや冷却

水などの排熱を回収し、冷暖房、給湯に有効利用（熱

併給発電）します。 

●コンポスト 

 生ごみ、落葉、剪定枝など様々な有機物を原料に微

生物の働きで発酵、分解してできる堆肥です。 

 

【さ行】 

●最終処分場 

 最終的に廃棄物を自然界に埋め立てる場所。廃棄物
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の最終処分場は、埋立処分する廃棄物の環境に及ぼす

影響により、しゃ断型、安定型、管理型の３種類に区

分されます。 

●再生可能エネルギー 

 エネルギー源として永続的に利用することができ

る再生可能エネルギー源を利用することにより生じ

るエネルギーの総称。具体的には、太陽光、風力、水

力、地熱、太陽熱、バイオマスなどをエネルギー源と

して利用することです。 

●サタデーオープンスクール 

 伊久美の自然を利用した観察や体験的学習です。市

内小学校に通学する３年生から６年生を対象とし、土

曜日（８月を除く）に実施されます。 

●サマーオープンスクール 

 伊久美の自然を利用した観察や体験的学習です。市

内小学校に通学する３年生から６年生を対象とし、８

月の連続した３日間で実施されます。 

●新エネルギー 

 技術的に実用段階に達しつつあるが、経済性の面で

の制約から普及が十分でないもので、石油代替エネ

ルギーの導入を図るために必要なものと定義されて

います。太陽光発電、太陽熱利用、風力発電、廃棄

物燃料製造、廃棄物発電・熱利用、バイオマス燃料

製造・発電・熱利用、温度差エネルギー、雪氷熱利

用、電気自動車（ハイブリットを含む）、天然ガス自

動車、メタノール自動車、天然ガスコージェネレー

ション、燃料電池などが含まれます。 

●時間帯補正等価騒音レベル（Lden） 

 騒音を聞こえ始めから聞こえ終わりまでの人が受

ける騒音エネルギーを測定をするもので、時間帯によ

り（夕方や夜間）騒音に重みを付け評価をします。瞬

間的な爆音等がない場合でも、人が不快に感じる騒音

を正しく評価できるとされています。 

●自治体イニシャティブ・プログラム 

 自治体（市区町村）の呼びかけにより、域内でエコ

アクション２１の認証・取得を目指す事業者を募り、

地元のエコアクション２１地域事務局と審査人の協

力のもと、より多くの事業者が短期間で効率よくエコ

アクション２１に取り組むための普及プログラムで

す。 

●臭気指数 

 人間の嗅覚測定（官能試験）による臭気の数量化方

法の1つです。その臭気を無臭の清浄な空気で希釈し、

臭わなくなったときの希釈倍数を臭気濃度といい、臭

気指数は臭気濃度の対数に10を乗じて求めます。 

臭気そのものを人間の嗅覚で測定するため、悪臭の被

害者感覚に一致しやすいというメリットがあります。 

 悪臭防止法では、平成7年の改正で臭気指数が規制

基準に用いられるようになりました。 

●集じん施設 

 気体中に浮遊する粉じんなどを取り除き、きれいな

空気にする施設のことです。工場内で発生した粉じん

が周囲に排出されることを防いだり、工場内を清浄化

して作業環境を改善するなどの効果があります。 

●省エネルギー法 

 正式名称は「エネルギーの使用の合理化に関する法

律」で、昭和54年に制定されました。工業・事業場

などについてのエネルギーの使用の合理化に関する

所要の措置などを講じることにより、国民経済の健全

な発展に寄与することを目的としています。工場・事

業所のエネルギー管理のしくみや、自動車の燃費基準

や電気機器などの省エネ基準におけるトップランナ

ー制度、運輸・建築分野での省エネ対策などをすすめ

ています。 

●浄化槽（単独処理浄化槽、合併処理浄化槽） 

 水洗し尿を沈殿分離或いは微生物の作用による腐

敗又は酸化分解等の方法によって処理し、それを消毒

し、放流する施設をいいます。 

 水洗し尿のみを処理する単独処理浄化槽と、水洗し

尿及び生活雑排水を一緒に処理する合併処理浄化槽

があります。単独処理浄化槽では、生活雑排水が処理

されないため、水質汚濁を進めてしまいます。 

 平成12年6月の浄化槽法改正及び建築基準法施行

令改正等により、現在、新たに設置される浄化槽はす

べて合併処理浄化槽となっています。 

●水生生物調査 

 川の底に生息している水生生物を採集・観察するこ

とによって、川の水質を調査することができます。本

市では、小中学生を対象に出前講座による水生生物調

査を実施しています。水生生物調査は、対象河川の平

均的な水質状況を把握できるとともに、環境教育の実

践の場として活用されています。 

●生物化学的酸素要求量（BOD） 

 微生物によって水中の有機物が酸化分解される際

に消費される酸素の量を㎎/ℓで表したもので、BOD

値が大きければその水中には汚濁物質（有機物）が多

く、水質の汚濁が高いことを意味します。 

 

【た行】 

●ダイオキシン類 

 塩素を含む有毒な有機塩素化合物のポリ塩化ジベ

ンゾバラジオキシン、ポリ塩化ジベンゾフラン及びコ

ブラナーポリ塩化ビフェニルの総称で、発ガン性や生

殖異常を引き起こすなどの毒性が報告されています。 

 ポリ塩化ビニルやポリ塩化ビニリデンなどの塩素

原子を含むプラスチックを低い温度で燃焼させた際

などに発生するといわれています。 

●帯水層 

 地中の透水層において、地下水によって飽和してい

る地層のことを指します。 

●多自然型工法 

 工事の対象となる河川などが本来有している生物

環境に配慮し、自然景観の保全･創出をめざした工法

のことをいいます。「近自然型工法」ともいいます。 
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●炭化水素 

 炭素原子と水素原子だけでできた化合物の総称で

す。その分子構造によりアルカン、アルケン、アルキ

ン、シクロアルカン、芳香族炭化水素などに区分され

ます。炭化水素で最も構造の簡単なものはメタンです。 

●地産地消 

 地元でとれた農産物を地元で消費するという考え

方です。 

●窒素酸化物（NOx） 

 発電所や工場のボイラー、自動車エンジンなどの高

温燃焼の際に、空気中の窒素が酸素と結合して一酸化

窒素（NO）が発生し、これがまた酸化されて安定し

た二酸化窒素（NO2）となり大気中に排出されます。 

 通常、一酸化窒素と二酸化窒素を合わせて窒素酸化

物（NOx、ノックス）と呼びます。窒素酸化物は紫

外線により光化学反応を起こし、オゾンなどの光化学

オキシダントの原因となる物質を生成します。また、

窒素酸化物は硫黄酸化物とともに酸性雨の原因とも

なります。 

●低公害車 

 石油代替エネルギーを使い、自動車排出ガス対策を

施した車。電気自動車、メタノール自動車、天然ガス

自動車とハイブリッド自動車の４車種が一般に低公

害車と呼ばれていますが、一定基準を満たした低燃費

かつ低排出ガス認定車も低公害車と呼ぶことがあり

ます。 

●デシベル（dB） 

 電力、音響圧力、音の強さなどの「量の比」を表わ

す単位です。環境関係では、音圧の平方の対数を用い

て音の強さを表現します。人の感覚が刺激量の対数に

ほぼ対応することから、音や振動の強さをある一定の

水準の強さに対比し、その比の対数を音や振動の尺度

として用いています。 

●等価騒音レベル（Leq） 

 変動する騒音レベルのある時間内におけるエネル

ギーを平均し、レベルが一定である騒音に置き換えた

場合の騒音レベルのことをいいます。測定対象が間欠

騒音や、時間変動が大きい騒音の場合の評価法として

広く用いられています。 

●特定外来生物 

 外来生物のうち、特に生態系などへの被害が認めら

れるものとして、外来生物法によって規定された種を

いいます。特定外来生物にしてされると、ペットも含

めて飼育、栽培、保管又は運搬、譲渡、輸入、野外へ

の放出などが禁止されます。植物ではアレチウリ、オ

オキンケイギク、オオハンゴウソウなど、動物ではア

ライグマ、タイワンリス、ウシガエル、カミツキガメ、

ソウシチョウ、オオクチバス、ブルーギル、セアカゴ

ケグモなどがあります。 

●特定建設作業 

 建設作業のうち、くい打ち機やバックホウ、ブルド

ーザーなどを使用する作業のことで、これらの作業は

大きな騒音や振動を発生させることから、法律及び条

例で規制されています。 

 

【な行】 

●生ごみ処理機 

 生ごみを乾燥させて減量化したり、微生物の作用で

分解したりする機械です。 

●二酸化硫黄 

 →硫黄酸化物（SOx）参照 

●二酸化窒素(NO2) 

 →窒素酸化物（NOx）参照 

●認定農協者 

 認定農業者制度とは、意欲と能力のある農業者が自

らの経営を計画的に改善するため、「農業経営改善計

画」を作成し、市町村が認定する制度。認定農業者は、

国や県、市町村等からさまざまな支援が受けられます。 

●ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ＺＥＢ） 

 快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する年

間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指

した建物のことです。  

●ノーカーデー 

 事業所や行政単位で、例えば毎週水曜日などと日を

決めて自動車の利用を控える運動です。渋滞緩和、省

エネルギー、大気汚染・騒音の抑止といった効果のほ

か、環境に対する啓発として取り組まれています。 

 

【は行】 

●ばい煙 

 燃料その他の物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物、

ばいじん及び物の燃焼・合成・分解に伴って発生する

カドミウムや塩素、窒素酸化物等のことをいいます。 

●バイオマス・バイオマスエネルギー 

 エネルギー資源として利用できる生物体（植物、動

物等）のことです。バイオマスのエネルギー利用とし

ては、燃焼して発電を行うほか、アルコール発酵、メ

タン発酵などによる燃料化や、ユーカリなどの炭化水

素を含む植物から石油成分を抽出する方法などがあ

ります。ごみや下水汚泥などの廃棄物に含まれている

有機分の利用も研究されており、廃棄物処理と石油代

替エネルギーの両方に役立ちます。 

●ばいじん 

 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使

用に伴い発生する、すす等の固体粒子の総称です。 

●パーク＆ライド 

 自動車を郊外の公共交通機関乗降所にもうけた駐

車場に停車させ、そこから鉄道や路線バスなどの公共

交通機関に乗り換えて目的地に行く方法です。 

 

●微小粒子状物質（PM2.5） 

 →PM2.5参照 
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●非メタン炭化水素 

 メタン以外の大気中の水素・炭素化合物の総称のこ

とです。空気中で反応性が高く、光化学オキシダント

の原因物質となります。 

●浮遊物質（SS） 

 →SS（浮遊物質）参照 

●浮遊粒子状物質（SPM） 

 大気中に浮遊する物質のうち、粒径が10ミクロン

以下の粒子の総称。首都圏においてディーゼル車から

の黒煙が主な排出源となっています。 

 呼吸器官壁に沈着することにより他の大気汚染物

質の有害作用を強めます。アレルギーを引き起こしや

すくするほか、発ガン性物質も含まれています。 

●フロン 

 炭素、フッ素、塩素などの化合物の総称で、洗浄剤、

冷媒、発泡剤などに使用されています。特にオゾン層

を破壊する作用の強いフロンについては、オゾン層保

護条約議定書（モントリオール議定書）で特定フロン

に指定され生産が全廃されています。 

 特定フロンの代用品として使用される代替フロン

についても、温室効果ガスとして作用することから、

他の物質に転換することが望まれています。 

●ボランティア・サポート・プログラム 

 地域住民、市民団体、企業及び道路管理者が協力し

て行う道路の環境美化活動です。島田市では、国道１

号バイパスのインターチェンジにおいて実施されて

います。 

 

【ま行】 

●メガソーラー 

 出力１メガワット（1,000キロワット）以上の大

規模な太陽光発電、またはその施設をいいます。発電

所建設には広大な用地が必要ですが、再生可能エネル

ギーの基幹電源として期待されています。 

●メタン 

 有機物の腐敗、発酵により発生する無色・無臭の可

燃性のガスで、ごみの埋め立て処分場や下水の汚泥、

家畜のふん尿などから発生します。地球温暖化の原因

の温室効果ガスのうち、二酸化炭素に次いで多く排出

されています。最近では、化石燃料の代替エネルギー

として、発電に利用する研究も進められ、バイオマス

エネルギーとして注目を浴びています。 

 

【や行】 

●有機農業 

 農薬や化学肥料などを原則として使用せず、堆肥な

どによって土づくりを行った水田や畑で作物を育て

る農業形態のひとつで、有機農法、有機栽培、オーガ

ニック農法とも呼ばれています。 

●有収率 

 給水する水量と料金としての収入のあった水量と

の比率です。具体的には、計画有収率＝計画１日平均

有収水量÷計画１日平均給水量で表される式で算出

されます。 

●溶存酸素量 

 →DO参照 

 

【ら行】 

●リバーフレンドシップ制度 

 河川美化活動を行政機関が支援する制度で、静岡県

の「協働」事業の一環として、平成16年２月から施

行されています。県が管理する一定区間において、住

民や利用者などがリバーフレンドとなり、「みんなの

川」を「みんなで守っていく」意識向上や、身近な環

境保護に関する意識啓発に繋げていくことを目的と

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【アルファベット】 

●BOD（Biochemical 0xygen Demand） 

 →生物化学的酸素要求量参照 

●COD（Chemical 0xygen Demand） 
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 COD（化学的酸素要求量）は、酸化剤を用いて水

中の有機物を酸化分解する際に消費される酸素量を

㎎/ℓで表したもので、水の汚れの度合いを示す方法と

してよく用いられます。COD値が高いほど水中の汚

濁物質の量が多いことを示しています。 

●DO（Dissolved Oxygen、溶存酸素量） 

 水中に溶けている酸素の量を㎎/ℓで表したもので、

溶存酸素自体は温度と気圧によって飽和量が決まっ

ています。溶存酸素量が一定以下になると魚類等の生

息も制約され、更に減少すると生息しなくなります。

また、1㎎/ℓ以下になると底質から硫化物やメタンガ

ス等が発生するようになります。 

●LED照明 

 発光ダイオードを使用した照明器具のことであり、

大きな特徴として、「省エネルギー」、「長寿命」があ

げられます。この他にも「光の色と明るさを変えられ

る」、「ON・OFFの繰り返しに強くてすぐに明るくな

る」、「光（紫外線）で物を傷めにくい」、「あまり虫が

集まらない」などの利点もあります。 

●NOx 

 →窒素酸化物参照 

●N２O 

 →一酸化二窒素参照 

●pH 

 正式には水素イオン濃度といい、物質の酸性、アル

カリ性の度合いを示す数値です。特に断らない場合は

水溶液中の値を指し、pH値が７の場合は中性と呼ば

れます。pH値が小さくなればなるほど酸性が強く、

逆にpH値が大きくなればなるほどアルカリ性が強い

ことを意味しています。 

●PM2.5（微小粒子状物質） 

 大気汚染物質の1つで、直径2.5μm以下の小さな

粒子であり、肺の奥深くまで入りやすく、呼吸器系や

循環器系への影響が懸念されています。平成21年9

月に環境基準が設定されました。 

平成25年１月に中国大陸の大気汚染と関連して、

西日本を中心に高濃度のＰＭ2.5が観測されたこと

から、環境基準とは別に、平成25年2月に環境省か

ら「注意喚起のための暫定的な指針」が示され、1日

の平均濃度が70μg/㎥を越えることが予想される

場合は、都道府県が注意喚起を行うことを推奨するこ

とされました。 

●ppm（Parts Per Million） 

 100万分のいくつの意味。大気や水質中の汚染物

質の濃度を表示するのによく用いられています。大気

汚染では1ppm＝1mℓ/㎥、水質汚濁では1ppm＝１

㎎/ℓです。 

●PRTR(Pollutant Release and Transfer Register) 

 有害性のある化学物質がどのような発生源から、ど

れくらい環境中に排出されたか、或いは廃棄物に含ま

れて事業所の外に運び出されたかというデータを把

握・集計・公表するしくみです。対象としてリストア

ップされた化学物質を製造したり使用したりしてい

る事業者は、環境中に排出した量と廃棄物として処理

するために事業所の外へ移動させた量とを自ら把握

し、行政機関に年に１回届け出ます。行政機関は、そ

のデータを整理・集計し、また、家庭や農地、自動車

などから排出されている対象化学物質の量を推計し

て、２つのデータを併せて公表します。諸外国でも導

入が進んでおり、日本では平成11年、特定化学物質

の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に

関する法律により制度化され、平成14年４月から、

第１回目の排出量などの届出が始まりました。 

●SS（Suspended Solid、浮遊物質） 

 水中を浮遊する粒径2㎜～1ミクロンの小粒子状物

質の総称です。重要な水質汚濁指標の一つで、SSが

多くなると水が濁って光の透過が妨げられてしまう

ことで水域の自浄作用を阻害したり、魚類の呼吸に悪

影響を及ぼします。一般的に水域の正常な生活活動を

維持するには25㎎/ℓ以下が望ましいとされています。 

●SPM（Suspended Particulate Matter） 

 →浮遊粒子状物質参照 

 

【数字】 

●３Ｒ 

 Reduce：買う量、使う量を減らしてごみになるも 

      のをなるべく減らす。 

 Reuse : 出す前に再使用の方法を考える。 

 Recycle：再資源化に協力する。 

 の３つを意味します。 
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